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第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

第1節 高度情報通信社会の実現に向けた政府の取組

6年8月 、政府 は、我 が国 の高度情報 通信社会 の構築 に向 けた施策 を総合的 に推進 す る ととも

に、情報通信 の高度化 に関す る国際的 な取組 に積極的 に協 力す るた め、内閣 に、 内閣総理大 臣を

本部長、 内閣官房長官、郵政 大 臣、通商産業大 臣 を副本部長 とす る「高度 情報通信社会推進本部」

を設置 した、

同本部 には各界の有識者12名 で構成 され る有識者会議 が設置 されてお り、同会議 で は、高度情

報通信社会 の構 築 に向 けた情報通信 イン フラの整 備や政府 の取組 の在 り方等 の検討 を行 うため、

関係省 庁や情報通信 に関す る学識 経験者 か らヒア リング を実施 し、6年12月 本部 に対 して意見を

報 告 した。

同本部で は、有識者会議 か らの意見等 を踏 まえ、7年2月 、我が国 の今後 の情報通 信 インフラ整

備 の指針 となる「高度1青報通信社会推 進 に向 けた基本 方針」 を決 定 し、同月ブ ラッセル(ベ ルギー)

で 開催 された精 報社会 に関 す る関係 閣僚会合」において、我 が国の取組 として各国 に提示 した。

郵政 省 をは じめ各省庁 は、今後本方針 に基 づ き情報化施策 を推進 してい くこ ととしてお り、同

本部及 び有識者会議 にお いては、 フォ ロー ア ップ を実施 して い くこ ととしてい る。

本基 本方針 の主 な概要 は次 の通 りであ る。

1高 度情報通信社会 に向 けての基本 的な考 え方

(1)高 度情報通信社会の意義

「高度 清報通信社会 」 とは・人間の知的生産活動の所産で あ る情報 ・知識 の 自由 な創 造、流通、

共有化 を実現 し・生活 ・文化・産業 ・経済 、 自然 ・環境 を全体 として調和 し得 る新 た な社会経済

システムで あ る・高度1青報通信社会の構 築 に向 けた動 きを加速 ・推進 す るため には
、情報 ・知識

の創造'流 通 ・共有化 を支 える情報通信 インフラの早急 な整備 が必要で あ る
。

(2)高 度 情報通信 社会実現のための行動原則

政府 は・以下の行動原則 に基 づ き・高度情報通信社会 の実現 を図 る。

① 誰 も力精 報通信 の高度化 の便益 を安心 して享受で きる社会

②社会 的弱者 への配慮
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③活 力あ る地域社会 の形 成への寄与

④1青報の 自由 な流通 の確 保

⑤1青報通信 インフラの総体的 な整 備

⑥諸制度の柔軟 な見直 し

⑦グ ローバル な高度情報通信社会 の実現

(3)高 度情報通信社会の構築 に向 けての官民の役割

高度1青報通信社会 の構築 は、公正有効競争の下 に基本的 には民間主導で進 め るべ きであ り、政

府 としては、広域性 への対応、経済 的 ・法 制的 な側面 な どのバ ックア ッフ乳 基礎 的 ・先端 的 な研

究開発の推進、基盤整 備 に対 す る公的支援等 の所要 の環境 整備 を総合 的、計画的 に行 ってい くこ

ととす る。

(4)高 度情報通信社 会の構 築に向けての政府 の取組の在 り方

高度i青報通信社会 の構 築 は国づ くりの基幹の ひ とつで あ る とい う視点 に立 った施策 の推進 が不

可欠で ある。政府 としては、特 に主要地域の光 ファイバ網整備 と、 それ を活用 した公的 アプ リケ

ーシ ョンの導 入、実用化、及び基礎的汎用(は ん よう)的 技術 開発 につ いては、2000年 まで を先

行整備期間 として進 め る。 光 ファイバ網 については、2010年 を念頭 に早期 に全国整備 を目指 す。

1高 度 な情報通信 社会の実現 に向けた課題 と対応

当面対応 すべ き具体的政策課題 と、講ずべ き施策 の基本的方向性 は次 の通 りで あ る。

川 公共分野の情報化(公 共分 野の アプ リケーシ ョンの開発 ・普及等)

公共分 野の情報化 につ いては、我 が国社会全体 の情報化推 進の起爆剤 として期待 されてい る と

ころか ら、政府 は、国民誰 もが充実 した公共サー ビスを享受で きるよ う、 自 らユーザ ー として先

進的アプ リケー ションの開発 ・導 入な ど先導的 な役割 を果 た してい く必要 があ るため、総合 的、

計画的 に施策 を講 じてい くこととす る。

本基本 方針 を受 けて各省 庁が分野毎 の 目標 、中期的施策、 その進 め方等 を内容 とす る実施 方針

を策定 し、 明 らかにす る。

(2)情 報通信 の高度 化の ための諸制度 の見 直 し

情報通信技術の飛躍 的 な進展 に伴 い、現行法体系 自体 が1青報通信の利 用 を想定 してお らず、実

行す るこ とが困難 な利 用形態 が多 く出現 してい る。情報通信技術の飛躍 的 な進展 を踏 まえ、諸制

度の目的 に配意 しつつ、 どうすれば利用が可能 になるか法制度 を体系的 に総点検 す るな ど、諸制

度の検討結果 を踏 まえ、見 直 しを行 い、所要の規制緩和措置 を実施す る。

(3)ネ ッ トワークイ ンフラの整備

高度 晴報 通信社会 の実現 に向 けて、 アプ リケー シ ョン整備 と同時 にネ ッ トワー クインフラにつ

いて も、① 全国的均衡 の とれた整備、②地震等 の災害 に対す る脆弱(ぜ い じゃ く)性の克服 、③ 諸外
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国の動 向 を踏 まえた整備 が必要で あ る。特 に光 フ ァイバ 網 につ いては、交通 ネ ッ トワー クの ごと

く、我が国 の社会経 済活動 に不可欠 にな るこ とが予想 され、経済 の持続 的発展 と国民生活 の質の向

上 と地域 間の情報格差 の是正 に大 きく貢献 す る もので あって、早期 に全国整備 を行 う必要がある。

しか しなが ら、ネ ッ トワー クインフラは、敷 設 当時 の需要 に比べ相 当大 きな需要 に耐 え得 る整

備の敷 設 を行 うな ど大 きな投資 負担 を負 う必要が あ り、短 期的 な立 ち上 げ にお いては投資促進の

た めの政策支援 が不可欠で あ る。

そこで、先行整備期 間 にお ける光 ファイバ網 整 備事 業者への新 たな低利 融資制 度の創設等の公

的支援措 置、CATV事 業 の基盤 の整備等 の施策 を総 合的、計 画的 に推 進す る。

(4)情 報化の進展 に対応 した著作権等の施策 の展 開

高度情報 通信社会 の実現 のため には、 ハー ド面 の整 備 に併 せて、国民の多様 なニーズ に応 え、

新 しい魅 力あ るソフ トが積極的 に創作 ・供 給 され る環境 及び ソフ トを適切 かつ 円滑 に利用す るこ

とがで きる環境 の実現 が極 めて重要であ り、高度情報通信社会 にお け る著作権 等 の在 り方 にっい

て、国際的調和 に留意 しつつ早 急 に検 討 を進 め る。

(5)セ キ ュ リテ ィ対策、プ ライバ シー対策

高度情報通信社会 においては、地震等 の災害 によ り情報 システムのダ ウン等 の障害 な どが発生

した場合、 国民生活全般 に重大 な影響 が生 じるほか、個 人 に関す る情報 が本 人の知 らない問に収

集 ・蓄積 され、あ るいは本人の予想 しない目的 に利 用 ・悪 用 され る可能性 が増大す る。このため、

情報 システムのセキュ リテ ィ対策 の実施 や個 ノ)青報 の適正 な保護が極 めて重要 とな るこ とか ら、

各種 セキュ リテ ィに関す るガ イ ドライン等 の見直 し及 び国際的 なハー モナ イゼー ションを図 るな

どの対応 を行 う。

(6)相 互運用性 ・相 互接続性の確保

相互 運用性 ・相互接続1生の確保 は高度情報通信社会の基盤 とな る もので あ る。ITUやISO

等 の国際的 な標準化機 関の動 き と整合 しつつ、 システムやサー ビ スの提供者 のみ な らず、ユーザ

ーの利便性 の向上 の観点 に立 ち
、 オープ ンなインター フェー スの確 保 に重点 をお きつつ、官民が

協 力 して、相互運用性 ・相互接続性 の確保 及 び標準 化 を推 進 してい く。

(7)ソ フ トの供給

ソフ トの充実 のため には、 ソフ ト制作者 の権利 及 び ソフ トの作成 の際 に利 用 され る既存 の著作

物 の権利 を適切 に保護 しつつ、 その利 用が円滑 に行 われ る体 制 を整備、確立 しなが ら、 ソフ トの

再 利用・ 多面的 な利 用 を確保 す る必要 があ る。 また、情報 通信 の普及 を促進 しうる誰 にで も操作

で きる簡便 な ソフ トの制作 及 び、様 々 なニー ズに応 えうる多彩 な ソフ ト制作 に向 け、 ソフ ト産業

の分野で・資金調 達の円滑 や才 能開発 を含 めた人材教 育 な ど制作環境 整 備が必要で あ る。

以上 の認識 に立 ち、資 金力の乏 しいソフ ト系ベ ンチ ャー企 業 に対す る支援等 の施策 を講 ず る。
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(8)基 礎的な技術 開発

民間事業者 の創意工夫 による新サー ビ スの開発や インフラ整備 を一層促進 す るため、政府 は基

礎的研究開発 を推 進す る とともに、高度情報通信社会 にお いて必要 とな る機 器や ソフ トの開発 に

インセンテ ィブ を与 えてい く必要 があ る。 この ため、情報通信 の高度化 のための 各種 アプ リケー

ションの コンセプ トを策定 し、 これ に基づ き各種 アプ リケー シ ョンを支 える基盤 的 な基礎技術 に

っいて、長期 的視 野 に立 った取組等 を進 める。

(9)人 材の育成

全ての人々が基礎 的 な情報処理 ・活用能 力 を身 につ け るこ とがで きる環境 の整備 に努 める とと

もに、高度情報通信社会 の発展 を支 える専門的 な人材の育成や、情報通信技術 に関す る実務者 の

育成等 を進 める。

皿 国際的な貢献

(1)世 界情報インフラに向けた動 き

持続的 な経済成長、雇用の拡大、地球 的環境 問題へ の対応等の課題 を解決 す る上 で、情報 通信

の果 たす役割 が重要で あ る との観点 か ら、各国 にお いて高度1青報通信社会 に向 けた取 り組みが進

め られて きてお り、最近 で は、 こうした取 り組み を世 界的 な規模で実施 しよ うとす る世界情報 イ

ンフラ構想の実現 に向 けた動 きが急速 に進展 しつつあ る。

② 全世界的な取 り組みの必要性

グ ローバル な高度情報通信社会 を実現 す るためには、先進国のみ な らず開発途上 国において も

情報通信 の高度化が進 む こ とが重要で あ り、先進 国政府が適切 な協 力策 を講 じてい く必要があ る。

また、各国共通のグ ローバ ルな ビジ ョンを策 定 し、国内施策 に反映 させ てい くための前提 として、

関係 国際機関 も含 め、円滑 な政策協調 ・情報交換体制の整備 を早急 に行 わなければな らない。

(3)世 界的規模 の共 同プ ロジェク ト

国際的 な整備 目標 を設定 し、様 々なアプ リケー ション開発のパ イロッ トプ ロジェ ク トを世界的

規模 の共 同プ ロジェク トとして実施す るこ とを通 じて、一般 の人 々に対 し、高度 清報通信社会 の

もた らすメ リッ トを示 し、高度情報 通信社会 に関 す る理解 を深 め るこ とは大 きな意味 を持 つ。

(4)情 報の適切 かっ 自由な流通のための環境整備

著作権等 の在 り方 に関す る国際的 なルールの検討 と国際的調和、プ ライバ シーの尊重 ・個 人デ

ータの保護
、 セキュ リテ ィの確 保、ハー ドウェ ア ・ソフ トウェアを通 じて世界的 な相互 運用性 ・

相互接続性 の確保 に関す る制度面での国際調和 のための検 討 ・配慮が必要 とな る。
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第2節 グローバル化 に対応する国際政策 の展 開

1世 界情報基盤 の整備 に関す る国際的連 携の推進

(1)我 が 国の取組の方策 の検討

情報通信基盤 の整備 につ いては、国際的 なネ ッ トワー クの構 築 とい う視 点が不可欠で あ り、世

界的 に も、国際的 な連携 を とって情報通信基盤整 備 を進 めてい くべ きで あ る とい うこ とが、共通

認識 となってい る。

我が国 として も、 この よ うな状況 に的確 に対応 し、 これ まで以上 に国際的 な連携 を深 め、情報

通信分野の先進 国 として、世 界的 な情報通信基盤 の整備 に積極 的 に貢献 してい くこ とが一層重要

となってい る。

この ため、世 界的 な情報通信基盤 の整備 に対 し我が国 として どの よ うに取 り組 んで い くかにっ

いての具体 的 な方策 を検討 し、これ を実現 してい くこ とが必要不可 欠で あ るこ とか ら、郵政省は、

1994年10月 、 「21世紀 を展望 した高度情報 通信基盤 の整 備 に向 けた国 際 的連携 の在 り方 につい

て」、電気通信審議 会へ諮 問 を行 った。同審議 会通信政策部会で は、1995年1月 、ブ ラ ッセル にお

ける 晴 報社会 に関 す る関係閣僚会合」 に向 けて、中間 とりま とめを行 った。 同閣僚会 合の結果

等 も踏 まえ、同審議 会で は、1995年6月 に答 申 を行 うこ ととした。

(2)世 界電気通信閣僚 会合 の開催

1994年9月 、49か 国か ら50名 の電気通信 担 当閣僚 が参 加 し、我 が国の郵政 大 臣の主宰 による

「世 界電気通信閣僚会合(電 気通信 サ ミッ ト)」が京都市 において開催 された
。 同会 合で は、 「21世

紀 の インフォメー シ ョンネ ッ トワー ク構築 に向 けて」 をテーマ に、各 国の考 え方が確 認 された。

我 が国か らは、21世 紀の幕 開 けに向 け、情報基盤 が地球 的規模 の課題 の克服 にお いて人類 の最 も

重要 な財産 となる とし、①高度 な情報 イン フラ整備が我が国の喫緊の課題 となっ てい るこ と、②

国際的 な情報基盤整備 に当たっては国際協調 が重要で あ るこ と、 との考 えが示 された。

また、 同会合 は、新時代 の均 衡 あ る経済 発展 を もた らす原動 力 としての電気通信 の役 割 を確認

す る とともに・情 報通信基盤 の高度化及 びすべ ての人 々に電気通信 への ア クセ スを保証 す るため

の電気通信開発 にお ける格差 是正 につ いて、地球 的規模で の協 力 と連携 の強化 を うたっ た京都宣

言 を採択 し、閉会 した。

同会 合 にお いて・参 加各国が・21世 紀 の インフォメー ションネ ッ トワー ク構築 に関 し、地球的

規模で の協 力 と連携 の強化 につ いて一致 した こ とは、我 が国のみ な らず、参 加各 国 それ ぞれの政

策 を固 めて い く一ヒで大 きな成果 とな り・今後・世界情幸艮基盤(GII)及 びア ジア ・太平 洋i青報

通信基盤(AII)と いった国際的 な情報基盤 整備 の在 り方 につ いて議論 を進 めて い くた めの重
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要な土台 となるものである。

(3)情 報社会に関する関係閣僚会合の開催
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世界電気通信閣僚会合

1994年7月 にイタ リアのナポ リにおいて開催 された、 第20回 主要 先進国首脳会議(ナ ポ リ ・サ

ミッ ト)で、雇用 と成長のた めの政策協調等 を主題 とす る 「経済 宣言」が採 択 された。 この中で、

世界情報 イン フラの整備 を含 む技術革新及 び新技術 の普及 の問題 をフォ ロー ア ップす るため、関

係閣僚会合 を開催 す るこ とが合意 された。

これを受 け、1995年2月 にくミルギーのブ ラッセル において、G7各 国及 び欧州委員会 か ら情報

通信関係 の閣僚 が参 加 して、「情報社会 に関す る関係 閣僚会合」が開催 された。

同会合 は、参 加各 国の閣僚 が世界的 な情報通信基盤 につ いて、 その重要性 を世界 に向かってア

ピールす る とともに、G7各 国が世界 的な情報社会 の実現 を先導 的 に進 めて い くための共通の ビ

ジョンをま とめ、その実現 に向 けて積極 的 に協調 ・協 力 して い くこ とを 目的 とす るもので あった。

主な成果 として、世界的 な情報 インフラ整備 のた めの8原 則 及び情報社会構 築 のた めの6項 目

の政策的課題 につ いて、以下の とお りG7各 国 の コンセ ンサ スを得 た。

〔8原則 〕

① ダ イナ ミックな競争の促進

② 民間投 資 の奨励

③ 適応可能 な規制枠組 みの定義

④ ネ ッ トワークへ のオープ ンアクセ スの提供
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⑤ サー ビスのユ ニバーサル な提供 とア クセ スの確保

⑥ 市民 に対す る機会均 等の促進

⑦ 文化的及 び言語的 多様性 を含 むコンテン トの多様1生の促進

⑧ 開発途 一ヒ国へ特 に配慮 した形で の国際協 力の必要性 の認識

〔6方 策 〕

① 相互接 続性 と相互 運用性 の促進

② ネ ッ トワー ク、サー ビス、 アプ リケー シ ョンの世 界的市場 の開拓

③ プ ライバ シー とデー タ ・セキュ リティの確保

第2-2-2-1表G7パ イロッ ト・プ ロジ ェク ト

プ ロ ジ ェ ク ト名 概要
進行調整
国等

グ ロ ー バ ル ・ イ ン

ベ ン ト リ ー

グローバ ルな情報社会の促進 と発展 に関連す る主要な

国内的、国際的プロジェク ト及 び調査研 究に関する情報
について電子的にアクセス可能 なマルチ メデ ィア ・イ ン
ベ ン トリーを創出 し提供する。

日本
EC

広帯域ネ ッ トワー
クのグローバルな

相互運用性

先端的アプリケー ションを支 える多様 な高速 ネッ ト
ワークやテス トベ ッドの間で国際的な接続網の創設 を促

進 させ る。

日本
カナ ダ

英国
ドイツ

異文化問の訓練と
教育

語学教育の革新的アプローチを学生及び中小企業に提
供する。

フ ラ ン ス

ド イ ツ

電子図書館 既存のディジタルプログラムか ら、ネッ トワー クを通
じて多 くの人々に入手 しうる人類の知識 の集大成 を構築

する。 これには地域の電子図書館 を結ぶ グローバルな電

子図書館 ネッ トワー クの創設へ向けた明確 な見通 しが含
まれる。

日本
フランス

電子博物館 ・美術
館

収集物 のマルチ メディアに よるデジタル化 を加速 し、
また一般 の人々に対 しても、学校 や大学 の学習教材 と し
てアクセスを保証する。

イ タ リ ア

フ ラ ン ス

環境 ・天然資源の
管理

環境に関する情報の分散 したデー タベースについ て電

子的接続及 び高度化 を進める。
米国

グローバ ルな緊急

危機管理
緊急事態への対応状況、危険、知識等 の管理 を確実 に

するための グローバルな情報管理ネ ットワークの発達 を

奨励する。

カナ ダ

グ ロ ー バ ル な ヘ ル

ス ケ ア の ア プ リ

ケ ー シ ョ ン

主要な健康障害 に対処するための遠隔医療の分野での

高度1青報通信技術の可能性 を示す。デー タカー ド、基準

及びその他の可能 となる機能 の使用 につ き共同アプロー
チを進める。

EC

フ ラ ン ス

ド イ ツ

イ タ リ ア

オンライン政府 政府、企業、市民 の問での電子行政 ビジネス実施の手

続 きを確立する上で、行政機関はオンライン情報技術の
使用に関する経験 と最良の具体例 につ き情報 を交換す
る。

英国
カナダ

中 小 企 業 の た め の

グ ロ ー バ ル ・マ ー

ケ ッ ト

中小企業 に適 した、開かれ た無差別に情報 を父換で き
る環境 を発展 させ、電子的情報協力 とグローバルなサー
ビス貿易の相互運用性 につ き、特 にEDIを 通 じ明確に

す る。

日本
EC

米 国

海事情報システム 安全・環境分野での アプ リケーシ ョン、知的生産、 ロジ
ステ ィツ窒 ●不 ツ トワークを含 む、情報通信技術 によ

参ろ罐 権妻鰍 こ関する環境保護と産業競争力を結

EC

カナダ

郵政省、外務省資料によ り作成

(注)EC:欧 州委員会
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④ 知的所有権 の保護

⑤ 研究開発及 び新 たなアプ リケー シ ョンの開発 に関す る協 力

⑥ 情報社会 の社会的影響 のモニ タ リング

これを受 け、今後、我が国 としては、従来 か ら進 めて いる競争促進致 策等 を更 に推進 す る とと

もに、世界的 な情報通信 インフラの構 築 に向 けて、関係 国際機関 において情報 通信 分野の国際協

調 ・協力 を一層強化 して い くこ ととしてい る。 また、具体的行動 として実施 合意 がな された11の

テーマのG7パ イロ ッ ト・プ ロジェク ト(第2-2-2-1表 参照)に つ いて、各項 目の推進 に

関 し積極 的 に取 り組 む こ ととしてお り、特 に、我 が国が進行調整国 を務 める4プ ロジェ ク トにつ

いては、指導的役割 を果 たす こ ととしてい る。

2急 速に進展す る国際環境の変化への対応

(1)lTUの 動 向

アITU全 権委員会議の 日本開催

国際電気通信連合(ITU)の 最高意思決定機 関であ る全権委員会議 が、1994年9月19日 か ら

10月14日 まで京都市で 開催 された。

同会議 が アジア ・太平洋地域で 開催 され るのは、ITU創 立以来 初 めてで あ り、全加盟 国184か

国中151か 国の代表者 のほか、12の 国際機i関 ・地域機関の オブザーバ ー を含 め、合計1,083名 が参

加 した。

全権委員会議 にお いて、我が国が提案 して いた、世界的 な電気通信 の政策及 び規制問題 を検討

すること等 を目的 とす る 「世界電気通信政策 フォー ラム」の設置 が決議 された。同 フォー ラムへ

の参加は、主管庁 を中心 として民間企業等 に対 して もオープ ン とし、具体的 なテーマ、 日程等 は

理事会 において決定 され るこ ととなって い る。

また、主管庁 以外 の民間企業 等のITU活 動へ の参加 の拡 大 につ いては、認 め られた事 業体

(ROA:RecognizedOperatingAgency)及 び学術 団体 ・工業団体(SIO:Scientificor

IndustrialOrganization)等 が全権 委員会議 にオブザ ーバー として参加可能 となったほか、研究

委員会での勧告策定 の際 に、民間企業等 があ る程度意思決定 に参画で きるよ うにな り、各部門 に

おいてその具体的手続 を検 討 してい くこ とで合意 した、

このほか、1995年 か ら1999年 までの間のITUの 戦略政策 ・計 画の決議 及び予算 シー リングの

決定、技術協 力活動 の拡充、国際通信 にお け るコールバ ック ・サー ビス問題 に対す る措置、衛星

通信 に関す る周波数調整手続等 の見 直 し、ITU憲 章 ・条約の改正、ITU役 員 ・理事国等の選

挙等が行 われた。
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イITU各 部門の活動動向

(ア)電 気通信標準化部門

ITU電 気通信標準化 部門(ITU-T)は 、 電気通信 の技術 ・運用 ・料金 等 の標 準化 に関す

る研究及 び勧告 の作成 を行 ってお り、世界 電気通信標準化会議(WTSC:WorldTelecomm廿

nicationStandardizationConference)を4年 ご とに開催 す るこ ととしてい る。次 回のWTSC

は1996年 に開催 が予定 されてい る。

現在 、各研究委員会(SG:StudyGroup)に お いて、広帯域ISDN等 多 くの研究課題 につ

いて検 討が行 われてい る。

(イ)無 線通信 部門

ITU無 線通信 部門(ITU-R)は 、無線通信 の技術 ・運用等 の問題 の研 究 勧告 の作成、

無線通信規則 の改正、周波 数の割 当て ・登録等 を行 ってお り、無線通信総会(RA:Radiocom

municationAssembly)及 び世界無線通信会 議(WRC:WorldRadiocommunicationCoル

ference)を 通常2年 ご とに開催 す るこ ととしてい る。

現在 、1995年 に開催予 定の第2回RA及 びWRCに 向 け、各議題 への対応 及 び各SGの 無線通

信等 に関す る研究課題 につ いて検討等 が行 われて い る。

㈲ 電気通信 開発 部門

ITU電 気通信 開発部 門(ITU-D)は 、 開発途上 国 に対 す る電気 通信 開発 の促進 のための

技術協 力等 を担 当 してお り・世界 電気通信 開発会議(WTDC:WorldTelecommunication
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DevelopmentConference)を 全権 委員会議 から全権委員会議 まで の間 に開催 す ることとしている。

現在、1994年3月 開催 の第1回WTDCに おいて決定 されたITU-Dの 行動 計画 に基づ き、

開発途上国 に対す る専 門家の派遣、研修 セ ミナーの実施等 の協 力プ ロジェ ク ト等 を推進 してい る。

(2)WTOの 動向

関税及び貿易 に関す る一般協 定(GATT)の 第8回 目の 多角的貿易交渉 として、21世 紀 に向

けた新たな世界貿易体 制 を作 り上 げ るために行 われた ウルグ ァイ ・ラウン ド交渉 は、1993年12月

の実質妥結 を受 け、1994年4月 、 モ ロ ッコの マ ラケシュ にお いて、交渉 の成果 を とりま とめた

「世界貿易機 関 を設立 す るマ ラケシュ協 定(WTO協 定)」 等 を添付 した 「最 終文書」の署 名 によ

り正式 に終 了 した。WTO協 定 は、各国の国内手続 を経 て1995年1月 に発効 し、 これ によ り世界

貿易機関(WTO)が 発足 した。

WTO協 定の附属 書 に含 まれてい る協定 の一つであ る 「サー ビスの貿易 に関 す る一般協定(G

ATS:GeneralAgreementonTradeinServices)」 は、 国際的 にサー ビスの貿易 を規律す る

初めての協定で あ り、通信分野 について も、公衆 電気通信への アクセス と利用 に関す るルール を

規定す る電気通信附属 書が作成 されてい る。

また、米国、EU等 の主要 先進 国間で、高度電気通信サー ビスの 自由化 が約束 され、我が国 も、

既に100%の 外資参入 を認 めてい る第二種 電気通信事業 者のVANサ ー ビス等 につ いて 自由化 を

約束 している。

一方
、音声電話サー ビス等 のいわゆ る 「基 本電気通信」の分野 につ いては、現状 で は、各国 と

も国の重要 なインフラ としての規制が あ るが、 この よ うな各国の現状 を踏 まえ、引 き続 き自由化

に向 けた交渉 を継続 し、1996年4月 まで に結論 を出す こ ととなってい る。

放送、映画等の音響 ・映像サー ビスの 自由化 につ いては、EUが 域 内作品の保護等 を目的 とす

る域 内の放送番組 時間規制等 の措 置 を維持 す る必要 か ら強 く反対 し、EU、 カナダ 、 オー ス トラ

リア等は我が国 をは じめ とす る国 々が 自由化約 束 した音響 ・映像作 品の制作 ・配給等 につ いて も

自由化約束 を行わなかった。 また、放送 につ いては その社会 的影響 力が大 きい こ とか ら、我 が国

を含 む大部分 の加盟 国が、現時点で 自由化約 束 を行 っていない。

(3)OECD/lCCP委 員会の動向

経済協力開発機構(OECD)の 情報 ・コンピュー タ ・通信政策(ICCP)委 員会 は、情報

・コンピュータ ・通信 に係 るシステム及びサ ー ビスの分野 において
、技術政策 及び その応用が も

たらす政策 問題及 び経済 的社会 的影響 につ いての検討 を行 ってお り、同委員会 において、我が国

はOECD加 盟国間 との政策 の調和 を推進 して いる。

OECDで は、1994年3月 のG7雇 用サ ミッ トの フォローア ップの一環 として、「技術、生産性

及び雇用」 をテーマ に、以下の5つ の活動 に分 けて研究 ・分析 を進 めてい る。
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① 技 術 ・生産1生と雇用 ② 技術政策 の有効 生

③ 技 術的かつ構 造的 な変化 と労働需要 ④ 情報 インフ ラス トラクチ ャ

⑤ 新 しい成長産業

この うちICCP委 員会 で は情報 インフラス トラクチ ャを担 当 し、検 討 を進 めてい る・

また、OECDは 、1995年2月 に開催 された 精 報社会 に関す る関係 閣僚会 合」で示 された諸

課題 につ いて も、ICCP委 員会 が 中心 的役割 を担 い、他の関連 す る国際機 関 と協調 しなが ら、

フォ ロー ア ップ を進 めるこ とが期待 されれい る。

この よ うにOECDで は、 国際的 な調整 が必要 な問題 を、先取 りす る形で 先進 国間で議論 して

お り、我 が国 として も、 これ らの議 論 を国内政 策 に反映 させ る とともに、 国際政策協調 の推進に

向 けての積極 的 な参画 が今後 とも必要 となってい る。

(4)UPUの 動向

1994年8月 、韓 国の ソウルで開催 された万国郵便連 合(UPU)の 第21回 万 国郵便大会議 にお

いて、民間 のクー リエ(国 際宅配便)の 進 出に よる競争の拡大等 、郵便 事業 を取 り巻 く厳 しい環

境 変化 に対応 し、邸 鯉B便 の新 た なサー ビスを機 動的 に展開す るため、万 国郵便 条約 及 び小包郵

便物 に関 す る約定の簡素化 が行 われ る とともに、UPUの 組織 及 び機 能 の見 直 しが行 われた。

見 直 しの結果、執 行理事会 が管理理事会 に改組 され、大会議 か ら次 の大会議 までの問のUPU

の事業 の継続 を確 保す るこ とを任務 とす るこ ととなった。 また、郵便 研究諮 問理事会 が郵便業務

理事会 に改組 され、郵便業務 に関す る諸問題 を扱 うこ ととなった.

同大会議 にお いて、我が国 は郵便業務理事会 の理事国 に選 出され、 同理事会 の第4委 員会(E

MS等 急送業務 を担 当)の 議 長国 に任命 された。

また、UPU、 郵政庁等 の今後5年 間の活動指標 とな る、 「UPU戦 略計 画」及 び 「ソウル郵便

戦略」 とともに、 国際郵便 の品質管理の強化 のた めの活動計画、 印刷物 の差 出重量制 限の引 き上

げ等 の国際郵便サ ー ビスの改善、到着料 制度 の見 直 し等 が決定 され、 これ らを内容 とす る万国郵

便 条約等 の諸文書 が採択 された。

今 回採択 された諸文書 は、各国 にお け る撫 佳 ・承認手続 を踏 まえ、1996年1月 に発効す る予定

で あ る。

(5)APECの 動 向

アジア ・太平洋経済協 力(APEC)は 、 アジア ・太平洋地域 の成長 と発展の持 続、開かれた

多角的貿易体制 の推進強化、 貿易 ・投資 にお ける障壁 の削減 等 を 目的 とした構 想で あ り、 その言寸

議 の場 であ る閣僚会議 が1989年 以来毎年開催 されて いる。

1994年11月 、イン ドネ シアのジャカル タにおいて第6回 閣僚会議 が開催 され、APECの 将来

の活動 にお いてGIIの 概念 に関す る研究 を奨励 す るこ と等 を盛 り込んだ閣僚声 明が採択 された。

　 224



第2節 グローバル化に対応す る国際政策の展開一

一方、APECの 電気通信 専門家会合 は、国別 ・地域別 の電気通信情報収集 、人材育成、 イン

フラ整備、EDIの 導 入等 につ いて検討 を進 めてい る。1994年8月 の電気通信専門家会合で は、

国際VANサ ー ビス と電気通信機 器の認証 に関す るガ イ ドラインが採択 され、第6回 閣僚 会議 に

おいて了承 された。

(6)二 国間政策協調の推進

ア 日米電気通信 ラウン ド ・テーブルの 開催

情報通信基盤 は経済社会 の発展 の重要 な要 素で あ る との認識 の下、 日米両 国政府が全国情報通

信基盤整備政策 につ いて民 間部門及 び有識者 を交 えて情報交換 を行 う とともに、今後 の協 力の在

り方 につ いて意見 を交換 す るため、「地球 的展望 に立 った協力 のた めの共通課題 一全 国情報 インフ

ラ推進 に関す る日米二 国間協 議」(日 米 電気 通信 ラウン ド ・テーブル)が1994年11月 に米 国の ワ

シン トンにて開催 された。

同 ラウン ド ・テーブルで は、情報通信基盤 構築 の原則、 日米パ イ ロッ ト・プ ロジェク ト間の協

力等、両国の情報通信基盤整備 に関す る幅広 い問題 が取 り上 げ られ、活発 な意見交換 が行 われた。

日米電気通信ラウンド・テーブル

イ 日欧電気通信 フォーラムの開催

日欧間 において も、郵政省及 び欧州委員会 が中心 となって推 進 して きた 日欧 間の相互理解 及 び

協力関係 の促進 を 目的 とす る官民共 同の情報交換 の場 として、1994年6月 、 フランスのパ リにお

いて 「日欧 電気通信 フォー ラム」が開催 された。
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同 フォー ラムで は、新 たな情報通信 イン フラの整 備、 マルチ メデ イアの発展 とこれ に向 けての

対応等 、電気通信 に関す る幅広 い問題 が取 り上 げ られた。なお、次 回 フォー ラムは、1995年9月

に日本で 開催 す る予定で あ る。

ウ ニ 国間郵政定期協議の推進

社会経済 の国際化 の進展 に伴 い、多 くの課題 が相互 に密接 に関連 し合 い、複雑化 してい る状況

に対 し、国際機 関等 において、 多 くの国 々の間で調整 を図 るほか、二国 間で相互 の現状 や政策課

題等 につ いて協議 を行 う場 の重要性 が増大 して い る。

郵 政省 は、10か 国1機 関(第2-2-2-2表 参照)と の間で 原則 毎年1回 定期 協議 を開催 し、

情報 通信及 び郵政事業 の現状 と課題 につ いて、情報及 び意 見の交換 を行 い、国 際的 な相互理解 と

協調 関係 を促進 して い る。

第2-2-2-2表 二国間郵政定期協議の開催状況(1994年 度現在)

相手国等の名称 設置合意 相手側参加者 開催回数

英国 1981.9 貿 易産 業 省(DTI)、 電気 通 信 庁

(OFTEL)、 電 波庁(RA)

11

米国 1982.10 電気通信情報庁(NTIA)、

連邦通信委員会(FCC)
5

カナ ダ 1984.]0 産業省 8

EC(現EU) 1986.5 EC委 員会第13総局 6

韓国 1988.1 逓信部(MOC)(現 情報通信部(MIC)) 6

フ ラ ンス 1990.11 産業 ・郵便電気通信 ・貿易省 4

オー ス トラ リア 1991.4 通信 ・芸術省 4

ドイ ツ 1991.6 郵電省(BMPT) 5

マ レ イシ ァ 1992.6 エ ネル ギ ー ・郵 便 電 気 通信 省
3

メキ シ コ 1993.1 通信運輸省 1

中国 1993.4 郵電部 2

郵政省資料 により作成

1994年 度 にお いて は・情報通信基盤 の整備 や新 しい移動体通信 システムの開発 ・市場動向、A

PEC及 びGATTに お け る対応 ・ 「国境 を越 え るテレビ」等、 電気通信 、放送及 び郵政事業 に関

す る様 々な情報 や意見 の交換が行 われた。

(7)国 際衛星通信 をめ ぐる動 向 とその対応

ア イ ンテルサ ッ トとイ ンマルサ ッ ト

国際電気通信衛星機構(イ ンテルサ ッ ト)は 各国の電気通信事業者等 に対 して宇宙部分 を提供

す るため に・国際海事衛星機構(イ ンマルサ ッ ト)は 海事通信の改善 に必 要な宇宙部分 を提供す

るために発足 した国際機 関で あ り・ ともに各国の電気通信事業者等 の共同 出資 に よ
ってい る。

これ まで国際衛星 通信 は・両機構 によって・安定的 な世界通信 を確 保 す る観 点に立 ち運 営され

て きた・ しか しなが ら・近 年の衛星通信技術 の進歩・サー ビスに対 す る需要 の 多様化等 を背景に
、

両機構 とは別個 の私企業 によ る国際衛昂 通信 システムが相次 いで 出現 して きてお り
、今後 これ
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ら 「別個 システム」 の動 きが活発化す るこ とと予想 されてい る。

この動 きを受 け、インテルサ ッ トは1994年10月 に開催 された第19回 締約国総会 にお いて、別個

システム との経済 的調整 手続 の大幅 な簡素化の推進 及び今後 の組織 の在 り方 に関す る検 討等 を行

っている。

また、インマルサ ッ トは1994年12月 の第10回 臨時総会 にお いて、将 来の組織 の在 り方に関す る

検討等 を行 うほか、 中軌 道(ICO:IntermediateCircularOrbit)に 合計12機 の周回衛星 を打

ち上 げ、小型携帯端末 に よ り、地球 のほぼ全域 をカバ ーす る移動衛星通信サー ビス(イ ンマルサ

ッ トPサ ー ビス)を 提供 す るこ とを計画 中であ り、1999年 に開始す る予定で準 備 を進 めてい る。

イ 別個システムの動向 とその対応

1980年 代 か ら、民 間企業等が 自 ら衛星 を打 ち上 げて多種 多様 な国際通信サー ビスの提供 を行 う

別個 システム構 想が打 ち出 され、 その うちの い くつか は実用化 されてい る。 さ らには、低軌 道周

回衛星 システム(LEO:LowEarthOrbit)を 利用 して国際移動通信サー ビスを行 う構想 もあが

ってお り、 その一部 には構想実現 に向 けて実質的 な作業 が始 まってい る もの もあ る。

アジア ・太平洋地域 にお いて も、既 に多 くの別個 システム計画が発表 されて いる。 しか しなが

ら、有限 な静止軌 道位置 に無秩序 に数多 くの衛星が打 ち上 げ られ るこ ととなる と、衛星相互 に有

害な電波干渉 を引 き起 こしかねない。ITU憲 章 ・条約 の無線通信規則(RR:RadioRegula-

tions)で は、 この衛星 間の混信 問題 を解決 す るための国際的 な調整手続が規定 されてお り、郵政

省はこの調整手続 に従 い、我が国の衛星通信網 を混信か ら守 るとともに、我が国の新 しい衛星軌

道位置確保 のために外 国 との調整 を行っ ている。

3国 際協力の推進

(1)ODAに よる協 力実績

情報通信 は、社会経済 のあ らゆ る分野 にお ける活動の活 性化 ・効率化 を促 し、先進 国 と開 発途

上国 とを問わず、社会経済 の発展 に必要 なインフラで あ る。 しか しなが ら、開発途上 国 において

その整備 を図 るためには、膨大 な資金及 び高度 な技術 を備 えた 人材 の確保 ・養成が必要で あ り、

先進国 による資金 ・技術両 面 にお ける支援 へのニーズが高 まってい る。

最近5か 年 間の通信分野 に対 す る我 が国 の政 府開発援助(ODA)実 績 をみ る と、平均 して全

体の5%前 後 を占めている(第2-2-2-3表 参照)。
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第2-2-2-3表 通信分野における援助実績

(単位:億 円)

年度 無償
資金協力

円借款 技術協力(単 位:人 〉

研修員受入 専門家派遣 協力隊派遣

1989 134.47
(127)

704.69
(72)

567
(7,4)

115

(4.6)

37
(4.2)

1990 103.7ユ

(!10)

1,009.96
(IOl)

509
(6.7)

1ユ8

(4.7)

26
(3.7)

1991 79.37
(77)

437.28

(4.6)

527
(6.5)

72
(2.8)

40
(4.1)

ユ992 72.04

(6.2)

204.44

(2.2)

516

(6.2)

80
(2.9)

21
(2.2)

1993 78.04

(6!)

557.19

(56)

586
(6.6)

76
(2.6)

22

(2.ユ)

平均 93.53

(8.7)

582.71

(5.9)

541
(6.7)

92

(3.5)

29

(3。3)

「我 が 国 の 政 府 開 発援 助 」(外 務 省)に よ り作 成

(li.)()1人Jは 一 般 無 償 全体(債 務救 済 、 ノ ン ・プ ロ ジェ ク ト援 助 、

小 規模 無 償 を除 く)又 は 円 借 款 全体(債 務 総 延 べ を 除 く)に 占 め

る割 合(単 位:%)、 技 術 協 力 は 全体 に 占 め る割 合(単 位:%)。

(2)人 材養成 ニーズへの対応

情報通信分野 にお ける開発途上 国か らの人材養成 に関す るニー ズの最近 の傾 向 として、事業経

営 の ノウハ ウ等 に関す る ものが増 えて い る。 これ に対応 す るため、郵政 省 は、国 際協 力事業団

(JICA)べ 一 スによる集団研修 にお いて も、研修 コー スやカ リキュ ラムの見直 しに努 めてい

る。

また、開発途上 国の ニー ズに、 よ り機動的 かつ柔軟 にこた え られ るよ う、働 海外通信 ・放送コ

ンサル テ ィング協 力(JTEC)に 補助金 を交付 して人材養成の拡充 を図 っ てお り、技 術研修員

の受 入れの ほか、通信 ・放送 分野で将来 の国づ くりを担 う若年層 を対象 とした研修 員 を我が国に

招 へ い してい る。

この ほか、従 来の技術 協力 に加 え、情報通信分野 にお ける開発途上 国 の 自立 的 な研 究開発能力

の向上 を図 るた め、1994年 度 には開発途上国 の電気通信研究者 を我が国 の研究所 に受 け入れ共同

研 究 を実施 した。

(3)ア ジァ ・太平洋地域 における国際協カ

アAPTへ の対応

ア ジア ・太平洋電気通信共同体(APT)は 、 アジア ・太平洋地域 の電気通信 の開発促進及び

地域電 気通信網の整備 ・拡充 を主 た る目的 とした政 府間国際機 関であ り、1995年3月 現在、加盟

28か 国、準 加盟4地 域、賛助加 盟員32事 業体 の計64会 員で構戒 され てい る。

我 が国 は・ アジァ ・太平洋地域 の電気通信網 の高度化 に必要 な人材の育成 に貢献 す るため、郵

政 省ODA予 算 か ら80万 米 ドルの特 別拠 出 を1992年 か ら行 ってお り、 これに よ り研 修 員 の受入

れ、 馴 月家の派遣 、セ ミナーの開催等 を実施 して い る。
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この一環 として、1994年4月 、「APT衛 星 セ ミナー」が東京で 開催 され、映像lq際 放送 と衛ラi乏

通信の在 り方 について詞議 が行 われた.

また、同年8月 には、我 が国 の提 案 によ り、AIIに 関す る臨時会 合が タイのバ ンコクにお い

て開催 された、 同会合で は、各国の情報通信基盤 の整 備計画 に関す る発表が行 われたほか、AI

Iの 概念や必要性 につ いての共通 の理解 が得 られ、今後、APTに お いて、AIIに 関す る議論

を継続す るこ とが合意 された。

イPECCへ の対応

太平洋経済-協力会議(PECC)は 、 太平洋地域 にお け る経済協 力関係の推進 を目的 とした官

界 ・経済界 ・学 界で構成 され る国際的 フォー ラムであ る。

環太平洋地域で の運輸 ・通信 ・観 光分野 の国際協力の推進 を目的 とした 「運輸 ・通信 ・観 光小

委員会」 にお いては、現在、我 が国が中心 とな り、非常災害時 にお ける防災情報伝達 のための通

信 システム構 築 に向 けた 「防災プ ロジェ ク ト」等 を実施 して いる。

ウAPPUへ の対応

UPU憲 章 に基づ く地域 的限定連 合の一つで あ るアジア ・太平洋郵 優弛 合(APPU)に 対 し、

我が国は同連 合下 の一機 関であ るアジア ・太平洋郵便研修 セ ンター(APPTC)へ の、郵 便業

務研修 に関す るコンサル タン トとして職員の派遣等 による支援 を行 っている。

1994年6月 、オー ス トラ リアの クィーン ズラン ド州 にお いて開催 されたAPPU執 行理事会 及

びAPPTC運 営理事会で は、APPU及 びAPPTCの 財政 等 につ いて審議 が 行われ、 また、

EMSの 競争力の強化、地域郵便 マー ケテ ィング ・セ ンターの設立 を含む郵便 の地域 活動 の強化

等 に取 り組む こ とが決議 された。

エAICへ の対応

ISDN国 際共同研 究会(AIC)は 、 自主的かつ独立の非営利任意 団体 として、平等 の立場

においてISDN等 高度電気通信技 術の共 同研 究活動 を行 うこ とを通 じて、 日本、韓 国、中国及

び東南 アジア諸国連 合(ASEAN)諸 国 にお ける電気通信基盤 の健 全 な発展 を推進 す るこ とに

よ り、 それ らの国 々の社会経済 の発展 と国民生活 の向上 に寄 与す るこ とを目的 とす る国際共 同研

究会であ る。1994年10月 現在、8か 国が加盟 し、主管庁、 電気通 信事業者、通信機器 メー カー、

研究機関等計76会 員で構成 されてい る。

1994年10月 、マ レイシアの クチンにおいて開催 されたマ レイシア会合で は、ISDNに 関す る

研究 に加 え、広帯域ISDN及 び情報通信基盤 に関す る研究 を開始 す るこ とが合意 された。AI

Cで は、 アジア地域への高度電気通信技術 の普 及支援 を行 うた め、参加 各国が平等 な立場 で研究

に参画す るこ とで技fボ脇 力及び人材 育成 を行 ってい る。
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(4)旧 ソ連 諸国及 び東 欧諸国への支援

我 が国 は、旧 ソ連 諸国及び東欧 諸国 の通信 ・放送分野 の発展 に貢献 す るため、視察 団の派遣、

研修 員の受入れ、セ ミナーの開催等 に よ り、同地域へ の協 力 ・支援 を行っ てい る。

旧 ソ連 諸国 に対 しては、1994年11月 か ら12月 にか けて、 ロシア、 ウクライナ、モル ドヴ ァ及び

ベ ラルー シの電気通信 関係者幹部 を東京 に招へ い し、「対NIS諸 国技術 的支援 計画電気通信分野

行政 研修 」を実施 した。 また、1994年5月 には、キルギ ス及 びカザ フスタ ンにお いて、「中央 アジ

ア電気通信 ・放送現地 セ ミナー」を開催 した。 この ほか、1995年3月 には、ODAの 対象国であ

る中央 アジア5か 国及び アル メニア に対 し、「中央 アジア電気通信経営管理 コー ス」を東京で実施

した.

一 方
、東欧 諸国 に対 しては、1995年1月 か ら2月 にか けて、前年 に引 き続 き「東欧 電気通信経

営管 理 コー ス」 を東京で実施 した。

コラム9
主な低 ・中軌道衛星システム

現在、サー ビ ス提供 を計 画 して いる低 ・中軌 道衛星 システムの主 な もの としては、イ

ンマルサ ッ トP、 イ リジウム、グ ローバル スター等が あ る。

インマルサ ッ トPは 、高度1万km前 後 の中軌 道に12機 の周 回衛星 を用 いて、地球 の全

域 をカバーす る携 帯電話 ・無線呼 出 しサー ビスを提供 しよ う とす る計 画で あ る。

また、イ リジウム及びグ ローバル スター は、1千km前 後 の低軌 道に それ ぞれ66機 及び

48機 の周回衛星 を用いて同様のサー ビスを提供 しよ うとす る計画で あ る。

これ らの計 画 は、携帯端末 によ り世 界 中 どこで も通信 がで きるこ とか ら、社会経済活

動のグ ローバ ル化 に対応 した新 システム として、利 用者 の利便性 を飛躍 的 に向上 させ る

もの として期待 されて いる。

なお、これ らの計画 は、現在 その実現 に向 けて それぞれ具体 的準備が進 め られ てお り、

インマルサ ッ トPに つ いては、1995年1月24日 、事 業提 供主体 として、インマルサ ッ ト

及び署 名当事者 か らの 出資 に よる 「1-COグ ローバ ル コ ミュニ ケー シ ョン社(仮 称)」

の設立等が行 われた ところであ り、米国の低軌道 周回衛星 通信事 業者で あ るイ リジウム、

グ ローバ ル スター 及びオデ ッセ イの3計 画 につ いて は、1995年1月31日 、米 国FCC

(連邦通信 委員会)が 事業 免許付与 を決定 した ところで あ る。
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主な低 ・中軌道周回衛星計画の概要
一

計 画 インマルサ ッ トP イ リジ ウム
　

サービス提供者

全世界

日本国内

1-COグ ローバルコミュニケーション

日 本 衛 星 電 話 ㈱
一

米国 イリジウム

日本イ リジウム ー　一一

1998年10月1998年 一 一一

780km(低 軌道)・

一

一一グ　 バノレスタニ ー一

グ ローバ ル スター

設 凱 丑定1
■

1

一
運用開始時期 1999年 第4四 半期 一■
衛星軌道高度 10,355km(中 軌 道) 1,400km(低 軌 亘)一
周回衛星の数 12機

(衛星間通信な し)

66機

(衛星間通信あ り)

48機1

(衛星間通信 な し)

使用周波数帯 上 り1980～2010MHz

下 り2170～2200MHz

1610～1626.5MHz ト り1610～1626.5MHz
一ド り2483

.5～2500MHz
一

サー ビス内容 携帯電話、無線呼出 し、

デー タ伝送

携帯電話、無線呼出 し、フ

ァクシ ミリ、データ伝送

携帯電話、無線呼出 し、

デー タ伝送

通話料金

基本料(月額)

平均2ド ル/分

30～40ド ル

3ド ル/分

50ド ル

1～1.6ド ル/分

未定

需要見込み

(加入)

2010年 全体で460万

うち日本は約14万

2002年 全体で数百万

うち日本は15～20万

2010年 全体で

1,350万i一
第3節 マルチメディア時代 に向けた情報通信政策 の推進

121世 紀の知的社 会の構築 に向 けた情報通信基盤の整備

(1)21世 紀の知的社会への改革 に向 けて

情報通信基盤 は、我が国の産業経済活動、国民生活 を支 える重要 な社会資本で あ る。急速 に進

展す る技術革新 を背景 として、新世代 の情報通信基盤 の整 備 は、高齢化社会への対応、一極集 中

の是正、経済構造の変革、環境保 全等我 が国 の諸課題 の解決 の決 め手 にな るもの と考 え られ る。

新世代の情報通信基盤 の整 備 については、膨大 な資 金 と長期 の期 間 を要す る一 方、21世 紀 に向

かって高齢化 が急速 に進展す るこ とが予測 され るため、官民 が適切 に役割 を分担 、連携 し、全国

的 に均衡 の とれた形で、諸外国の積極的 な動 きに協調 し、早 急 に情報通信基盤 の整 備 を進 めてい

くこ とが必要で あ る。

そこで、郵政省で は、5年3月 に電気通信審議 会 に 「21世紀 に向 けた新 たな情報通信基盤 の整

備の在 り方 につ いて」の諮 問を行 い、6年5月 、同審議会 か ら 「21世紀 の知的社会へ の改革 に向

けて一情報通信基盤整 備プ ログ ラムー」 と題 した答 申を受 けた。

本答申は、21世 紀 に向 けて 目指 すべ き知的社会の構 築 とこれを支 える情報通信基盤 の整 備 につ

いて総合的 なビジ ョン と方策 を提示 してお り、 その概 要 は次 の通 りで あ る。
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一 第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

1情 報通信基盤整備の重要性

情報 通信基盤 は高齢化社会へ の対応、経済構 造の変革等 の諸課題 を解決 し、2ユ世紀 に向 けて

目指 すべ き知的社会 を構築 してい くために不可欠 な社会資本。

II総 合 的整備の必要性

情報通信基盤 の整備 にあっては、① ネ ッ トワー クの整備の促 進、② アプ リケー シ ョンの開発

・導 入、③各利用分野 に係 る諸制度 ・慣習 の見 直 しを総 合的 にすす め るこ とが重要 。

IIIア プ リケーシ ョンの開発 ・導入

医療、教育、行政 等の公共的 アプ リケー シ ョンを2000年 まで に実用段階 まで進 め ることを目

標 とし、 このた め、社会 資本整備 の新 たな展開 とい う観点 か ら柔軟 かつ重点的 に予算 を配分す

るこ とが必要。

IVネ ッ トワーク整備の推進

ネ ッ トワー ク整備 につ いては、以下 の とお り提言。

①光 ファイバ網の全国整 備の 目標時期 を2010年 とす るこ と。

②整備 にあっては、民間の活力が最大 限 に発揮 され るこ とが重要で あ る とともに、国 は、民

間企業 によ る整 備の円滑 な進展が可能 とな る環境 を政策 的 に整備 す るべ き。

③ 国 は、加入者系 光 ファイバ網の整備 を加速す るた め、民 間事業 者 を対象 とした新 しい融資

制度の検討等 の措置 を講ず るこ と。

(2)電 気通信審議会答 申を受 けた情報通信基盤の整備 の推進

郵政省 は、電気通信審議 会答 申 「21世紀 の知的社会へ の改革 に向 けて一情報 通信基盤整備プロ

グ ラムー」に基づ き、6年6月 、 「情報通信基盤 の整 備 につ いて」を公表 し、次 の通 り情報通信基

盤 の整備 目標 及 び これ を実現 す るための施策 を明 らか に した。

1整 備 目標

① 公共的 アプ リケー シ ョン

2000年 には実用段 階 にまで進 め るこ ととし、研究開発、試行的導 入 を積極 的 に推進

② ネ ッ トワー クイン フラ(第2-2-3-1図 参照)

2010年 まで に光 ファイバ網 の全国整 備 を実現 す ることとし、その具体的 な整 備 スケ ジュ_ノレを

次 の とお り設定。

2000年 都道府 県庁所在地 内の主要地域及 び テレ トピア指 定都市 の一部

(人ロカバ レ ッジ20%)

2005年 人 口10万 人以一Lの都 市内及び テレ トピア指定都 市の一部

(人 ロカバ レ ッジ60%)
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第3節 マルチ メデ ィア時 代 に向 けた情 報通 信政策 の推 進 一 一■

2010年 全国整備 の終 了

(人 ロカバ レ ッジ100%)

なお、全国の学校、図書館、病 院、公民館、福祉施設等の公共機 関への整 備は2000年 。

第2-2-3-1図 ネッ トワークインフラの整備 目標

人 口100

カバレッジ(%)

60

20

1995 先行整備期間 2000 2005 2010

(年)

1具 体 的な政策

① ネ ッ トワー クの整備

民間事業者の投資 負担 を軽減す る新 た な融資制度 の検 討等 の ネッ トワー ク投資 の促進、電線

類の地 中化の促進等

②公共的アプ リケー シ ョンの開発 ・普及

地域 ・生活情報通信基盤高度化事業の拡 充等 の先導的 アプ リケー シ ョンの導入、基礎的 ・汎

用的な技術 の開発、郵政行政 の情報化5か 年計 画の策 定 ・実施等

③i青報通信基盤整 備のた めの環境 整備

広帯域化、双方向化等 の技術革新 に伴 うマルチ メデ ィア化 の在 り方 に対応 す る制度的 な在 り

方の検討、関係 省庁 との連携 による行政、教育、医療 、福祉、環境等 の公共分野 にお けるアプ

リケー シ ョンの開発 ・導 入

④国際的連携

世界情報基盤 の構 築 に向 けた協 力の促進等

(3)先 行整備 期間におけ る情報通信基盤整備の推進

郵政省 は7年1月 、「経済 フロンテ ィアの拡大 に向 けた情報通信政策 の展開 一情 報通信基盤整

備 と産業構 造転換 一」 を公表 し、7年 を 「情報通信基盤整 備元年」 と位置づ ける とともに、2000
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一 第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

年 まで の先行整備期間 にお ける情報通信基盤整 備 につ いて、① ハー ドとソフ トの一体的整傭 ②

アプ リケー シ ョン ・ソフ トの重視、③ 公的部門の先導的役割、④過疎地、離 島等地方へ の配慮

⑤高齢者 、身体障害者等へ の配慮 を基本方針 とす るこ とを示 した。

また、経済 フ ロンテ ィアの拡大 に向 けた7年 の主要施策 として、マルチ メデ ィア化 に対応 した

八材 の育成等 のDl青 報 ソフ トの制作 ・流通」、PHSの 事業 化及 び海 外展 開等 の 『青報 通信サー

ビ スの マルチ メデ ィア化」、道路 交通i青報通信 シ ステム(VICS)の 実用化 等 の 「ビジネ スフ

ロンテ ィアで の電波利 用」、情報 通信基盤技術等 の 「先端技 術の開 発 ・普 及」 の推進 を提 示 して

い る。

(4)情 報通信基盤整備 に向けた推進体制の整備

2010年 に向 けた情報通信基盤 の全国的整 備 を目指 し、2000年 まで の先行整 備期 間中 において、

情 報通信基盤 の総 合的 な整 備 を加速 す るため、7年 度 において、精 報 通信利用振興 室」、「高度通

信網振興課」 を新 設 し、情報通信基盤高度化 の核 とな るアプ リケー シ ョン とそれ を支 えるネット

ワー クインフラの一体的 な整 備 を積極的 に推進す るこ ととしてい る。

(5)加 入者系光 フ ァイバ網 の整備の推進

郵政省で は、2010年 を情報 通信基盤 の全国的整備 の完 了 目標 とし、2000年 まで を その先行整備

期 間 として いるが、先行整備期 間 は立 ち上 が り時期で、事業者の先行投資 負担 は過大 であ り、特

に各家庭 へ向か う加 入者系光 ファイバ網 は投資額が大 きいため、事業者独 自の投 資 リスクによっ

て は整 備の立 ち遅 れが懸念 され る。

そこで 、加入者 系光 ファイバ網 の円滑 な整備 を促進 す るた め、2000年 まで の先行整備期 間にお

いて第一種 電気通信事業者及 びケーブル テレビ事業者 を対 象 とした、投資 負担軽減 の ための特別

融資制度(加 入者系光 ファイバ網整備特 別融資制度)が7年 度か ら創設 され るこ ととなった。

本制度 は、電気通信基盤充実臨時措 置法 を改正 して、通信 ・放送機構 に基 金 を設置 し、社会資

本整 備特 別措置法 に基づ くNTT-C'融 資 に対 して、 さ らに2%の 範 囲で利 子補給 を行い、金

利2.5%を ド限 とす る超低利融資 を実現す る もので、7年 度 においては、NTT-C'融 資に

お いて新 た に300億 円が確 保 され る ととともに、基金の原資 として23億 円が措 置 された(第2-2

-3-2図 参照) 。さ らに、過疎 地、離島地域 、特 別豪雪地帯、振興 山村 及 び半 島振興 対策実施地

域 にお け る光ファイバ化 を促進 す るため、加入者 系光 ファ イバ網整 備事 業 につ いて は、ふ るさと

財団 によ る無利子融資制度(地 域総合整備資金貸付制度)の 特例措 置(新 規雇 用の確保 要件の緩

和)が 設 け られ るこ ととなった。

また、7年 度税制改 正において、特 定電気通信 設備 の特別償却制度 につ いて、電気通信事業者

が整 備す る加入者 系光 ファイバ ケーブル及 び光伝送装置が適用対象 に追加(新 世 代通信網促進税

制 の対象拡 充)さ れ、 また、 ケーブル テ レビ事業者が整備 す る加 入者系光 ファイバ ケーブル及び
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光伝送装置 につ いて も適 用対 象 とす る(高 度 ケー ブル テ レビ施設整 備促進税 制)こ ととされた。

さ らに、 ケーブル テレビ事業者 が整備す る光 ファイバ ケーブル につ いては、固定資産税の特例措

置の対象 ともされ るこ ととなって いる。

第2-2-3-2図 加入者系光ファイバ網整備促進のための融資制度の概要

【 特 別 融 資 制 度 】 【無 利 ∫・融 資 制 度 】

r不「」!'/「」1給後 グ)fll

地 方 公 共 団 体

購 鱈 。地鮒 騰]

地 域 耽 合 劉li「8'1'

貸/jll川 度

1ぷ る さ ヒII融資

f旧 ・1

NTT-C'ヒ の

貸Lか111能

無利J㌃

ヒの 併 →1

整備事業者(第 一種電気通信事業者 ・CATV事 業者)

【 】 は711度 の 数字

(6)公 共的アプ リケーシ ョンの開発 ・普及

郵政省では、電気通信 審議 会答 申 「21世紀 の知的社会 への改革 に向 けて一一情報通信基盤整 備プ

ログラムー 」(6年5月)に 基づ き、次 の通 り公共的 アプ リケー シ ョンの開発・普 及 を推進 してい る。

ア 地域 ・生活情報通信基盤 高度化事業

21世 紀の高度情報通信社会 の実現 に向 けた高度 な情報通信基盤 の整備 にあた っては、光 ファ イ

バ網の整備 とともに、 その優 れた機 能 を活 か した具体的 な利用方法 の開発 ・普 及が必要で あ る。

特 に、立 ち上 が り時期 においては、公共分野 にお ける高度 なネ ッ トワー クイン フラの利 用を積極

的に促進 し、① 高度 な情報通信 ネ ッ トワー クの全国的 に公平 な利用の確 保、②企 業等 の民間分野

における需要 の喚起等 を図 ってい くこ とが必要で あ る。

この ような観点 か ら、6年 度か ら新 たな公共投 資 によ る情報通信基盤 の整備の施策 として 「地

域 ・生活 情報通信基盤高度化事業」 が積極的 に推進 されてい る。

本事業 は、地方公共団体等 が高度 なネ ッ トワー クインフラを利用 して公的サ ー ビスを提供 す る

ための先導的 な施設整備 を支援 す るもので、 自治体 ネ ッ トワー ク、情報 還流促進 セ ンター、 テ レ

ワー クセ ンター、新世 代地域 ケーブル テレビの情報通信基盤 施設の整 備 を行って いる(第2-2

-3-3表
、第2-2-3-4図 参照)。
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第2-2-3-3表 地域 ・生活情報通信基盤高度化事業にっいて

項 目 対象地域 施設概要 事業主体 補助率 6年度
自治体 ネッ トワーク 地方の発展の拠点と

なるべき地域
地域情報センターを整備
①映像ライブラリー装置
②送受信装置
③センター

都道府県
市町村

1/3 浜松市
(静岡県)

情報還流促進セ ンター 情報が著しく集中し
している地域

情報還流促進センターを整
備
①蓄積型中継伝送装置
②構内伝送路
③センター施設

公益法人 1/3 東京都

テ レ ワ ー ク セ ン タ ー 情報通信の活用によ
る新たな雇用機会の

創出効果あるいは環
境保全効果の期待で
きる地域

テ レワークセ ンターを整備

① センター施設

②構内伝送路

市町村 1/3 山辺町

朝日町
白鷹町
(山形県)

新時代 地域 ケーブル
テ レビ

田園型 過疎地域、辺地、離
島、半島振興対策実
施地成 振興山村ま
たは豪雪地帯

自主放送を行うケーブルテ
レビを整備

①受信施設
②センター施設
③伝送路施設

市町村 1/3 飯南町
(三重県)
笠置町
(京都府)
弓削町
(愛媛県)

既設 のケーブルテ レビの伝

送路の増設
第三セ クター 1/4 7年 度から

実施
都市型 過疎地域、辺地、離

島、半島振興対策実
施地域、振興山村及
び豪雪地帯を除く地
域

高度 なアプ リケーシ ョンの

提供 を行 う高度 なケー ブル
テレビを整備

第三セ クター

第2-2-3-4図 地域 ・生活情報通信基盤高度化事業の概念図

諸外国 の高度 通信イ ノトワー ク

イノ ターネ ノ ト等

唱 レ ～ 豪磨情報通信

新世代地域 ケーフル テ レビ

自 治体 ネ ン トワ ー ク
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イ 新世代通信網パ イ ロッ トモデル事業

「新世代通信網パ イ ロッ トモデ ル事業」 は、一般 家庭等 を光 ファ イバで結ぶ ファイバ ・ッー ・

ザ ・ホー ム(FTTH)の モデル インフラを通信 と放送 の融 合網 として整備 し、通信 ・放送融合

サービスを実験的 に提供 す るこ とによ り、利用 面、制度面、 コス ト面、技術 面等の課題 につ いて

明 らかにす るこ とを 目的 とす る。

本事業 は、(賄新世代通信網利 用高度化協会 によ り、通信 ・放送事業者 、家庭 電気製品製造業者、

総合商社等の参加 を得 て、6年7月 か ら関西文化学術研究都市 にお いて実施 されてい る。

実験センター と約250の モニ タ宅 は光 ファイバで結 ばれてお り、各家庭で は高品質 ケーブル テレ

ビサービス、 ビデ オ ・オン ・デマ ン ド、 テ レビ電話等 の基本サ ー ビスの ほか、実験 に参加 してい

る民間企業 によるゲー ムの配信等 のサ ー ビスを利用す るこ とがで きる。 また、FM多 重波 を利 用

したペー ジングサ ー ビスの実験 も実施 された ところで あ る(第2-2-3-5図 参照)。

第2-2-3-5図 新世代通信網パイロッ トモデル事業実験システム構成

ひ

尊r疑輩
静止画系 ハイビジョンTV

通 信/放 送 の統 合VOD端 末

光 フ ァ イ ハ ケ ー フ ル

音 声 ・画像 ・映像 ・テータ ・

ファク シミリ等 の伝送

CATVセ ノ タ

郵政省で は、20億 円の補助 金 を同協会 に交付す る とともに、事業 のFll滑な推 進 を図 るた め、省

内に 「新世代通信網パ イ ロッ トモデル事業推進本部」 を設置す るな ど積極 的 に取 り組 んで い る と

ころで あ る。 また、7年 度 か らは、 同実験 に参画 し、デ ジタル ・ビデ オ ・サーバ を利用 して、郵
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便 及び為替貯 金サ ー ビスの業務 案内や郵便商 品のホー ムシ ョッピング、為替貯 金の照会 ・送金サ

ー ビスの実験 を行 うこ ととしてい る
。

ウ 広帯域lSDN実 用化実験

「広帯域ISDN実 用化実験」 は
、我 が国初の広 帯域ISDNの 利 用研 究 ・実験で あ り、高度

情 報通信社会 に必須 な新 しいアプ リケー ションの開発 ・実験 を行 い、広帯域ISDNの 社会的実

用性 の実証 ・普 及啓 発 を図 るこ とを 口的 とす る。

本 プ ロジェ ク トは、㈲ 新世代通信網利 用高度化協 会の作成 した広帯域ISDNの 実用実験マス

ター プ ラン に基 づ き、新世 代通信網 実用実験協議 会 によ り、6年7月 か ら関 西学 術文化研究都市

にお いて実施 され てい るもので 、現在2年 間の予定で 第一期 の普 及啓発段階 の実験 プ ロジェクト

が行 われ てい る。

実験 の中心 となってい る 「けいはん なプ ラザ 」 と京都 ・大阪 ・奈良 の実験参 加企業 の各施設が

広帯域ISDN網 等で結ば れてお り、「電子 カタ ログ を用 いたマルチ メデ ィア通信販売 」、「マノレチ

メデ ィア ・デー タベー ス遠隔検索応 用(電 子魚図鑑)」、 「マル チ メデ ィア ・エ ンタ テイメン ト・サ

ー ビ ス(統 合 デ ジ タル カ ラオ ケ)
」等17テ ー マ の 実験 が 実 施 され て い る(第2-2-3-6図 参

照)。

第2-2-3-6図 広帯域lSDN実 用化実験施設の基本構成

● マルチメティア 端 末

● パ ソコン

● コンピュータ

●ワークステーンヨン

ハフ

●HDTV

高速LAN

広帯域

関西文化学術研究都市

或伝送路

● コンピュータ

● ワークステーション

フTイハ

●HDTV

↓ ・・域伝送路

■HDTV

● ワークステー ンヨン ー

伊 イハ 高速[AN -[● ホ・ト・とヒ・一タ
● ワークスァーション
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(7)マ ルチメデ ィア環境の整備

ア 通信 ・放送融合への対応

近年の技術革新 の結 果、通信 に も放送 に も不川 河 能 なネ ッ トワー クの実用化 と通信 と放送 の融

合による新 たなサー ビ スの開発が想定 されてお り、この ため、通信 と放送 の融 合動向 に対応 して、

ニュービジネ スの振興 、 メデ ィア産業 の再編 成及び消 費者保護への対応、関連 す る法 制度 の在 り

方等 につ いて総合的 な検討 が必要 となってい る。

そこで、郵政省で は、広帯域 ・双方向 ネ ッ トワー クの進展 に伴 う通信 ・放送 の融合動 向 に対応

す るため、6年7月 か ら 「21世紀 に向 けた通信 ・放送の融合 に関 す る懇談会」を開催 し、2年 間

程度の予定で、① 広帯域網 の構築 と情報通信サー ビ スの多様化、②1青報 通信 サー ビスのマノレチ メ

ディア化、③通信 と放送 の融合 に伴 う制度II勺課題 と対応 につ いて検討 を行 ってい る ところで あ る。

イ マルチメデ ィアに対応 した人材育成施策 の検討

郵政省で は、今後の高度情報通信社会 を担 う人材 の育成 の重要性 に鑑 み、 これ まで電気通信基

盤充実臨時措置法 に基 づ く人材研修事業等 を推進 して いるが、 マルチ メデ ィア時代 に向 けて、専

門的な知識及び技能 を有す る人材 の育成が急務 となって いる。

そこで、郵政省で は、7年1月 か ら 「マルチ メデ ィアに対応 した人材 育成 の在 り方 に関す る調

査研究会」 を開催 し、 人材 育成 のための標 準 カ リキュ ラムの策定等の具 体的 な指針 を取 わま とめ

るこ ととしている。

ウ マルチメデ ィア時代の ユニバ ーサルサー ビス ・料金の検討

マルチメデ ィア時代 にお いては、電子新 聞、遠隔 医療、遠隔教育等高度 な情報通信サー ビ スの

実現が期待 されてい るが、 この よ うな情報 通信サー ビスにつ いては、国民全体 が その利益 を享受

で きるこ とが重要で あ る。

そこで、郵政省で は、マルチメデ ィア時代 にお いて、 全ての人々が高度 な情報通信サー ビ スに

容易にアクセ ス可能 な利 用者本位 の料金の実現 を図 るため、6年10月 か ら 「マルチ メデ ィア時代

のユニバ ーサルサー ビス ・料金 に関す る研究会 」 を開催 し、 マルチ メデ ィア時 代 にお ける料金の

在 り方及びマルチ メデ ィア時代 のユ ニバーサルサー ビ スの在 り方 につ いて幅広 い観点 か ら総合的

な検討 を行ってお り、8年5月 に最終報 告 を とりま とめ る予定で あ る。

エ マルチ メデ ィア時代 に向けた情 報通信産 業における研究開発の在 り方の検討

通信 ・放送の融合化 、世 界的 な情報 通信基盤整 備の進 展等 によ り、 内外の情報 通信産業 にお け

る研究開発を取 り巻 く環境 は大 き く変動 しつつあ り、 これ に対応 して、新た な研 究開発体制 を早

期 に整備す るこ とが必要で あ る。

そこで、郵政省で は、6年11月 か ら 「マルチ メデ ィア時 代の情報通信産業 にお ける研究開発の

在 り方 に関す る調査研究会」 を開催 し、2!世 紀 の知的社会 と高度 な産業構造 の構 築 に1右Jけて、我
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が国情 報通信産業の発展 と利用者への高度かつ 多様 なサ ー ビスの実現 、 さ らには国際的 な貢献を

可能 とす るため、事 業者、 メー カー等 にお け る研 究開発競争及 び この両者 に国 を含 めた関係機関

の連携 に よる研究開発の在 り方 を検討 してお り、7年4月 に報告 を取 りま とめ る予定で あ る。

オ21世 紀 に向けた新 しい情報通信 産業の将 来像 の検討

ボーダ レス社会 やマルチ メデ ィア時代 において我が国経済 力の維持 ・向上 及 び消費者 の利益を

図 る観点 か ら、情報通信市場 の一層の活性 化 を促 進す るため には、 国際的 な動 向 も踏 まえっっ、

21世 紀 に向 けた我が国の情報 通信産業 の将 来像 を検討 す る必要 が あ る。

そこで、郵政 省で は、6年12月 か ら 「21世紀 に向 けた新 しい情報通信 産業 の将来像研究会」を

開催 し、世 界の情報 通信戦略 の調査 や我 が国 の競争実態 の検証 を行 う とともに、21世 紀 に向けた

新 しい情 報通信産業 の将 来像 を検討 してお り、7年9月 に報告 を取 りま とめ る予 定であ る。

力 信頼 で きるネ ッ トワーク利用環境の検討

21世 紀 に向 けて情報通信基盤 の整 備が実用段 階 に移 りつつあ り、高度情報 通信社会 においては、

マルチ メデ ィア環境、 ネ ッ トワー クのグ ローバ ル化 が実現 し、 日常生活 は よ り豊 かで 活力のある

もの にな る と考 え られ るが、そのためには情報 の 自由な流 通 ・共有化の実現 と ともに、「人 にやさ

し く、安心で きる」ネ ッ トワー クづ くりが求 め られ、両者 の調和 あ る発展が必要で あ る。

そこで、郵政省で は、7年1月 か ら、ネ ッ トワー クの安全 ・信頼性確保 と個 人デ ータ ・プライ

バ シー保護 の観 点か ら 「電子情報 とネ ッ トワー ク利用 に関す る調査 研究会
」 を開催 し、ネ ッ トワ

ー クを介 した電子取 引 にお ける安 全 ・信頼1生を確 保す るための制度的保 障 の在 り方
、ネ ッ トワー

クーLを流通 す る個 人データの取扱及 びプ ライバ シー保護 につ いて検 討 を行 ってお り、7年6月 に

報告 を取 りま とめ る予定で あ る。

キ 知的活動のネ ッ トワーキ ングの在 り方の検討

大量消費 によ る物 質的 な豊か さの実現 とい う工業化 の手法 につ いて、 その限界が指摘 されてい

る現在 ・ これを克服 す るた めには人間の知的活動が最大限 に活用 され るよ うな知的社会 の構築が

必要で あ る。

そのた め・郵政省で は・次代 の知的社会 にお け る知的活動の最終 的 な担 い手 としての個 人に注

目 し・ その個 人が能動的 に情報 を収集 ・分析 ・発信す るこ とで新 しい知見 を獲得 ・伝達 していく

活動が・どの よ うな形でサ ポー トされ るべ きかをネ ッ トワー ク化 の見地 か ら調査 ・分析 す るため、

7年1月 か ら 「知的活動の ネ ッ トワー キング に関す る研 究会」 を開催 してい る
。

本研究会で は・ インターネ ッ トやパ ソコン通信等知 的活動 を円滑化 ・容易化 させ るネ ッ トワー

クの形態の現状 ・動 向 につ いての調査 とともに・米 国等 にお けるネ ッ トワー ク化 の現状.動 向の

把揮 と我 が国 との比較 ・我 が国 の現状 の評価 ・分析等 を行 ってお り、7年6月 に報告 を取 りまと

め るf定 で あ る。
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2情 報通信基盤整備 に向けた技術開発の推進

(1)通 信 ・放送融合 時代 におけるネ ッ トワークに関す る技術 的諸課題の検討

これ までの情報通信 ネ ッ トワー クは、電話、 ファクシ ミリ、デー タ通信等 の通信網 と放送番組

を伝送す るケーブル テレビ網 とが個別 に構 築 され発展 して きて いる ところであ るが、既存 のネ ッ

トワークは情報 として映像 を も取 り扱 うビデ オ ・オン ・デマ ン ド等 の新 しいサー ビスの提供 を必

ず しも想定 して いたわけで はない。

一方、情報 通信技術 は飛躍的 に進歩 を続 けてお り、光 ファイバ通信技術、既存伝送媒体 の広帯

域化 ・双方向化技術、デ ジタル化技術等、通信 ・放送融合 のネ ッ トワー クを構 築す るた めの個 々

の技術が確立 されつつあ る。

したがって、今後 この よ うな通信 ・放送融合時代 にお いてネ ッ トワークアクセスが確保 され、

円滑かつ効率的 なネ ッ トワーク構 築 とサー ビスの提供が図 られ るた めには、国民 の多様 なニー ズ、

通信網 と放送網の それ ぞれの発展動向、情報通信端末等のマルチベ ンダ化等の状 況 を踏 まえて、

将来の通信網 と放送網 の融合化 の在 り方 を含 むネ ッ トワー ク全体 の展望 とこれに求 め られ る基本

的な技術的条件 を明確 に してい くこ とが必要で あ る。

そこで、郵政省で は、6年6月 に電気通信技術審議 会 に対 して、通信 ・放送融合時代 にお け る

ネ ッ トワー クに関す る技術 的諸 問題 につ いて諮 問 を行 い、同審議 会にお いては、7年9月 予 定の

答 申に向けて審議 を行って いる。

(2)大 容量情報通信 技術 の研究開発

大容量回線で は、動画 ・データ ・音声等の各種情報が統合的 に伝 送 され るよ うにな るため、各

種の情報 を統合的 に扱 う地上網 の整備が必要であ るが、一方、衛星 通信 にお いて も衛星通信技術

辮 ・融 一一
3ド 陸, 嚇

一一織

燕 」 瞬
瀧響

凌〆

,鱗 惣 …

通信総合研究所精華通信実験施設(京 都府精華町)
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の進 歩 によ り、 さ らに大容量 化が進 みつつ あ り、今後地 ヒ系 デ ジタル通信網 と接続 され る機会が

増 加す るため、地L網 と衛星 デ ジタル回線 とを効率 よ く接 続す る技術 が必要で あ る。

そこで 、郵政省通信総合研究所で は、5年 度 第二次 及び第三次 補正 予算 に よ り、関西 文化学術

研究 都市内 に 「精華通信実験施設」 を整 備 し、マルチ メデ ィア時代 に対応 す る大 容量情報通信技

術 の研究 開発 を行 ってい る。

(3)超 高速通信ネ ッ トワーク実験 の推進

マルチ メデ ィア時代 に向 けて、米国で は、超高速 ネ ッ トワー クの実験計 画 に着手 してお り、E

Uに おいて も同様の計 画が予 定 されて いる。

我が国 において も、将来期待 されてい る超 高速通 信 ネ ッ トワー クの実現 に向 けて、5年 度第三

次補正予算 によ り、郵政省通信総合研究所 と他の研究所の問 を超 高速 回線で接続 す る実験施設が

構 築 され、6年 度か ら超高速通信 にお けるネ ッ トワー ク運用 ・利用技 術 の研究 開発等 を行ってい

る。

(4)情 報通信基盤技術の研究開発

21世 紀 のマル チ メデ ィア時代 に向 け、情報通信基盤整 備 を促進 す るため には、 その実現の鍵 と

な る基礎 的 ・汎用的技術 の開発が重要で あ る。

そこで 、郵政省で は通信総合研究所 に情報通信基盤 技術 の研究開 発施設 を整 備 し、7年 度か ら、

2000年 を目途 に超 高速 ネ ッ トワー ク技 術、ユ ニバーサル通信端 末技 術、高度情報 資源伝 送蓄積技

術等 の研究開発 を推進 す るこ ととしてい る。

(5)マ ルチ メデ ィア社会 におけ る情報通信 に関す るセキ ュ リテ ィ技術 の検討

高度情報 通信社会 に向 けて、通信のパー ソナル化、マルチ メデ ィア化の進展等 に伴 い、個人の

プ ライバシー、各種1青報 の公正 な利 用の確保 が極 めて重要 にな りつつ あ る。この よ うな状 況の中、

情報通信 ネ ッ トワー クを介 した個 人の情報 や商業機 密の漏 えい、様 々なデー タの改 ざん等 を未然

に防 ぎ、誰 もが安心 して情報通信 を利 用で きるよ うにす るため には、 電子取 引 に必要 な認証技術

等 の経済的 かつ汎用的で高度 な情報通信 に関す るセキュ リティ機能 を有 す る情 報通信 基盤 を構築

す る必要が あ る。

そこで・郵政 省で は・ この よ うな情報通信基盤 を構築 す るため に不可 欠 な、情報 通信 に関する

セキュ リテ ィ技 術 を検討 す るた め、「マルチ メデ ィア社会 にお けるセキュ リテ ィ技 術 に関 す る調査

研究会」を7年2月 か ら開催 し・ 国内外 の認証 ・暗号 の技術開発及 び標準化 の動 向調 査、暗号強

度(安 全1生)の 評価等 を行 い・将来の情報 通信 に関す るセキュ リテ ィ方式 とそれ を実現す るため

に必要 な開発研究 課題及 び推 進方策 につ いて検 討 を行 ってい る。 なお、同調 査研究会で は、7年

10月 に報告書 を取 りま とめ る予定で あ る。
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(6)情 報通信セ キュ リテ ィ技術 の研 究開発

情報化 は医学 ・教育 ・学術 ・行政 等種 々の分野 にお ける課題 を解決 しうる もので あ るが、 コン

ピュータ ・ネ ッ トワー ク等への不 正侵入やデー タの漏 えい ・改 ざんの危険1生は その利便 陸を妨 げ

るものであ り、 コンピュータが加速度的 な勢 いでネ ッ トワー ク化 されつつあ る現在 、情 報通信 セ

キュ リテ ィの必要性 が高 まって きてい る。

そこで、通信 ・放送機構で は郵政省か らの出資 を受 け、暗号化技 術、認証技術、 ア クセ ス制御

技術、ユーザ インター フェ イス技術等の情報通信 セキュ リテ ィ技術 の研究開 発を7年 度 か ら実施

す ることとしてい る。

(7)超 高速ネ ッ トワークに関する技術開発の推進

マルチメデ ィア時代 に対応す るため には、ギガ ビ ッ トクラスの超 高速 ネ ッ トワー ク(ギ ガ ビ ッ

トネ ッ トワー ク)の 実現が不可欠で あ る。

そこで、6年11月 、超高速 ネ ッ トワー クの発展 を促進 す るた め、郵政 省、通信事 業者 、 メー カ

ー、 コンピュータネ ッ トワー クの利 用者等 の参加 によ り 「ギガ ビ ッ トネ ッ トワー ク協議 会」が設

立 された。

本協議 会においては、次 の ような活動 を行 ってい る。

① 超高速ネ ッ トワー クに関す る技術 の現状把握 、技術 課題 の調査 ・研究及び今後 の技術開発

・実験方策 の検討

② 実験参加機 関の各研 究所 を100Mb/sを 超 え るユーザ網 インター フェ イス速度で接続 し

て行 う超 高速 ネ ッ トワー ク共 同実験

③ 超高速 ネ ッ トワー クに関す る技術 開発、利用の推進等 に関 す る情報交流活動

④ 超高速ネ ッ トワー クに関 し、研究 開発、利用促進 に資す る諸活動 を行 う他の関係機 関 との

交流等

3地 域情報化施策の推進

(1)テ レ トピア構想の推進

テレ トピア構想 は、 ケー ブル テレビ、 ビデ オテ ックス、デー タ通信等 のニュー メデ ィアを活 用

して地域の情報化 を促進 し、地域社会 の活1生化 を図 るこ とを目的 として昭和58年 に提 唱 された構

想であ り、7年3月 末現在、135地 域 がモデル地域 に指 定 されてい る。

支援措 置 としては、 日本開発銀 行等 か らの無利子融資、低 利融資及び税制 の特例措 置(指 定地

域 において債務保証、利子補給等 を行 う公益法 人(テ レ トピア基 金)に 対 して、民間企業が 出 え

ん した場合 の損金算 入)等 が講 じられて いる。

6年 度 においては、釜石市(岩 手 県)、 真 岡市(栃 木 県)、 八千 代市(千 葉県)、 墨田区(東 京都)、
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茅ヶ崎 市(神 奈川県)、 新湊 市(富lll県)、 岐 阜市(岐 阜 県)、 東播臨海広域 圏(兵 庫県)の8地 域

が新 た にテレ トピア地域 として指 定された(算2-2-3-7表 参照)。

第2-2-3-7表 テレ トピア追加指定地域の計画概要

地 域 名1テ.マ(理 念)1タ イ プ1礫 予定 シス テ・1主 な メ デ ・ア

釜石市

(岩手県)

　

全て の市 民 が安心 し

て暮 ら し、定 住 す る

魅力 あ る都市 づ くり

コミよ ニテ ィタ ウン型

福 祉 ・医療 型

都 市 問題 解消 型

コミュニティ情報システム

学習支援情報システム

保健福祉情報システム

防災情報システム

CATV、 デー タ通 信 、

パ ソ コン通信 、

多 機 能電 話 、

公 衆 回線 、

電 光掲 示 板

真岡市

(栃木県)

や す ら ぎ うるお い

・ゆ と りを生 む新 し

い風土 をめ ざ して

コ ミ凶ニテ ィ タウ ン型

観光 ・レクリエーション型

福祉 ・医療 型

都市 問 題解 消型

い きい きふ れ あ い タウ ン情

報 シス テ ム

緊急 通 報 シス テ ム

防 災情 報 シス テ ム

デー タ通 信 、電 話

オ フ トー ク通話

CATV、 パ ソ コ ン通 信

FAX、 移 動 無線

防災 行政 無 線

八千代市

(千葉県)

市民生活の質的向上

と豊かな地域社会の

形成

コ ミュニ テ ィタ ウン型

都 市 問題 解消 型

福 祉 ・医療 型

市民ふれあい情報システム

住民票等自動発行システム

図書館情報システム

消防 ・防災情報システム

緊急通報システム

音 声 応 答 、FAX

情 報 提供 端 末 、

パ ソ コ ン通 信 、CATV

デー タ通 信 、 無線

自動 車電 話 、

地域 防 災無 線

墨 田区

(東京都)

ふ れあ い と活力 とゆ

と りの あ る墨 田づ く

り

観光 ・レクリエーション型

コ ミュニテ ィ タウ ン型

都市 問題 解 消型

伝統 地域 産 業型

行 政 サ ー ビス支 援 シ ステ ム

生 涯学 習 支援 シ ステ ム

防災情 報 シス テ ム

北斎 館 ミュージ アムシステム

映像 情報 提 供 シ ステ ム

デ ー タ通信 、 開放 端 末

(自動 交付 機 、ハ0ソコン

端末 、タッチスクリーン式)

パ ソコ ン通信 、CATV

テ レ ビ電 話 、電話

防 災行 政 無線

無線FAX

高所 カ メ ラ

茅 ケ崎 市

(神奈川 県)

自然と人がふれあう

心豊かな快適都古

コ ミュニ テ ィ タウ ン型

観 光 ・け リrション型

都市 問題 解 消 型

文化 ・生涯 学習 シス テ ム

文化 映 像ハイビ ジ ョンシステム

学校 教 育支 援 ネットワークシステム

行政 情 報 システ ム

ちが さ き タウ ン情 報 ネットワークシステム

防 災安 全情 報 シス テム

デ ー タ通 信

パ ソ コ ン通 信

FAX、CATV

コミュニティFM放 送

ハ イ ビ ジ ョ ン

ICカ ー ド

デ ジ タ ル 無 線

新湊市

(富山県)

交流が芽生える海洋

文化都市

コ ミュニ テ ィタ ウン型

福 祉 ・医 療型

都 市 問題 解消 型

コミ'ニ ティ情報システム

図書館情報システム

福祉情報システム

健康情報システム

医療情報システム

消防緊急通信指令システム

防災情報システム

CATV、 パ ソコ ン通信

デ ー タ通信 、L姻

緊急 時 自動通 報 電 話機

(へ.ンダ ント型 押 ボ タン)

外 出 セ ンサ ー

ICカ ー ド、 無線 通 信

岐阜市

(岐阜県)

人が集い、情報が交

流する知的な情報都

市岐阜の実現

コ ミュニ テ ィ タウ ン型

福祉 ・医療 型

都市 問題 解 消 型

観光 ル クリェーション型

コ ミュニ テ ィ システ ム

緊急 医療 情 報 システ ム

駐車 場 案 内 シス テ ム

観 光 ・コンペ ンションシステム

CATV、 ピ テ冴 テックス

デ ー タ通 信 、 電 話

東播臨海広

域圏

(兵庫県)

明 日の豊 か さを は ぐ

くむ出 会 い と交流 の

舞台 づ く り

コ ミ ュ ニ テ ィ タ ウ ン 型

観 光 ル クリェーション型

まちづ く り映 像 情報 シス テム

広 域行 政総 合 情 報 シス テ ム

観 光 レクリエーション情 報 シス テ ム

CATV、 ビデ オ テ ックス

電 話 、ISDN網

パ ソコ ン通信

衛 星通 信
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(2)民 活法施設整備事業の推進

昭和61年 に施行 された 「民 間事業者 の能力の活 用 によ る特 定施設 の整備 の促 進 に関す る臨時措

置法(民 活法)」 は、民 間事業者 の能 力 を活用 して経済社会 の基盤 の充実 に資す る特 定施設の整備

を図 るこ とによ り、内需の着実 な拡大 と地域社会 の活性化等 に寄与 す るこ とを 目的 としてい る。

支援措置 としては、 日本開発銀行等 か らの無利 子融資、低利融資及 び税制の特例措 置(特 別償

却、不動産取得税等 の減 免)等 が講 じられてい る。

郵政省が所管す る特 定施 設 として は、 テレ コム ・リサ ー チパ ー ク(電 気通信 研究 開発促 進施

設)、 テレコムプ ラザ(電 気通信高度化基盤施 設(映 像 ソフ ト交流促 進施設 を含 む。))、マルチ ・メ

デ ィァ ・タワー(多 目的電波利 用基盤 施設)、 テレポー ト(衛 星通信 高度化 基盤施設)及 び これ と

一体的に設置 されるインテ リジェン トビル(特 定高度1青報化建築物) 、特 定電気通信基盤 施設及 び

これ と一一体的 に設置 され るインテ リジェン トビル の5類 型 があ り、7年3月 末現在 、17施 設が認

定されている。

東京テレポー トセンター(テ レポー ト、特定電気通信基盤施設及びインテ リジェン トビル)

(3)人 材研修事業の推進

通信 ・放送分 野の技術 者等の能力の向上 を図 る措置 を講ず るこ とによ り、 ソフ ト面 におけ る情

報通信基盤 の充実 を図 り、情報 化社会 の健 全 な発展 に寄与 す る目的で、3年6月 に施行 され た

「電気通信基盤 充実臨時措置法 」 によ り、人材研修事業が推 進 されてい る。

事業 の内容 は、通信 ・放送技術の研修 ・実習の実施、電気通信 システムの設計 及び放送番組 の

制作の実践指導等で あ り、支援措 置 としては、通信 ・放送機構 か らの出資、 日本開発銀行等 か ら
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6年 度 においては、地 方公共 団体等 が高度 なネ ッ トワー クインフラを利 用 して公rl勺サービ スを

提供す るための先導 的 な施 設整備 を支援 す る事業であ る 「地域 ・ノk活情報通信基盤 高度化事業」

を新たに実施 したほか、 「小笠 原地 区 テレビ放送難視聴解消事 業」、 「移動通信用鉄塔施 設整 備事

業」、「民放テレビ放送難視聴解 消事業」、「民放 中波 ラジオ放送受信障害解消事 業」、「都 市受信障害

解消事業」を前年度 に引 き続 き実施 した ところで あ り、7年 度 もこれ らの6事 業 を引 き続 き行 う

こととしてい る(第2-2-3-8表 参照)。

第2-2-3-8表7年 度電気通信格差是正事業

項 目 目 的

地域 ・生活情報通信基
盤高度化事業

首都 圏内 に、地方へ の 「情報還流促進 セ ンター」 を構築す る
とともに、地方 において、同セ ンター と接続可能 な情報通信

基盤 の整備 を進め、地方への円滑かつ迅速 な情報還流 の実現

を図る。

小笠原地区テレビ放送
難視聴解消事業

東京都小笠原地区におけるテレビ放送の難視聴を解消するた
め、放送番組伝送用衛星回線施設及びテレビ放送中継施設を

設置する東京都 に対 し、その経費の一部を補助する。
移動通信用鉄塔施設整
備事業

携帯 ・自動車電話等 の移動通信 サー ビス を全 国 どこで も使 え

る ようにす るため、移動通信用鉄塔 施設 を整備す る地方公共

団体等 に対 して、その設備経費の一部 を補助す る。

民放テレビ放送難視聴

解消事業
民放テレビ放送の難視聴を解消するため、民放テレビ放送中
継施設及び民放テレビ放送共同受信施設を整備する者を助成
する地方公共団体等に対 して、その経費の一部 を補助する。

民放中波ラジオ放送受
信障害解消事業

民放中波ラジオ放送の受信障害を解消するため、民放中波ラ
ジオ放送施設を整備する者を助成する地方公共団体 に対 して

その経費の一部を助成する。
都市受信障害解消事業 テ レビジ ョン放送の受信障害の うち、その原 因 とな る建築物

その他 の工作物 を特定で きない受信障害の解消 を図 るための

有線テ レビジ ョン放送施設 に係 る施設及 び設備 を設置する地

方公 共団体 に対 し、その経費 の一部 を補助す る。

(5)地 方拠点都市地域の整備

地方の 自立的成長の促進 と国土 の均衡 あ る発展 を図 る目的で、4年8月 に施行 された 「地方拠

点都市地域の整備及 び産業業務施設 の再配置の促 進 に関す る法律」によ り、7年3月 現 在、80地

域が地方拠点都市地域 として指定 されてい る。郵政 省 として も東京一極 集 中の是正 や地 方の活 性

化につ いては、情報 通信基盤 の整備が不可欠であ る との立場 か ら、電気通信の高度化 による地 方

拠点都市地域 の整備 を促進 してい くこ ととしてい る。

支援措 置 としては、以下 の こ とが講 じられ てい る。

① テレビ会議 、遠隔研修及 び高速デー タ通信等の大 容量 の電気通信 を行 うための機 能 を備 え

た中核的施設(サ テライ トビジネ スセンター)の 整 備薯業 を行 う第三 セ クター に対す る通信

・放送機構 か らの出資 及び 日本開発銀行等か らの無利 子融資
。

② 情報通信サ ー ビス提供関連施設等の整備 に対す る日本 開発銀 行等 か らの低利融資。
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③ 産業業務施 設(電 気通 信業 、放送業 に係 る事務所及 び研究所 を含 む)に 係 る税制特例。

④ 地 方拠点都 市地域 の電気通信 の高度化 の促進 の ための調 査。

(6)大 阪湾 臨海地域の 開発整備

4年12月 に施行 された 「大阪湾臨海地域 開発整備法」 は、大 阪湾 臨海地 域 の整 備等 の促進 によ

る当該地域 及び その周辺 の地域 の活 力の向上 を図 るこ とを目的 として い る。今後、同法 に基づ き、

世 界都 市 にふ さわ しい機能 と住民の良好 な居住環境 等 を備 えた地域 として、大阪湾 臨海地域等の

整 備 を行 うた めの総 合的 な計画が、関係府県 市 によ り策定、実施 され る こ ととなってい る。

支援措置 としては、大 阪湾臨海地域 の整備計画 に基 づ く中核的施 設の整 備 を行 う事業 に対 して、

日本開発銀行 か らの無利子融資、低利融資 及び税制 の特例措置(特 別償 却等)等 が講 じられる。

郵政省 は、国土庁等 主務7省 庁の1つ として、大阪湾臨海地域(3府 県41市 町村)及 び関連整

備地域(7府 県250市 町村)の 指 定(5年8月)、 整備等の 目標 、公共施 設等 の整 備等 を内容 とす

る基本方針の決 定(5年10月)を 行 う とともに、6年9月 か ら 「大阪湾ベ イエ リア情 報通信基盤

整備調 査研 究会」 を開催 し、大阪湾ベ イエ リア地域 が情報 通信基盤 整備 の中核 にな るべ く、情報

通信基盤 の課題 と方向、情報通信基盤整 備の 目標等 につ いて検討 を行 ってい る。

(7)地 域振興の ための電波利用

郵政省で は、電波 を利用 して地域社会 の活1生化及 び地域住民 の生活 向上 を図 るこ とを 目的 とし

第2-2-3-9表 電波利用プロジェク トの5年 度か ら6年 度の検討テーマ

局名 調査研究案件 主要な検討 システム
北海道 無線呼出端末の高度利用 無線呼出端末の高度利用(ホ ームセキュリティ、

独居老人対策等)
北海道におけるミリ波帯電波の活用 牧場の電波フェンスシステム等

東北 地方の地域活性化施策(ノ ルディック ・キ
ャンパス構想)に おける電波の活用

施設の管理 ・運営、イベン ト等の円滑な運営及び
利用者への各種情報の提供のためのシステム

地方都市における電波の共同利用 MCAシ ステムによる移動通信 システム
観光資源、農林業等を有機的に結びつけた
電波利用

観光産業 と地域の農林業、商工業を有機的に結 び
付けた電波利用システム

関東 地域住民 ・観光客への情報提供 コミュニティFM等 を利用 した情報提供

信越 大規模イベン トにおける電波利用 イベン ト来場者への各情報の提供
学校教育現場における電波利用 教育現場の画像伝送システム等

北陸 山間地域における電波利用 山間地域での災害防止 、地域産業振興等のための
情報通信システム

福祉分野での電波利用 高齢者 ・障害者の野外活動に資する電波利用シス
テム

東海 伊勢湾地域における電波利用 ベイエ リア開発に適した電波利用システム

近畿 近未来都市における電波利用 新情報通信 システム
中LI」間地域における高度情報通信 システム 中山間地域に密着 した複合型の高度情報通信 シス

テム
中国 広島アジア大会における電波利用 大規模競技大会に適 した情報通信 システム

衛星 リモー トセンシング観測の活用 一次産業分野の衛星 リモー トセンシング観測 シス

テム
四国 広域救急医療における電波利用 「医療の空白」 を埋める広域救急医療無線ネッ ト

ワークシステム
自動車道周辺地域の電波利用

離 喫 鞍 住等のこ一ズに即した統合的な醐
九州 離島における電波利用

繍 驚 鶏 隔離してい・郁 鵬 におけ・電
離島振興用移動通信 システム 離島における電波利用システム

沖縄 各種イベン トのための電波利用 共同利用移動通信 システム、放送システム
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第2-2-3-10図

地域振興用陸上移動通信システムの概念図
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て、昭 和63年 か ら各地 方電 気通 信 監fl}!局等 を中心

に 「地 域 振 興 の た めの 電波 利 用 プ ロ ジェ ク ト」 を

推 進 してお り、 それ ぞれ の地 域 の電 波 ニー ズの掘

り起 こ し とシ ステ ム イ メー ジの構 築、 さ らに 一部

の地域 にお い て は シ ステ ムの実 川化 が図 られ た と

ころで あ る(第2-23-9表 参照)。

また、 この 電 波 プ ロジ ェ ク トを進 め て い くなか

市況晴報 で 簡便 に利 用 で き る共I
lil利川 型 の 電波 利 アllシステ

ムの必 要性 が 望 まれ て い る こ とが分 か り、5年1

月、地 域 振 興 用 の 陸 ヒ移 動1虚信 シ ステム の制 度 化

を行 っ た ところで あ り、6年!2月 に は山梨 県 の 団

体 に対 して地 域 振 興 用 陸Lヒ移 動 通 信 シ ステム の無

線 局 の 免許 の付 与 を全国 で 初 め て行 っ た(第2-

2-3-10図 参 照)。

トラクター6年 度 にお いて は、 この シ ステ ム を 全国的 な 普

及 が 望 ま しい共 同 利 用 型 電 波 シ ス テ ム とす るた

め、 全 国 展 開 を前 提 とした シ ステ ムの具 備 条件 等

の検 討 を行 っ た、7年 度 は各地 域 の 多種 多様 な二

耕作地 一 ズ を満 たす た め、 さ らに共 同利 用型 電波 シ ステ

ムの 各種 アプ リケー シ ョンの検 討 を行 う こ と とし

て い る。

(8>テ レコムタウン構 想の推進

テレコムタウン構想 は、広域情報 圏の中枢 ・中核都 市の開発拠点 に、高度 な情報通信基盤 を先

行的 に整備 し、情報化 を通 じ多極 分散型 国⊥ の形成 を図 るこ とを目的 として、昭和63年 に提 唱 さ

れた構想で あ る。

支援措置 としては、地域の産学官共 同で地域1生に応 じたビシ ョン作 りを行 うた め、研究 会を毎

年2～3地 域で開催 してお り、6年 度 は本 庄市(埼 玉県)及 び大崎広域 圏(宮 城 県)で 開催 して

いる。

(9)地 域情報化ア ドバ イザ ー制度 の創 設

テレコムタウン構想 をは じめ とす る地域情報化 全般 の推 進 を支援 す る団体 として、昭和63年 に

設立 された情報基盤協議会 によ り、7年!月 、「地域情報 化 ア ドバ イザ ー制度(愛 称:テ レパ イロ

ット)」が創設 された(第2-2-3-11図 参照)。
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本 制度 は、地 方公共 団体等 による地域情報化 の取組 を支援 す るた め、 その推進 過程 にお ける諸

課題 の解決 につ いて適切 な助 言 を行 うこ とので きる有識者 を派遣 す る もので、 ア ドバ イザ ーは、

地域 の情報 化 を推進 す る地 方公共 団体等 に対 して、情報化計画 の策 定か ら、各種サ ー ビスの構築

・運 用 に至 る幅広 い助言 を行 って いる。

第2-2-3-11図 地域情報化ア ドバイザー制度の概念図

計 画

地域情報化

一 一 〇 〇 ホ役 所

具体化

Φ斗 幽

(10)地 域情報化の新たな展開

テレ トピア構 想の提 唱か ら10年 余が経 過 し、 この間社会資本 としての情報 通信基盤 の重要1生は

ます ます高 ま りつつ あ り、加 えて情報通信技術 の進展、経済社会環境 の変化 等 によ り、我が国の

地域情 報化 は新 た な段 階 を迎 えている。

そこで、郵政省で は、5年10月 か ら 「地域情報化 に関す る調査研 究会 」を開催 し、 テレ トピア

構 想 をは じめ とす る地域情報 化 に係 る課題 の把握 とその対 応方策 等 につ いて検 討 を行 って きた

が、7年1月 、最終報告 が取 りま とめ られた。

本報告で は、 電気通信審議 会答 中 「21世紀 の知的社会へ の改革 に向 けて一情報 通信基盤整備プ

ログ ラムー」(6年5月)を 踏 まえ、マルチ メデ ィア時代 に対応 した地域情報化 の推 進 に関 し、次

の よ うな提 言を行 ってい る。

1地 域情報化施策 の体系の転換(ネ オテ レ トピア構 想)

民活(第 三 セ クター支援)か ら民活+公 共投 資(自 治体支援)へ の転 換や地 域i青報化施策全

体 の中で の公共投 資の位置づ けを明確 化 し、 テ レ トピア指定地域 にお け る公共投資 プ ロジェク
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ト等の重点的実施、公共投 資 によ る小規模市町村の取組支援 等 を行 うべ き。

1今 後期待 され るマルチ メデ ィアモデ ルシステム

マルチメデ ィア技術 を背景 として、地 方公共 団体等 において も、電気通信 審議会 の答中 にお

いて指摘 された公共 的アプ リケー シ ョンの開発、普 及 につ いて、公共情報 の統 合化、ケーブル

テレビの高度化等具体 的 なモデル システムを提示。

皿 地域情報化への取組指針

テレ トピア構想以来の10年 にわた る地域情報化への取組 を総括 し、地 方公共団体等 にお ける

今後の地域情報化への取組 につ いて、地域の特性 ・実態 に応 じた取組、 ネ ッ トワー ク化 ・広域

的連携の推進等 の基本的方向 を指針 として提 示。

今後 郵政省 にお いては、本報告 の提言 を踏 まえ、地域情報化 の一層 の推進の ため、所要の施

策を講 じることとして いる。

4人 にや さ しく、ゆ と りある生活環境の実現

(1)消 費者重視の視点に立 った政策 の推進

ア 総合的な消費者行政の推進

郵政省が所管 す る電気通信行政 ・郵政事業 は、国民生活 に密着 した もので あ り、行政 ・事 業の

実施 において、消費者重視 の視点が求 め られ る ところで あ る。 また、情報化 の進展等 を背景 に、

消費者の選択機会 は増大 し、商 品知識 が豊富 にな るな ど、国民生活、消費者 ニー ズは、従来 に増

して多様化、高度化 して きている ところで あ る。

そこで、6年 度 において は、 この よ うな消費者 ニー ズの変化 に迅速、的確 に対応 した行政 や事

業 を実施 してい くため、全省的 ・統一的視点か ら総合的 に消費者行政 を行 うための所要の組織 改

正 を実施 したほか、省 の消費者政策 の総合的 な実施体制づ くりの場 として 「消費者政策会議 」 を

設置 し、消費者政策 の充実 を図って いる。

イ 電気通信サー ビスモニター制度の推進

郵政省で は、電気通信サー ビスに関す る消費者 の意見 や要望 を幅広 く把握 し、今後の電気通信

行政 に反映 させ てい くため、6年 度 か ら 「電気通信サー ビスモニ ター制度」 を発足 させ た.

全国960名 の消費者 に電気通信 サー ビスモニター を委 嘱 し、電気通信サー ビスに関す るアンケー

ト調査 を行 うとともに、6年12月 に全国11か 所で第1回 の電気通信サー ビ スモニ ター会議 を開催

し、電気通信サー ビスに関 して 日頃感 じてい る点、利用者 として改善 してほ しい点等 につ いて意

見 ・要望 の把握 を行 った。
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電気通信サービスモニター会議模様(石 川県金沢市)

ウ 郵便局 モニター制度の推進

郵政省 で は、郵便、為替貯金及 び簡易生命保 険事業 の制度、サー ビス内容等 に対す るお客様の

意見及 び要望 を聴取 し、サ ー ビスの改善 や新サー ビスの開発 に役立 て る とともに、郵政事業 にっ

いての理解 を深 めて もらうた め、元年度 か ら 「郵便 局モ ニター制度」を実施 してお り、全国4,000

名のお客様 にモ ニター を委嘱 してい る(個 人モニター3,000名 、事業所 モ ニター1,000名)。

6年 度 にお いては、従来 と同様 にア ンケー ト調査 を実施 したほか、初 めて全 国の郵便 局モニタ

ーが参 加す るテレビ会議 を7年1月 に開催 し、モニター と郵政大 臣及 び本省幹部職員 との直接対

話の 中か ら郵政事業 の制度、サ ー ビスの内容等 に関す る生の意見 を聴取 した。

9

鱒
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1

∠
郵便局モニター会議模様
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第3節 マル チ メデ ィア時代 に向 けた情報 通信 政策 の推 進 團一 ・

(2)高 齢化社会への対応 と福祉社 会の 実現

ア 通信 ・放送身体障害者利用円滑 化事業の推進

社会経済 の情報化 が急速 に進展す るなかで、身体 に障害 を もつ 人々の通イ,1・放送サ ー ビスの利

用の機会 を確 保す るこ との必 要性 が増 大 してい る。 この よ うな現状 を踏 まえ、身体障害 者が テレ

ビ等の通信 ・放送サ ー ビスを十分 に受 け られ るよ うにす るため、5年9月 に施 行 された 「身体障

害者の利便 の増進 に資 す る通イ、1・放送身体障害 者利川ll滑 化 事業の推進 に関 す る法flヒ」 に基づ い

て、字幕番組、解説番組 の制作、身体障害 者向 けの情報提供サ ー ビス等の 「通イ、1・放送身 体障',ir

者利用円滑化事業」への支援が通信 ・放送機構 を通 じて実施 されてい る。

イ 高齢化社会における情報通信 の在 り方の検討

郵政省で は、高齢 化社会 におけ る総合的 な情報 通イ、亨施策 の策 定 に資 す るこ とを目的 として、6

年3月 か ら 「高齢化社会 にお け る情報 通信 の在 り方 に関 す る調査研究会」を開催 し、7年1月 、

最終報告書が取 りま とめ られた。本報告書のi三な内容は次 の通 りで あ る。

1情 報長寿社会

情報通信の活用 によって個 々の高齢者が必要 な支援 を受 け、安心 して積極 的 に生 活で きる

環境 を実現 した社会 「情報長 寿社会」が我 々の 目指 す社会像で あ り、情 報 長 λ手社会 に向 け、

遠隔医療相談 システム、生涯学習支援 ネ ッ トワー ク等 の情報通イ、ξ システムを導入すべ き。

1高 齢者支援情報通信 システムの整備 目標

高齢者支援情報通信 システムの整備 は、次 の通 り光 ファイバ網 の全国整備 に対応 して進 め ら

れるべ き.

①2000年 まで

光 ファイバ網が ト分 に整備 され るまでの補完 的 ・前段 階的 システム として、現在 の イン フラ

・技術で実現可能 なアプ リケー シ ョン ・シ ステムを実 用化
。

②2005年 まで

全国の高齢者支援施設 を中心 とした光 ファイバ網 に よる総合的 な高齢 者介護 支援 ネ ッ トワー

クの構築、機 器、アプ リケー シ ョン開発の推進。

③2010年 まで

光ファイバ網 の整備完r、 必要 な機器 ・アプ リケー ションサー ビ スの開発 ・普及の完r、 高

齢者の生活全般 にお ける情報 通信有効利 用の環境 の実現。

皿 情報長寿社会の実現 に向けて とるべ き施策

情報長寿社会 の実現 には、関係 各方面 との協 力等に よ り、情 報長尉i二会 に関す る将 来 ビジョ

ンの明確化 と制度改善の推進、在宅高齢者 ・介護家族 支援 のための情 報通信 シ ステム整 備の推

進等 を総合的 に取 り組 む必要があ る。
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lV有 望 システムの有効性の検証

現時点で実現性 及びニーズが 高いシステム として 「俳徊(は いか い)老 人保護 システム」、r遠

隔健康相談 シ ステム」の実験 を行 い、 その有効性 を確 認 した(第2-2-3-12図 参照)。

今後 は本報告書 を踏 まえ、来 る情報 長寿社会 に向 けて、郵政省 として各種 施策 の検討 ・実施を

行 うこ ととしてい る。

第2-2-3-12図 遠隔健康相談(在 宅ケア)シ ステムの概念図
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ウ 視聴覚障害者向 け専門放送 システムの 開発

情報化が著 し く進展 す る中で、視聴覚 障害者 は その障害 のため、 卜分 な情 撮の 望受の機 会 を得

ることが困難 な状況 にあ る。 この ため、郵政 省で は、字 幕放送等 の充実 に取 り紺んで きたが、通

常の放送 にサー ビスを付加 す る形態で は、内容 ・技術的側 面 にお いて限界があ る。

そこで、郵政 省で は、7年 度 に、「視聴覚障害者山」け専門放送 システムの開発調 査」を実施 し、

視聴覚障害者向 け専門放送サー ビスの実現の可能性 、実施 に当たって整理すべ き課題 等 を検 討す

るとともに、 システム開発のための実証実験 を行 い、サ ー ビ ス実現 のための環境 整備 を図 るこ と

にょ り、障害 を持 つ視聴者 を含むすべ ての国民が鴇か な蓉 らしを実感で きる社会の実現 に資 す る

こととしている。

(3)ボ ランテ ィア支援 に対 する取組

7年1月 に発生 した阪神 ・淡路 大震 災の際 には、パ ソコン通信 によるボ ランテ ィアネ ッ トワー

ク等ボランテ ィア活動 によ る救援活動が クロー ズア ップ された ところで あ る。

7年2月 、「ボ ランティア問題 に関す る関係省庁連絡 会議 」が関係省庁 申合せ によって設置 され

た ところで あるが、郵政省 として もボ ランティア問題 に積極 的 に取 り組 んで い くため、同 月、「ボ

ランティア支援 に対す る省内連絡会議 」 を設置 し、ボ ランテ ィア支援 方策等 につ いて検討 してい

る。

5環 境保全 に向けた情報通信の活用及び技術開発の推進

(1)環 境保全 に向けた情報通信の活用

高度情報通信社会 の基盤 として重要 な役割 を果 たす情 報通信 は、 国民生活や企業活動 を変化 さ

せ、環境問題 への対応 を実現 す るた めの有効 な手法 とな りうるもので あ り、情報通信 の活 用等情

報化による省資源 ・省エネルギー等 国民生活 や企業活動 をは じめ とす る環境 負荷の少 ないライフ

スタイルの変化等 の分野で環 境保 全 に貢献 す るこ とがで きる と期待 されてい る。

この ような観点 か ら、郵政省で は、6年2/」 か ら 「情報通イ、琵 環境 問題 に関す る調査研究会」

を開催 し、環境へ の負荷の総 合的低減 に資 す る情 報通信の活用 につ いて検討す る とともに、情報

通信の活用 による国民生活や事業活動 の変化が環境 保 全に貢献 す る効果 につ いて具体的 な検討 を

行い、7年3月 、最終報 告が取 りま とめ られた。

本報告 にお いては、TV会 議 システム導 入 による環境 効果、住民サー ビス窓lI分 散 化 によ る環

境効果、パ ソコン通信導入 によ る環境効果 につ いて定量rl勺分析 を行 い、情報通信 システムが環境

改善効果 をどの程度 もつか につ いて明 らか に してい る とともに、政策 的対応 として、最 適 な シス

テムの組 み合 わせの検 討等 今後 さ らに検討 が必要 な課題 や情 報通イ、ζシ ステムの活 用のための 方針

を指摘 してい る。
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郵政 省で は、本報 告の提 言を踏 まえ、情報 通信 に よる環境 問題 へ の取組 を一層推進 してい くこ

ととしてい る。

(2)環 境監視のための技術 開発

地球 的規模 の気候 変動 の メカニ ズムを解 明す るた め、地球 の水 ・熱 の収支 ・循環 を支配する熱

帯域 の降雨 の状 況 を観測す るこ とが世 界的 に緊 急かつ重要 な課題 となって い る。

9年 度打上 げ予定の熱帯 降雨観測衛星(TRMM)は 、世 界で初 めて降 雨観測 レーダ を搭載す

る衛星で あ り、 日米共同プ ロジェ ク トとして その開発が進 め られ てい る。現在 、郵政省通信総合

研究所 と宇宙開 発事業団が協 力 してTRMM搭 載 用降雨 レーダ の開発 を行 って い る。

また、地球的規模 の気候変動 メカニ ズムの解 明 には、長期 間 にわた るデー タの蓄積 が必要であ

るこ とか ら、観測 の継続 を確 保す るた めの後継機 の打上 げが求 め られ てい る。 このた め、熱帯降

雨観測 の継続 と観測機 能の高度化 ・多様化 を図 るた めの次世代熱 帯 降雨観 測衛星 につ いて、6年

度 よ り搭載 セ ンサ の研究 を実施 してい る。7年 度 には、6年 度 に実施 した研 究の成果 を踏 まえ、

次世代熱 帯 降雨観測衛星 の搭 載 センサの うち測雲 レーダ につ いて設計検 討及 び機 能確認用研究モ

デルの試作 を行 うこ ととしてい る。

さ らに、郵政省通信総合研究所で は、今後我 が国の宇宙 開発が本格化 し、活発 に有 人宇宙活動

が展開 され るこ とが予想 され るこ とか ら、 その安全 を確保 す るた めの 「宇宙天気予報 システム」

の研究 開発 を昭和63年 度か ら実施 してい る。

(3)地 球環境保全 に向 けた技術開発

地球温暖化、 オ ゾン層破壊 、酸 性雨等 の地球環境 問題 は、早 急 にその対策 が求 め られている世

界的 な重要 問題 で あ る。

地球環境保 全の対策 のためには、 まず、地球環境 の悪化 の実態 を正確 に把握 し、地球環境 問題

の メカニ ズムを解明す るこ とが不可欠で あ る。 そこで 、郵政 省で は2年 度か ら電波 や光 を用 いた

地球環境 計測技術 の研究開発 を次 の通 り推進 して い る。

① オ ゾン等大気微量ガ ス成分の計測 を行 う短波長 ミリ波帯 電磁波技術 の開 発

② 航空機 か ら地表 面を立体 的かつ高精度 に観測す る高分解 能3次 元 マ イクロ波映像 レーダ

技術 の開発

③ 対流圏の 各種 ガ スや水蒸気等 を宇宙か ら観測 す るた めの光領域 ア クテ ィブセ ンサ技術の

開 発等

また、地球環境 問題 は、 全地球 的 な問題で あ るた め、国際 レベ ノレで の環境 観測 手段 の整 備等国

際li勺な取 組が 重要で あ り、つ ぎの国際共 同研究 に取 り組 んで い る。

① オ ゾン層生成 ・破壊 や地球温暖 化等 で注 目され てい る中層大気(高 度約10～100km)の

総合的 な観測 ・計 測技 術のH米 共同研究(日 米科 ＼ド技 術協プ」協定 に基づ きアラスカ大学 を
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中心 とす る米 国 との共同研究(4年 度か ら開始)

② アジァ地域 の途上 国が 自ら電磁波 を利 用 した地球観測が 可能 とな るよ うにす る技術移転

と現在圧倒 的 に不足 してい る低緯 度地 域 の地球 環境観 測 デー タを取 得す るた めの工場排

煙、光化学 スモ ッグ等 の動 きを計 測す る低 層大気観 測 レーダ技 術の共 同研究 及びエ ア ロゾ

ルや光化学 スモ ッグ等 の高度分布、量 等 を計測す る大気観 測 ライダー(レ ーザ ー ・レーダ)

技術の共同研究(5年 度か ら開始)

(4)環 境 にや さしい郵政事業の推進

郵政事業 自 らが、多 くの資源 ・エネルギー を消費 してい る との問題 意識 に立 ち、事 業活動 その

ものの環境 負荷の低減 を図 る とともに、全国2万4,500の 郵便 局ネ ッ トワー クの活用 によって、国

民 と一・体 となった環境 問題への対処 を図 るこ とが重要 になってい る。

環境保全の必要性 が高 まる中で、 自動車 の排気ガ スによ る大気 汚染 は都市部 を中心 に社会問題

となってお り、 また、二酸化炭素排 出抑制 による地球 温暖 化防止 の観点 か ら、郵政省で は6年 度

まで に、排気ガ スがな くク リー ンな電気 自動車 につ いて、集配 用車両 としての導 入可能i生を幅広

く検討す るため49両 を試行配備す る とともに、郵 便局宣伝 用 として27両 を配備 し、この問題 に取

り組んで いる ところで あ る。

また、 郵便葉書類 の再生紙の利用 につ いては、6年 度 においては、 絵入 り葉書、 青 い鳥葉書、

郵便書簡(ミ ニレター)、 航空書簡の4種 類 につ いて新 た に再生紙の利 用 を拡大 した。

さらに、郵便局ネ ッ トワー クの環境 問題 への活用 につ いては、寄附金付年賀葉書 ・年賀切手 及

び寄附金付 き広告 つ き葉書(グ リー ンエ コー)の 販売 によって集 まった寄附金 を、地球環境 の保

全のための事業 を行 う団体 に配分 し、地球環境保 全事業 を支援 してい る。

また、国際ボ ランテ ィア貯金 の寄附金 につ いて も、NGOが 行 う環境保 全事業が配分 の対象 と

なってお り、海外援 助 に役立 て られてい る。

621世 紀の宇宙時代 に向 けた宇宙通信政策の展開

(1)宇 宙通信 システムの将来像 と今後の研究開発の推進方策の検討

一マルチ メデ ィア衛星通信の 実現 に向けて 一

今 日の宇宙通信分野 においては、情報通信基盤 整備の必要性 の増大、世界的 な移動体衛星通信

システム構 想の具体化、通信衛星 による国境 を越 えた放送 の増加等 に見 られ るよ うに、 その とり

ま く環境が大 きく変化 してい る。

この ような状況 の下、宇宙通信 システムが高度情報通信 社会 において十分 な役割 を果 た し、国

民の利倒 生向上 に寄与 してい くため には、 その将 来像 を踏 まえた体系的かつ効率的 な研究開 発を

進 めてい くこ とが必要であ る。
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このた め、郵政省で は7年1月 、電気通信技 術審議 会 に対 して、宇宙通信 システムの将来像 と

今後 の研究開発の推進 方策 につ いて諮 問 を行 い、同審議 会で は、「宇宙通信 開発委員会 」を設置 し、

宇宙通信 システムの将 来像 を展望 し、 その実現 に必要 な研 究開発課題 の整理 を行 う とともに、研

究開発 の推 進方策等 につ いて審議 を行 って いる。

(2)高 速衛星通信 に関す る検討

高速 ・広帯域 なネ ッ トワー クを迅速 かつ広域 にわた り実現 す るた めには、地上 系 のネ ッ トワー

クの構 築 に加 え、同報 陛、 回線設定の柔軟1生 ・迅速i生、耐災害 性 といった特 長 を も併 せ持 つ高速

・広帯域 な衛星通信 ネ ッ トワー クの構 築が不可欠 となってい る。

特 に、 この よ うな高速 ・広帯域 な衛星通信 ネ ッ トワー クはGIIやAIIの 構築 にお いて重要

な役割 を担 うもの と考 え られてい る。

このた め、7年2月 か ら 「高速衛星通信 に関す る調査研 究会」 を開催 し、今後 の高速 ・広帯域

な衛星通信 ネ ッ トワー ク とその アプ リケー シ ョンを展望 して、ギガ ビ ッ トク ラスの高速衛星通信

の実用化 に向 けた高速衛星通信 ネ ッ トワー クの技術開発課題 、構 築方法 、構築 におけ る国際協力

の進 め方等 につ いて調査検討 を行 ってい る(第2-2-3-13図 参照)。

(3)通 信 ・放送衛星 等の静止軌道 上検査 ・修理 システムの研 究

衛星通信 ・衛星放送技術等 の高度化 ・多様化 とともに、通信 ・放送衛星等 は、社会経済 活動の

第2-2-3-13図 検査 ・修理 システムの概 念図

衛 早 の 外 部 か ら状 態 観 察
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第3節 マル チ メデ ィア時 代 に向 けた情 報 通信政 策の推 進 ・囲一

広範 な分野 において利用が拡大 し、国民生活 を支 え る重 要な インフラス トラクチャ となっている。

このため、一旦通信 ・放送衛星等 に不具 合が発生 す る と、社会経済 活動 や国民生活 に軍二大な影響

を及ぼす こ ととなるこ とか ら、 よ り一 層の信 頼性の向上 が求 め られてい る。

通信 ・放送衛星等 は静止軌 道上 の衛星 が主体で あ るが、不具合 が発生 した場合の対処 としては、

現在の ところ、衛星 か らのテ レメ トリデー タによ りその原因 を推 測 し、 弄備系 への切替 え等 によ

り機能回復処置 を行 うといった方法 しか な く、不具合 箇所の特 定、原因の究明及び適切 な対処 方

法の決定 に関す る情報 が十分で ない一Lに、 アンテナの展開障害等予備系の ない機器 の不具合 には

対応が不可能 となって いる。

このため、郵政 省で は、7年 度か ら、「電波 を利 用 した宇宙 インフラス トラクチ ャの整備方策 に

関す る調査研究」 にお いて、静止軌 道上 にお いて衛星 の外観 険査や マニ ピュレー タによる修 理 を

行 うことが可能 なサー ビ ス衛星及 び地上 の情報 処理 ・遠隔操 作設備 によ り構成 され る総合的 な検

査 ・修理 システムにつ いて概念検討 を行 うこ ととしてい る。

(4)宇 宙通信分野 におけ る国際協力

ア 先進国間での国際協 力

7年2月 に開催 されたnl青 報社会 に関す る関係 閣僚会合」において、情報 インフラ整備 につ い

ての ビジョンを実現す るた めの具体的行動 として国際共 同プ ロジェク トが合意 されたが、 この中

でGIIに お ける衛星通信 の役割 の検証 のた めの高速衛星通信実験 の実施が合意 された。

郵政省 として も、国際共同プ ロジェ ク トを積極 的 に推進 す るこ ととしている ところで あ り、国

際共同で の高速衛星通信 実験 の実施 に向 けて検 討 を行ってい る。

イ 開発途上国への国際協 力

郵政省で は、4年 度 か ら宇宙開発事業 団 と協 力 し、宇宙通信 分野で の国際協 力 として、衛星 電

波伝搬実験 や衛星通信 を利 用 した共同実験 等 を通 じて、 開発途上 国 に対す る衛星利 用技術の移転

を図 る 「パー トナー ズ計 画」 を推進 してい る。

このパー トナー ズ計 画で は、技術試験衛星V型 を用いて、 アジア ・太平洋地域 の衛星通信回線

構築 に必要 とな る衛星通信伝手般特性実験 等 を実施す るほか、 開発途上 国 との間で遠隔教育や遠 隔

医療等の衛星通信 アプ リケー シ ョンの実証 実験 を実施 してい る。

7電 気通信産業振興のための環境整備

(1)7年 度税制改正にっいて

電気通信分野に関す る7年 度の税制改正 については、特定電気通信設備の特別償却制度の対象

に、電気通信事業者が整備する加入者系光ファイバケーブル及び光伝送装置が追加(新 世代通信

網促進税制の対象拡充)さ れ、 また、ケーブルテレビ事業者が整備する加入者系光ファイバケー
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ブル及 び光伝送 装置 につ いて も適用対象 とす る(高 度 ケーブル テレビ施 設整 備促 進税制)こ とと

された、 さ らに、 ケーブル テ レビ事業者 が整 備す る光 ファイバ ケーブル につ いては、固定資産税

の特例措置 ともされ るこ ととなってい る。

第2-2-3-14表7年 度情報通信分野における主な税制改正の概要

項 目 内 容

1高 速 ケ ーフ ルテ レビ施 設整 備促

進税 制の創 設

対 象 者:CATV事 業者

國 対象設備:下 表のとおり
綱 特 例 内容:下 表 の とお り

設 備 名 特別償却率

7年度 蔽 唖
加 入者系 光 フ ァイバ ケ ーブル

光伝 送装置

14% 12% io%

響 対象設 備:光 ファ イバ ケー ブル

特 例内容:取 得後5年 度分 、固定 資 産税3/4

2通 信 放送新規事業に係 る欠損

金の繰越期間の特例の創設
匠工=図 対'象 者:通 信 ・放送新規事業 を実施する者(甲栓緒に限る)
瞬間;特 例内容:特 定通信 ・放送開発事業実施円滑化法に規定す

る通信 ・放送新規事業に係る実施計画の認定 を

受けた中小企業者の当該実施計画の認定の日を

含む事業年度から設立後5年 を経過する日を含

む事業年度までの各事業年度において生 じた欠

損金について、7年 間の繰越 し可

3新 世代通信網促進税制の拡充 匠〔1弼 対 象 者:電 気通信事業者
「1鯛1対 象設備:下 表の とお り

特 例内容:下 表の とお り

設 備 名 区分 特別償却率

16鍍: 7鰻 頗 9簸

鳳 者統 フ小 ケーフ巴1光{云送鑓1 新規

＼
[4% 12% 10%

幅系光フ・イ盾一アル

髄嚇 型醐 デ汐嘱 圭鑓

垂1謝熊 置

蛤 甦腋換鑓

継続 1猶1 10% 9% 8%

4電 線類地中化設備に係る特別償

却制度の延長
匡〔コ到 対 象 者:第 一種電気通信事業者、CATV事 業者等
1対 象設備:電 線類地中化設備

特例内容:10%の 特別償却

5電 気通信 システム信頼性向一ヒ促

進税制の延長 騨1騰:翻 灘 醗 ξ、、,道、シ.。ドエ法,
特例 内容:12%の 特 別償却

6周 波数逼迫対策税制の延長 匡〔=王亙1対 象 者:個 人 ・法人
,2輔 対 象設備:共 同不ll用型 デ ジ タル式 移動 無線 通信 中継装 置 、

チ ャ ンネル 自動選 択型 デ ジ タル式移動 無線 通信

装 置、デ ジ タル式 移動 無線 局識 別装 置 、衛星対

応 型車両情 報通信 装 置

特 例 内容:12%の 特 別償 却

7そ の 他

(D増 加 試験研 究費 税額控 除制 度及

び中小 企業技術 基盤 強化税 制の

延長

(2)基 盤才支引サ石汗ラ琶開 発イ足1雄柔兇制(ハ

イテ ク税 制)の 延長 ・拡 充

13)特 別試 験研 究促進 不見制 の延 長

/4}特 定試 験研究 会 社に対 す る出資

の特例 の延 長

〔5)中 小 企業等 基盤強 化税 制の延 長

〔6)製 品輸 入促進 税制 の延 長

(7,多 極分 散型 国土 形成促進 浸ξ関 連

税 制の 延長 ・拡 充

(8)大 阪湾 臨海地 域 開発整 備法関 連

税 制の 延長

国 税[2年 間]

区 囮[2年 間]石 胱 用伝 送特性 可変 発生 装置 を対 象設備 に勘[]

[2年 間]

[2年 間]

「2年間1

[2年1剛

[2年 間]

[2年 間]適 用期 間 を基本構 想公 表等 の 日か ら8年 間 に緩 和

[2年 間]

国 税

国 税

国 税

国 税

国 税

地方税

国 税

圏 ■■260
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また、情報通信分 野 にお ける新規事業 の立 ち上 が りを支援 す るための 「通信 ・放送新規事業 に

係 る欠損金の繰越期 間の特例」が創設 された(第2-2-3-14表 参照)。

(2)加 入者系光 ファイバ網整備特別融資制度 の創 設につ いて

加入者系光 ファイバ網 の円滑 な整備 を促進 す るた め、2000年 までの先行整備期 間 において、N

TT-C'の 対象 とな る第一種 電気通信事業 者及 びケーブル テレビ事業 者 を対象 として、 さ らに

利子負担軽減 を助成(2.5%を 下 限)す る特 別融資制度 が認 め られた。

(3)ふ るさと融資制度 の活用にっ いて

郵政省 は、7年 度 か ら、地域 にお ける情報 通信 の一層 の振興 を図 る観 点 に立 ち、7年 度 か ら実

施される予定の加入者系光 ファイバ網 整備特 別融資制度 とともに、ふ るさ と融資制度(無 利 子)

の活用 による地域 の活i生化 に積極 的 に取 り組 んで い くこととした。

さ らに、今般 、過疎地、離島地域、特別豪雪地帯、振興 山村及 び半 島振興対策実施地域 にお け

る光 ファイバ化 を促進 す るため、加入者系光 ファイバ網整備 事業 につ いては、ふ るさ と融資制度

の特例措置(新 規雇用 の確 保用件 の緩和)が 設 け られ ることとなった。

④7年 度無利子融資 にっいて

NTT株 式売払収 入 を活用 した無利子融資(Cタ イプ)・ 低 利融資(C'タ イプ)の 対 象事業

においては、新た に、加入者系光 ファイバ網 整備 を促進 す るた め、 「高度通信施 設整備事業 」に加

入者系光 ファイバ 網整備 が追加 され る とともに、 ケーブル テレビ事業者 を対象 とした 「高度有線

テレビジョン放送施 設整備事業 」が追加 された。 また、高度 デ ジタル技術 を用 いて視聴 者が多様

な方法で視聴で きる放送番組の制作等 を行 うための共同利用施 設 を整備す る 「受信設備制御 型放

送番組制作施設整備 事業」 が既存 の 「テレ トピア指 定地域 内事業」 の枠 内 として認 め られた(第

2-2-3-15表 参照)。

受信設備制御型放送番組例

2〔到■■■■
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項 目 対象地域 対象資金 融 資 比 率 等 融 資 条 件

テ
レ
ト
ピ
ア
指
定
地
域
内
事
業

ビデオテックス施設整備事業

地域通信 システム施設整備事業(地 域総合ディジタル通

信施設整備事業を含む)

情報処理型及び放送型有線テレビジョン施設整備事業

(ケーブルテレビ施設高度化 ・効率化促進事業を含む)

地域共同利用無線ネットワーク施設整備事業

ハ イビジョン施設整備事業

放送番組普及センター施設整備事業

(放送番組素材利用促進事業を含む)

テレトピア指定地域内

に限る

直接工事費

ただし、

土地取得

費、土地

造成費及

び運営費

は除く

1区 分 可
L

融資比率 [融資期 間]

15年 以内

[据置期 間]

3年 以内

[返 済方法]

据 置期 間後元本

均等 分割 返済

[低利融資 の適用 金利]

既存融資制度 の

3/4(た だ し、3.5%

を下限 とす る)。

首都圏整備法による

既成市街地、近畿圏

整備法による既成都

市区域、名古屋市の

旧市街地

25%以 内

首都圏整備法による

近郊整備地帯、近畿

圏整備法による近郊

整備区域、中部圏開

発整備法による都市

整備区域(名 古屋市

の旧市街地を除 く)

「
375%

以 内

1(受信設備制御型放送番組制作施設整備事業 を含む)「
ふ るサ ッ トセ ンター施設整備事業

民
活法

施
設
整
備
事業

テ レコム ・リサ ーチパー ク

テ レコム プラザ(映 像ソフト交流促進施設整備事業を含む)

マ ルチ ・メデ ィア ・タワー

テ レポー ト及 びインテリジェントヒル(IB)整 備事 業

特定電気 通信 基盤施設及 びIB整 備事業

特に限定はない

その他の地域
、

50%以 内
⊥

1

[一体的に整備 される事業の要件]

①本体施設の整備計画の中に位置付け

られていること。

②機能が本体施設 と密接に関連 し、空

間的一体性を有すること。

③本体施設の整備費のおおむね70%以

下(同一建物内はおおむね100%以 下)

の規模であること。

④本体施設 と同一の事業者により整備

されること。

ハ イビジ ョン ・システム地域 整備事業 ハ イ ビジ ョン ・シテ ィ

指定地域 内に限る

通信 ・放送共同開発事業 特 に限定はない

電気
通信
基盤
充実
事業

高度通信施 設整備事業 圃緒系光ファイバー纏備蛤む)1 特に限定はない

!高度有線テレビジョン放送施設整備事業1

信頼性向上施設整備事業

人材研修事業

地方拠点都市地域の電気通信高度化促進事業 拠点法の承認計画に係る

拠 点 地 域 内 に 限 る

特定研究開発基盤施設整備事業 特に限定はない

有線テレビジョン放送番組充実事業 特に限定はない

大阪湾臨海地域中核的施設整備 ベイエ リア法の承認計

画に係る大阪湾臨海地

域の開発地区に限る

注:[=コ 部分の項目が7年 度に追加 されたもの。詳細は今後検討される。

け
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第2-2-3-16表7年 度情報通信分野における財政投融資制度の概要

日本開発銀行一般枠 対 象 事 業 金利及び融資比率

大項剛 中項目 小項目
1電 気通信高度利用基盤整備

(1)第 一種電気通信事業用通信 システム

併設外国方式 自動車 システム

セル分割方式 自動車システム

無線呼出 し 県域内

無線呼出 し 県域超

(2)第 二種電気通信事業用通信 システム

県域内

県域超
県域超 ・安信付 き

(3)電 気通信 システム設計

(4)電 気通信安全対策整備促進
・デー タ通信バ ックアップセンター

・電気通信安全管理システム

うち集中管理 システム ・暗号化 システム

(5)情 報通信利用機会均等整備
・障害者等 に配置 した システムの新設に係 わるもの

・その他の もの

特 利(5)、40%

特 利(5)、50%

特 利(5)、50%

特 利(4)、40%

特 利(5)、40%

基 準 、40%

特 利(4)、40%

特 利(5)、40%

特 利(3)、40%

特 利(4)、30%

特 利(3)、40%

特 利(4)、40%

特 利(4)、40%

特 利(3)、40%

情報 ・通信基盤
整備

情報処
理 ・通

信振興

2放 送高度利用基盤整備

(1)放 送型CATVシ ステム
放送型CATV施 設

CATV番 組供給施設 通信衛星利用
〃 その他

(2)放 送事業の整備(テ レビジョン ・FM)
(3)多 重放送設備 の整備(文 字放送)

(4)コ ミュニティ放送施設整備事業

(5)都 市受信障害解消の促進

(6)ハ イビジョン基盤整備
・ハ イビジョン ・システム地域整備事業

・ハイビジョン等番組制作設備の整備

特 利(4)、40%

特 利(5)、40%

特 利(4)、40%

特 利(3)、30%

特 利(4)、40%

特 利(3)、40%

特 利(3)、40%

特 利(4)、40%

特 利(4)、40%

1(第2世代EDTVを 含L 一 特 利(3)、30%1

(7)放 送番組普及センター施設整備事業
(8)放 送番組素材利用促進事業

特 利(4)、30%

特 利(3)、40%

1(9)外 国語放送施設整備事業 特利(4)、40%1

3通 信 ・放送高度化促進

(1)衛 星通信 ・衛星放送施設等整備
・衛星通信施設(ス タジオ設備 を含む)

・衛星放送施設(放 送衛星本体 を含む)

・衛星管理施設(民 間)
・衛星放送受信 システム

(2)周 波数の有効利用促進

(3)電 波地下利用普及基盤施設整備促進
(4)通 信 ・放送共同開発事業

特 利(5)、40%

特 利(5)、40%

特 利(5)、40%

基 準 、40%

特 利(4)、40%

特 利(4)、40%

(出 資 の み)

4情 報処理 ・通信システム化促進

(1)い わゆるVAN及 び1青報処理型CATV
いわゆるVAN県 域 内

〃 県域超

〃 県域超 ・安信付 き

情報処理型CATV

(2)ビ デオテ ックス事業関連 システム

(3)地 域振興情報処理 ・通信 システム(テ レ トピア)

1(通信 ・放送高度化プロジェク⊥ 支纏rこ 一__一

(ケーブルテ レビ施設高度化 ・効率化促進事業 を含む)
(4)電 磁環境整備促進

(電磁環境対策促進 を含む)

(5)OSI対 応情報処理 ・通信システム

基 準 、40%

特 利(3)、40%

特 利(4)、40%

特 利(3)、40%

特 利(3)、30%

特 利(4)、40%

擬L(巫

特 利(3)、40%

特 利(2)、40%

特 利(4)、40%
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一 第2章 高度i青報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

日本開発銀行一般枠 対 象 事 業
一

金利及び融資比率
大項目 中項 目 小項目

5地 域 高 度 情 報 通 信 基 盤 整 備

(1)電 気 通 信 研 究 開 発 促 進 施 設 整 備 事 業

(テ レコ ム ・リサ ー チ パ ー ク)
(2)電 気 通 信 高 度 化 基 盤 施 設 整 備 事 業

(テ レ コ ム ・プ ラザ)

(映像 ソ フ ト交 流 促 進 施 設 整 備 事 業 を含 む)
(3)多 目的 電 波 利 用 基 盤 施 設 整 備 事 業

(マ ルチ ・メ デ ィ ア ・タ ワ ー)
(4)テ レ ポ ー ト及 び こ れ と一 体 的 に設 置 さ れ る イ ン テ リ ジ ェ ン

トビ ル事 業 整 備

(5)特 定 電 気 通 信 基 盤 施 設 及 び こ れ と一 体 的 に 設 置 され る イ ン
テ リ ジ ェ ン トビ ル整 備 事 業

『

特 利(5)、50%

特 利(5)、50%

特 利(5)、50%

特 利(5)、50%

特 利(5)、50%

生活 ・
都市基
盤整備

都市開
発

都市機
能 ・産
業基盤
総合整
備

6一 極集中是正関連 特 利(3)、50%
7大 阪湾臨海地域中核的施設整備

霧1圏 ・`o%産業技術振興 新技術
開発

8産 業技術振興(新 技術 開発) 、50%

国際化 ・産業構
造調整

省力化
設備投
資促進

9省 力化設備投資促進
・労働時間短縮計画 を有する者

その他の事業者
特 利(4)、50%

特 利(2)、50%

日本 輸 出 入 銀 行(輸 入 ・

投 資)
(製 品輸 入)

(一 般 投 資)
(一 般 投 資)

10電 気通信分野の国際協調の推進
(1)通 信衛星 ・放送衛星の輸入促進
(2)通 信機器の輸入促進
(3)国 際電気通信事業者の海底ケーブル敷設等海外事業の促進
(4)海 外映像国際放送事業の促進

(注2)

財 投 金 利 一 α 、70%

財 投 金 利 一 α 、70%

財 投 金 利 一 α、60%

財 投 金 利 一 α、60%1

注:1[===コ 部分は7年 度に新設 された もの
2財 投金利から引かれる αは、金利情勢や輸入 ・投資の内容及び融資機関によって変動する。

(5)7年 度 財政投 融資 につ いて

日本 開発銀行等 の融資対象 として、在 日あ るいは訪 日外 国人向 けに、報道 ・生活 ・ビジネス・

災害等 の各種情報 を提供 す る 「外国語放送施 設整備事業」が新 たに認 め られた ほか、第2世 代E

DTVの 番組 を制作 しよ う とす る放 送事業 者等 に対す る融資 制度 「第2世 代EDTVの 普及促

進」、テレ トピア指 定地域 内 において、ケーブル テ レビ事 業者等が新 た に音声 ・画像 ・データ等の

各種 の情報 を一体 的 に扱 うマルチメデ ィア情報 通信 サー ビスの実用化 に向 けたプ ロジェ ク トを行

うもの に対 す る融資制度 「通信 ・放送高度化プ ロジェク ト支援」 が、 それぞれ現行 の制度の拡充

として認 め られた(第2-2-3-16表 参照)。

(6)通 信 ・放送機構の 出資 について

通信 ・放送機構 は、通信衛星 ・放送衛星 の管理 ・運 用等、通信 ・放送技 術の 向上 を図 るための

研究、通信 ・放送分 野の高度化の推進 等 の政策支援 を行 う郵政省 の認 可法 人で あ る。

同機構 においては、産業投 資特別会計 か らの出資 を原資 として、継続事業 で あ る 「人材研修事

業 」・ 「有線 テレビジ ョン放送番組充実事業」、 「地域拠点都市地域 の電気通信 高度化促進事業」

に対 す る出資事業 の ほか・さ らに新規事業 として、「受信 設備制御型放送番組 制作施 設整 備事業」、

デ ジタル衛星 放送 の開始 に対 応 して、ソフ トウェ ア との組 み合 わせ等高度 で 多様 なアプ リケーシ

ョンを可能 とす るインテ リジェ ン ト放送 システムの研究開発 を行 うための施 設 を整備す る 「イン

テ リジェ ン ト放送 システム研究開発基盤 施設整 備事業 」に対 す る出資事業 を行 うこ ととしている。

(7)基 盤 技術研究促 進セ ンターの 出融資 について

基盤技 術研究促 進 センター(以 下(7)に おいて 「セ ンター」 とい う。)は 、民 間 にお いて行わ

れ る電気通信及 び鉱工業 分野の基盤技術 に関す る試験 研究 を促進 す るための機 関であ る
。 センタ
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一は、産業投資特 別会計 か ら出融資 され る資金 を原資 として、試験研 究 に必要 な資金 を供 給す る

ための出融資事業 を行 うほか、国立 試験研 究機関 と民間 とが行 う共同研 究のあっせ ん、海外か ら

の研究者 の招へい等の事業 を行 ってい る。

6年 度 において、新 たにセンターの出融資対象 として採択 された案件 は、出資関係 が6件(6

年度出資額3億 円)、 融資関係 が31件(6年 度融資額6.5億 円)と なってい る。 この うち、電気通

信関係 の出資案件 は、「知能映像 情報通信の基礎研 究」、「次世代デ ジタル テレビジ ョン放送 システ

ムに関す る試験研究」及 び 「高速 ・高品質移動通信基盤技術 に関す る試験研究」の3件(6年 度

出資額1.5億 円、第2-2-3-17表 参照)、 融資案件 は21件 となってい る。

第2-2-3-17表 基盤技術研究促進センターの6年 度新規出資案件(電 気通信関係)

テ ー マ 名 会 社 名 概 要

知能映像情報通信の基礎研

究

㈱ エ イ ・テ ィ ・アール知能

映像通信研究所

映像情報 を中心 と して音声情 報等 を用いる ことに
よ り、遠隔 地の人 とあたか も一 堂に会 しているかの

ように話 しあえる ようにするな ど、通信 をより現実

感が あ り便利 な もの とす るための基盤技術 を確立す
る。

次世代デジ タルテ レビジ ョ
ン放送 システムに関す る試

験研究

㈱次世代デジタルテレビジ
ョン放送システム研究所

地上デジタルテレビジョン放送システムを構築 す
る為、無線伝送技術の研究を核 とし、これに適する

変調技術、移動受信基礎技術、誤 り制御技術、受信
復調 ・同期技術及び受信機用基礎回路技術の要素技
術 を確立する。

高速 ・高品質移動通信基盤
技術に関する試験研究

㈱ ワイ ・アール ・ピー移動

通信基盤技術研究所

マイクロ波帯において高速 ・高品質移動通信を実

現するために必要な無線 システム構城 技術、ネット
ワーク構城 技術および将来のFPLMTSの 標準化
に向けての基盤技術 を確立する。

また、7年 度 においては、センター は産業投資特 別会計 か らの資金等(出 資206億 円、融資54億

円、自己資金22億 円)を 原資 として、206億円の出資事業、76億円の融資事業 を行 うこ ととしている。

(8)新 しい通信 ・放送サ ービスの振興

高度化 ・多様化 す る情報通信 に対 す るニー ズに応 えて い くためには、通信 ・放送分 野の新規サ

ービスの展開が必要で あ る
。 この よ うな新規サー ビスを支援 す るこ とによ り、情報流 通の円滑化

を促進 し、均衡の取 れた情報化 の推進 を図 る目的で、2年 に 「特定通信 ・放送 開発事業実施 円滑

化法」が制定 された.支 援 対象事業 としては通信衛星 を利 用 した移動体 データ通信等の新 しいサ

ービスの提供や既存サ ービスの改善 を目的 とした通信 ・放送新規事業
、広帯域 の ケー ブル テレビ

等の地域 におけ る電気通信の高度化 のための地域 通信 ・放送 開発事業、高度 な電気通信技 術の企

業化や需要の開拓等 を行 う通信 ・放送共同開発事 業の3事 業があ る。

支援措置 としては、通信 ・放送機 構 を通 じた出資、債務保証、利子補給 によ る金融支援 及び情

報提供面 にお ける支援 、 また、通信 ・放送新規事業 に係 る欠損 金の繰越期間の特例 、基 金 に係 る

負担金の損金算 入の特例、無利 子融資 及び 日本開発銀 行か らの出資等 が講 じられてい る。
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コラム10

関西文化学術研究都市 ・

京都府、大阪府 、奈良県 の3府 県5市3町 にまたが る約1万5,000haの 地域で、それ

ぞれの一文字 を とり、「けいはんな(京 阪奈)」 ともいわれ る。

筑波学園都 市 と並ぶ 西の研究拠点 をっ くる構 想で、①文化学術研 究施設等 の整備、②

産業の振興 、③居住環境 の整備、④ 都市頭脳 の総合的整備、⑤広域 な交 通施設、情報

通信基盤 施設の整備、等 を 目標 としてい る。

筑波学 園都市 は、国立研究所 、 自然科学研究領域 が中心で あ るが、関西文化学術研究

都 市は民 間中心で、 自然科学 のみ な らず、社会科学、 人文科学 の分 野の研究 も行 う。都

市 の中核 とな る研 究交流施 設 「けいはんなプ ラザ 」や 「国際電気通信基礎技術 研究所(A

TR)」 等 い くつかの施設がすで に完成 し、研究等 を行 って い る。
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第4節 多様な情報流通に向けた電気通信の展開

1電 気通信事業政策の着実 な推進

(1)電 気通信産業政策 の新たな展開

アNTTの 在 り方に関す る政府措置の推進

郵政省は、2年3月30日 に決定 された 「日本 電信 電話株式会社法 附則 第2条 に基づ き講ず る措

置」(い わゆ る「政府措置」)につ いて、広 く国民 ・利 用者への周知 に努 め る とともに、 その具体的

推進 にっ いて、電気通信審議 会に適宜検討状況 を報告 し、同審議 会での審議結果 を踏 まえつつ取

り進 めている。政府措置 は、公正有効 競争 を促進す るた め、事業部制の導 入 ・徹底、移動体 通信

業務の分離、デ ジタル化 の推進等 の措 置 を講 ず るこ と、NTTの 経営の向上等 のため合理化の推

進等の措置を講ず るこ と、 これ らの措置 の結果 を踏 まえNTTの 在 り方 につ いて7年 度 に検 討 を

行い結論 を得 るこ と等 を主 な内容 としてい る。

イ サー ビスの多様化 に向けた接続の在 り方 について

昭和60年 の電気通信制度の改革 による競争原理の導 入後、 料金の低廉 化等が進行 して きたが、

電気通信市場 のさ らな る持続的 発展 の た め多彩 なサ ー ビ スによ る一層 の競争 の実現 が重要 にな

る。 しか しなが ら、多彩 なサー ビスを展開す るうえで必要不可欠 とな る事業者 間接続 において、

接続の意義、形態等の基本 的事項 、接 続費用の負担方法 、接続 に伴 う利用者 へのプ ライバ シー保

護等 について当事者間の合意 が得 られないた め接続協議 が円滑 に進 まない事例 が生 じて きた(フ

レーム リレーサー ビスにお ける異役務接 続 に関す る意見対立、VPNサ ー ビス(`Dにお ける事業範

囲に関す る意見対立等)。

フレーム リレーサー ビスにつ いては、同サー ビスの提 供 にあた り、事業者間の接続協議 が不調

に終 わ り、6年10月 に 日本 テレコム㈱ よ りNTT地 域網 との接続 を求 め、電気通信事業法第39条

第1項 の規定 に基づ き郵政大 臣の接続協 定の締結命令の申立 てが行 われたが、その後NTTと の

間で接続協議 が調 い、 申立 ては取 り下 げ られた。

また、VPNサ ー ビスにつ いて も、同サー ビスの提供 にあた り、事業者 間の接 続協議 は不調 に

終わ り、6年11月 に第二電電㈱ 、 日本 テレコム㈱ 、 日本高速通信㈱ よ り郵政大 臣の接続協 定の締

結命令の申立 てが行 われた。 これを受 け、郵政省で は、6年12月 にNTTに 対す る聴聞会 を行 っ

た。NTTか ら質問が あったVPNサ ー ビスに関す る事業法解釈 につ いて同省 としての見解 を示

した上で、本接続 によ りVPNサ ー ビスの競争が促進 され、利 用者 に多様 な選択 の機会 が与 え ら

(注)VPN(VirtualPrivateNetwork:仮 想 専用網)サ ー ビ スは、契約 者相111で橘 成 したユ ーザ ー グループ 内 にお いて、公衆 網 を利

用 しつつ、利 用 者 に とっ ては、 あた か も専 用線 に よ る自営通 信網 を構 築 した場 合 と同様 の効 果 を実 現 す るサ ー ビ スで あ る。
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れ、公共の利益 を増進す るた めに必要で あ る とい う視 点 に立 っ て、6年12月 に接続協 定 を締結す

べ きこ とを命 じた。

この よ うな状 況 を踏 まえ、郵政省で は、7年2月 、NTTに 対 して指 導文書 「NTT地 域通信

網 との接 続 協議 の手順の明確化等 につ いて」 を発 出 し、接続協議 にお け る基 本的 な手順の策定、

接 続費用 の分担方法 の明確化、接続協定 の公開、接続 に必要 な技術1青報等 の開示 の範 囲、方法等

の改善及 び他の電気通信事業者等 への情報提供 につ いて指導 した。

ウ 規制緩和

(ア)携 帯 ・自動車電話 等移動機の売 り切 り制の導入

6年4月 、携帯 ・自動車電話、簡易陸上 移動無線 電話、マ リネ ッ ト電話 の移動機 につ いて売 り

切 り制度が導入 された。これに よ り、利用者の移動機選択 の幅が広 が る とともに、市場 に新たに参

入す るメー カーの増大 によ り激 しい商品開発、販売競争が展開 され、市場 は急速 に拡 大 している。

(イ)無 線 呼出受信機の 売 り切 り制の導入

無線呼出受信機 の売 り切 り制 の導入 は、政 府の緊 急経済対策 として5年9月 に取 りま とめられ

た規制緩 和等 の実施94項 目の1項 目 となっ ていた.郵 政省 で は、6年1月 、無線呼 出受信機の売

り切 り制度の導 入 に先立 ち、販売主体、対象受信機 の範 囲、 レンタル制度の扱 い、技術的な条件

の在 り方等 につ いて方針 を決定 した。

また、6年5月 の電気通信技術 審議 会答 申(「端末 設備 としての移動 機 に求 め られ る技術的な条

件」)を踏 まえ、郵政省で は、6年11月 、無線 呼出受信機 の不正使 用等 を防止 す るための技術基準

を整備 した。

この よ うに利用者 に とって望 ま しい売 り切 り制度 の導入 のための条件 が整 備 され、7年3月 よ

り無線呼 出受信機 につ いて も売 り切 り制度 が導 入 された。

(ウ)専 用線の利用 自由化に向けて

「今後 にお ける規制緩和 の推 進等 につ いて」(6年7月 閣議決 定)の 規制緩和策 の一環 として、

郵政省で は、7年2月 、専用線 の 自由化 に向 けて具体的 な方策 を以下 の通 り講 じた.

① 国 内にお け る音声系の専用線 と公衆網 の接 続 につ いては、遅 くとも9年 中の完全 自由化を

目指 し、段 階的な開放 を促 進す る。具体的 には、7年4月 か ら、専用線 の片側 に公衆 回線を

接 続す る・ いわゆ る 「公一専」 片端接続 を可能 とす る。 さ らに、次 の段 階への移行時期、内

容 につ いては・「公 一専」片端接 続 に よる第一種 電気通信事業者 への影響 を1年 後 に評価 した

うえで決 定す る。

② 国際VANサ ー ビスにお ける基本音声サー ビスの提供 につ いては、段 階的 な開放 を促進す

る・具体 的 には・7年4月 か ら・公衆網 と接 続の ない形 態での国際専用 回線 によ る基本音声

サ ー ビスの提供 を行 うこ とを可能 とす る。 さ らに、公衆網 との接 続 につ いて は、第一種電気
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通信事業者の経営 への実態的 な影響 を2年 後 に評価 し、その評価 及び国際的 な検 討 を踏 まえ、

その実施時期、 内容 を決 定す る。

これ らの措 置 によ り、企 業 によ る柔軟 なネ ッ トワー クの利用が実現 され、ニュー ビジネ スの創

出や企業活動の効率化 ・情報化が一層推進 され るもの と期待 され る・

なお、国内 におけ る 「公 一専」片端接続 につ いて、郵政省で は、7年3月 、電気通信事 業者6

社に対 して、専用線 の利 用 自由化 を内容 とす る電話サ ー ビス契約約款等の一 部変更 の申請 を認 可

した。 これ によ り7年4月 か ら、電話網 やISDN網 と県用線 との接続 を通 じて、利 用者 が1辞i乏

通信ネ ッ トワー クをビジネ ス等 に活 用で きる事業環境 が整 備 され るこ とになった。

国OEM機 器 に係 る技術基準適合 認定の手数料の減額

「今後 にお ける規制緩 和の推進等 について」(6年7月 閣議決定)の 規制緩和策 の一環 として、

郵政省で は、6年11月 、端末機器 の技術基準適合認定 に係 る省令の一部 を改正 し、OEM川 供給

を受 けた電話機、構 内交換 設備、 ボタン電話装置、モデ ム、 ファ クシ ミリ、無線呼出受信機等 の

端末機器の技術基準適合認定の手数料 を大幅 に減額 す るこ とに した。 これ によ り、OEM製 品 を

発売す るメーカーの負担が軽減 され、端末機 器の提供形態が 多様 化 し、端末機 器市場 の拡 大が促

進 され るこ とが期待 され る。

㈲ 第一種電気通信事業 に係 る許 可申請 に関す る提出書類の簡素化

「今後 にお ける規制緩和 の推進等 につ いて」(6年7月 閣議 決定)の 規制緩 和策 の一環 として、

郵政省で は、7年3月 、電気通信事業法施 行規則 の一部 を改正 し、第一種 電気通信事業者の許 可

申請に関す る提 出書類 を簡 素化 し、 申請者 の負担 を軽減 す ることとした。

(カ)工 事担任者資格の規制緩和

「今後 における規制緩和の推進等 につ いて」(6年7月 閣議決 定)の 規制緩和策の一環 として、

郵政省で は、7年3月 、工事担任者規則の一部 を改正 し、アナ ログ種 とデ ジタル種 の両方の資格

を必要 とす る工事への対応 を容 易にす るため、新 た に 「アナ ログ ・デ ジタル総合種 」資格 を設 け

ることとした。

㈲ 電気通信機器 に貼付 す るマークの一元化

従来、電気通信機器 に貼付 され るマー クには、端末機器 の技術基準適合認定マー ク、無線設備

の技術基準適合証明 マー ク、無線設備 に対す る呼 出符号 又は呼 出名称 の指 定のマー クの3種 類 が

存在 し、例 えば コー ドレス電話やPHSの 場 合 は、3種 類 のマー クをすべ て貼付す る必要 があっ

た。 そこで、郵政省で は、7年3月 、端末機 器の技 術基準適合認定 に関す る規則、特 定無線 設備

の技術基準適合証 明 に関す る規則 及び電波法施行規則の一部 を改正 し、7年4月 か ら、 これ らの

(注)OEM(OriginalEquipmentManufacturi119:相 手先商標 製品 製造)は 、相 手 先ブ ラン ド名で売})出 され る製 品(技 術基準 適 合

認定 を受 けた端 末機 器 と同一 の設計 に係 る端末機 器)の 生産で あ る。
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第2-2-4-1図
一元化された電気通信機器への貼付マーク

従来のマーク

端末機器の技術基準適合認定 無線設備の技術基準適合証明 特定の無線局に対する呼出
符号又は呼出名称の指定

( -

」
一

τ

∠、
叉ノ

新 しい マ ー ク

省令 に基づ いて電気通信機 器 に貼付 され る こ とになって い るマー クの一元 化 を行 うこ ととした

(第2-2-4-1図)。

工 ニ ュー ビジネスの振興

(勃PHSの 事業化の促進

「パー ソナル通信分 野 にお ける基本サー ビス」、 「身近 なマルチ メデ ィア」として期待 され るPH

Sに っ いて、 その社会的受容性確認、技術確 認のた め、5年10月 よ り簡易型携帯 電話 システム実

用化実験協議 会の下で、PHSの 実用化実験 が行 われて きた。

同協議 会か らの報 告 を受 け、6年10月 、郵政 省 は、「簡易型携 帯電話 システム実用化実験評価研

究会」 においてPHSの 実用化 に向 けての最 終報 告 を ま とめた。 それに よる と、サー ビス面に関

す る実験結果か らは、約9割 の利 用者(モ ニ ター)がPHSに 対 す る利用意 向 を示 している。料

金面で は、加入一時金5,000円 以下、月額基本料3,000円 以下、3分 当た り市 内通 話料30円 ～50円

程度で のサー ビスを希望 す る人が最 も多い とい う結果 になった。 また、技術面 に関す る実験結果

か らは、無線機能、ネ ッ トワー ク機能、 インタ フェース機 能 のいず れ につ いて も、十分 に実用化

の段階 に達 してい るこ とが検証 された。一方、事業化 の留意事項 として、公衆 網事業者 は、公衆

網 にPHSを 接続す るた めの装置 を整備 す る計画 をオープ ンにす る と ともに、PHS事 業者 との

接続 にあたっては接 続料 金等で公正 を講 ず る必要 があ るこ と、PHS事 業 者 は、PHSの 普及を

促進す るために加入時の負担 をで きる限 り低廉 化 す る とともに、多様 かつ分 か りやすい料金体系

を実現すべ きで あ る としてい る。

郵政省で は、同研究会 の報 告、実用化 実験 の実施者 ・利 用者 の意見 等 を踏 まえ、PHS事 業化

の方針 を以一ドの通 り決定 した(6年6月 、基本 方針 、6年11月 、最終方針)。
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① 全国を11ブ ロックに分 け、各 ブ ロ ックご とに3以 内の事業者 に周波数 を割 り当て る。

②PHS事 業者 は、事業 開始後5年 以 内 に、地域 ブ ロック内の人 口のおおむね50%以 上 が居

住す る区域で サー ビス提供で きるよ う努 め る。

③PHS事 業者 は、PHSの 普及 のため、低廉 かつ多様 な料金 と広範 なサー ビスエ リアによ

り事業 を実施 す る。

④ 公衆網事業者 は、PHSが 接続す る公衆 網の整備 、公正 な接続条件 を講ず るよう努 め る。

⑤ 各PHS事 業 者が利 用者 に付与 す る番号体 系 は、

050-XX-XXXXXと す る。

サービス 事業者 加入番号

識別番号 識別番号

また、 この事業 化の方針 を受 けて、郵政省で は、7年2月 、「事業用 電気通信設備規則の細 目」

(昭和60年 郵政省告示228号)の 一部 改正 を行 い、PHS事 業 に関す る番号計画 を策 定 した。

このP且S事 業化 の最 終方針 の決 定 によ り、先 にPHS事 業化 に向 けて準備会社 を設立 した3

グループの計23社(6年 度末現在)に 対 して、PHS事 業 が許可 された。 これによ り、首都 圏を

中心に7年7月 か ら順次 サー ビスが開始 され る見通 しとなった。

また、6年5月 の電気通信技 術審議 会答 申を踏 まえ、郵政省で は、6年11月 、PHSの 端末設備

に関す る技術基準(端 末設備規則 の規定 に基づ く移動 電話端末等 の送信 タイ ミング条件等)を 制

定 した。

また、PHS方 式 の海外へ の普及 につ いては、香港で も日本の方式 を導入す るこ とが決 定 され、

来年 に もサー ビスが開始 され る見通 し となった。 ま

た、働電波 システム開発 センター(RCR)で は、

6年12月 にシンガ ポール、マ レイシア、イ ン ドネ シ

アの3か 国の要請で、7年3月 にフィ リピン、タイ

の2か 国の要請 で 日本 のPHSを 紹介 す るセ ミナ

ーを開催 した。
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一 第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

コ ラ ム11
「PHSと 携帯 ・自動車 電話 」

PHSと 携 帯 ・自動車 電話 の違 いは次 の通 りで あ り、 自動車 の よ うな高速移動 中に

は利 用で きない ものの、低料金、端末 の小型軽量化、バ ッテ リ使 用の長時 間化、高速

デー タ伝送 が可能等 の特 長が あ る。

一

PHS

『

携帯 ・自動車電話

移動性
低速移動時には利用可能

(例)歩 行速度

一

高速移動時にも利用可能

(例)自 動車、新幹線

料

金

月額基本料通話

料`m
調整中

『
(通常 プ ラン)(ロ ー コー ル プラン)

7,500円 前 後4,500円 前後

100円 前後150円 前後

電波到達距離 100～500m程 度 1.5～10km程 度

端末出力 !0ミ リW

『
600ミ リW～5W

利用時間
50～ 数百時間程度

(待受時間)

20～150時 間程度

(待受時間)

伝送容量
32kb/s (アナ ログ)(デ ジタル)

2,400～4,800b/sll.2kb/s

加入契約者 一 『 一 『 『__
433万 加入(7年3月 末)

需要予測 3,800万 加 入(2010年)1`12) 3,400万 加 入(2010年)〔`13}

サービス提供事業者 23社(事 業許可べ一ス) 26社(事 業許可べ一 ス)

(注1)平 日/昼 間/近 距離/3分 間の通話料

(注2)簡 易携帯電話システム実用化実験評価研究会最終報告より(6年10月)

(注3)マ ルチメデ ィア移動体通信に関する調査研究会報告より(7f卜4月)

(イ)CATVを 利用 した電話サ ー ビスの事業化の検討

CATVを 利用 した電話サー ビス(以 下 「CATV電 話」 とい う。)は 、地域情報通信 市場の活

性化の ため・郵政 省が5年12月 以来 ・CATV事 業者 によ る通信 サー ビス も含 めた 「フノレサー

ビス」の実現 の促進 を重要施策 として盛 り込 み・事業化へ の機運 が高 まっ て きた ところである。

この よ うな状況 を踏 まえ・郵政省で は・6年11月 ・CATV事 業者 、電気通信 事業者等か らの

ヒア リング を踏 まえ・CATV電 話の事業化 のガ イ ドラインを定 めた
。 それ によ る と、CATV
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電話事業 を営 む事業者 は電気通信事業法 に基 づ く第一種 電気通信事業者 とな るこ とを要件 とした

うえ、NTTと 共通 の番号体系 を採 用で きるこ と、ネ ッ トワー クの接 続 は事業者 間の協議 によ り

適切 な条件で円滑 に実施 され るこ と、低廉 かつ多様 な利用者 の料金 を設定す るこ と等 が望 ま しい

としている。また、このガ イ ドラインを受 けて、郵 政省 で は、7年2月 、「事業 用電気通信設備規

則の細 目」(昭 和60年 郵政省告示228号)の 一部 改正 を行 い、NTTやCATV事 業者等 の固定電

話事業者、無線呼出 し事業者等 の番号計 画 を策 定 した。

コ ラ ム12
「CATVを 利用 した電 話サ ー ビス実験 の動 向」

6年11月 、郵政省 が、CATVを 利 用 した電話サ ー ビスの事業化 ガ イ ドラインを発

表 して以来 、CATV事 業 者 に よる通信サ ー ビス も含 めた 「フルサ ー ビス」化の一つ

として、CATV電 話 の事業 化への機運 が高 まって きてい る。

現在、全国各地で さまざ まなCATV電 話サー ビスの実験 が行 われてい るが、 この

うち、 ケーブル テレビ協議 会 フルサー ビス ・ネ ッ ト委員会 に参 加 してい るCATV事

業者の以下の取 り組 み事例 を紹介 す る。

事例1Aケ ー ブル テレビ局 は、5年 末 よ り約1年 間、CATV局 内の電話サー ビス

や公衆網 との接続 サー ビスの実験 を行 ってい る。 これ は、家庭 にあ るCATV

のホームター ミナル に電話機 を接続 し、同 じよ うにCATV電 話機 を持 って い

る人 または公衆網 の電話 と会話で きる もので あ る。

またCATVセ ンター内 にパ ソコン通信 ネ ッ トワークのアクセスポ イン トを

設置 し、合 わせてパ ソコン通信サー ビス も行 って いる。
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事例2Bケ ーブル テレビ局 は、CATV網 にPHS基 地 局 を接 続 し・都 市部 の繁華

街 において学生及 び若手社会 人層 を対象 としたPHSの 公 開実験 を行 った。雑

音 レベル、音質 な どの調査結果 を ま とめて、今後 のCATV網 のPHSへ の活

用 の参考 とす る意向であ る。

CATVを 利用 したPHSの 公開実験

この よ うに、現在 、CATVは マル チメデ ィア時代 の中核 の一 つ として注 目を集 め

てお り、今後、数多 くのCATV事 業者 が このCATV電 話サ ー ビスの事業 化 に取 り

組 み、地域情報通信 市場 の活性化 につ なが る もの と期 待 されて い る。

(ウ)情 報通信端末機器の高度化の推進

電気通信審議会答申(6年5月)で は 「社会経済 システムの情報化のためには、光 ファイ・網

の整備 と連携 した多様 なアプ リケーション ・端末の開発が必要」 と指摘 された ところである。ま

た、6年4月 の携帯 ・自動車電話移動機iの売 り切 り制導入、7年3月 の無線呼出受信機の売 り切

り制導入により市場は急速 に拡大 してお り、今後 とも情報通信端末機器市場 はますます多様化す

るもの と予想 される。 このような状況を踏 まえ、郵政省では、情報通信端末機器の高度化 に向け

た施策 を総合的 に推進する体制 を整備 した。

オ 電気通信の番号計画

6年4月 の売 り切 り制の導入 に伴 う携帯 ・自動車電話の番号需要の増大、電気通信分野におけ

る多彩 なサービスの進展や、通信 ・放送融合サー ビスの登場が予想 され ることか ら、今後の電気

通信の番号に対するニーズはますます増大かつ高度化 していくもの と考 えられる。 また、世界的

な情報通信基盤の構築 に向けた国際的な取 り組みが進め られている中で、欧米各国で も番号計画
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や番号管理の在 り方の検 討が行 われ ている。

このよ うな状況 を踏 まえ、郵政 省で は、我 が国の今後の番号需 要への対応、ニ ュー ビジネ スの

振興及び国際的連携 の推 進 な どの観 点か ら今後 の電気通信の番号計画及 び番 号管 理の在 り方 にっ

いて検討 を進 めるため、「電気通信 の高度化の ための番号の在 り方 に関 す る研究会」を6年!1月 か

ら開催 してお り、7年4月 を 目途 に研 究結果 を取 りま とめ る 弄定であ る。

(2)新 世代通信網の整備

郵政省で は、電気通信の利倒 生を飛躍的 に高 め る新世代 通信網 の整 備 をはか るため、3年 か ら

「電気通信基盤 充実臨時措置法 」 によ り、光 ファイバや同期 デ ジタル伝送 装置 等で構成 され る高

度通信施設整備事業 の推進 を図 って きた。

現在、当該事業 として認定 を行った事業者 は17社 で あ り(7年3月 現在)、 税制支援措置 としての

法人税 にお ける特 別償却、 固定資産税 の特例措置、 日本開発銀 行等 か らの低利融資等の支援措 置

が実施 されてい る。

2電 波の高度利用と環境整備の促進

(1)電 波利用促進のための規制緩和

ア 無線局検査制度の簡素化

無線局は、開設、変更工事の落成の際及び免許期間中の一定時期毎に、無線設備、無線従事者、

備付け書類等の検査 を受 ける制度になっているが、近年の技術進歩 に伴 う無線設備の性能安定、

信頼陛の向上や免許人の自主的管理点検能力の向上等に鑑み、次のような大幅な簡素化 を7年4

月から施行する予定である。

① 定期検査不要局の拡大

② 免許人による管理点検が良好 な一定の無線局の定期検査省略

③ 定期検査の実施周期の延長

④ 変更検査を省略する範囲条件の拡大等

イ 携帯 ・自動車電話基地局への包括周波数指定免許制度の導入

近年の携帯 ・自動車電話サービスの急激な加入者の増加に対応す るために、電気通信事業者 に

おいては、携帯 ・自動車電話基地局の無線回線を頻繁 に変更 をす ることが必要になっている。 こ

れまでは、基地局で使用す る周波数 を増波する場合は、無線設備の変更の許可 ・検査が必要であ

ったが、こうした事業者の負担を軽減す るために、郵政省では、6年12月 に電波法関係省令を一

部改正 し、事業者が使用す る予定の周波数をあ らかじめ指定 して免許する 「包括周波数指定免許

制度」を導入することとした。 これにより、基地局で使用す る周波数を増波す る場合、技術基準

適合証明設備を使用す る場合は、当該無線設備の許可 ・検査が不要 にな り、無線回線の変更 に迅
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速 に対応 す るこ とが可能 とな る。

(2)周 波数有 効利用の ための技術 的諸方策

郵政省 は、6年4月 に、電気通信技術審議 会 か ら 「周波 数有効利用 のた めの技 術的諸方策」に

っ いて答 申 を受 けた。本答 申で は、近年 の通信 のパ ー ソナル化、 マル チメデ ィア化 に伴 う電波需

要 の飛躍的増大 に伴 い、有限 な電波資源 の一層 の効率的利 用が不可欠 となって い ることか ら、電

波需要 の急増 に的確 に対処 して い くために、将 来 の周波数需要動 向、周波数利 用 に関 す る国際動

向、周波数有効利用技 術の発展動 向が明 らかにされ る とともに、 これ らの動 向 を踏 まえつつ、総

合的 な観点 か ら、今後の周波 数有効利用の ための技 術的方策 につ いて取 りま とめがな された。

これ を受 け、郵政省で は、6年9月 に、計 画的かつ能率的 な電波利 用 を図 るため、電波 の有効

利 用の方向性 を示 した 「電波有効利用指 針」 を策 定 した。本指 針 は、5つ の無線通信業務(移 動

通信 、移動衛星通信、固定通信、 固定衛星 通信、放送)ご との① 将来 の電波 利用 の考 え方、②導

入すべ き電波有効利 用技術 と研究 開発 目標 か ら構 成 され る。

本指針 において将 来の周波数移行の方針や電波 有効利 用技 術の導 入の方針 が明示 され ることに

よ り、① マル チメデ ィア化対応等 の将 来の無線通信 システムの導 入 の促進 、② 周波数移行、再配

分 の促進、③ メー カー、通信事業者等の電波 有効利 用技 術の研 究開発 の的確化 ・円滑化等の効果

が期待 されてい る。

(3)周 波数資源の開発

我 が国 にお ける電波利 用 は、社会経済 の発展、電波利 用技術 の進 歩 によ ります ます増大の一歩

をた どってい る。 また、移動通信 のマルチ メデ ィア化 が進 む こ とに よ り、従 来以上 の高速大容量

通信 を可能 とす る電波利 用技術 の開発が必要 にな る。

これ らの電波需要 の急激 な増加 に的確 に対処 してい くた めに、郵政 省で は、郵政省通信総合研

究所 が 中心 となって、計画的 に周波数資源 の開発 を推進 してい る。

ア 未利用周波数帯の開発

オ フィス等 にお ける情報通信 ネ ッ トワー クにお いては、 これ まで使 用 され てい る周波数の約10

倍 と広 い帯域 を有 してい る ミリ波(30GHz～300GHz)を 利 用す るこ とによ り、端末機器の無

線化 ・可搬 化、広帯域伝 送 ・マルチ メデ ィア伝送 を可能 とす る ミリ波構 内通信 システムの実現が

可能 とな る。郵政 省通信 総合研究所で は、 ミリ波構 内通信 を実現 す るため に、屋 内多重路伝撫 寺

性 ・高速伝送技 術 ・小型高機 能 なアンテナ技術等 の要 素技術 の研 究開発 を進 めてい る。

また、同研究所 で は、 ミリ波 ・サブ ミリ波(300GHz～3 ,000GHz)の 利 用 を進 め るために必

要 とな る回路 部品の小型化 ・軽量化 ・価格低減 を実現 す るた めに、薄 膜 回路部 品技 術 とそれ らを

集積 化 した通信 デバ イスの研 究開発及び新 しい機能 デバ イスの研 究開発 を行 っ てい る。
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イ 既利用周波数帯の再開発

将来の移動通信 の需要増加 と高度 な通信 サー ビスの導 入 に伴 う周波 数の ひっ迫 に対応 す るた

め、主 として、地上固定通信 ・衛星 通信等 に現在使 用 されてい るマイ クロ波 帯(3GHz～10GHz)

を移動通信 に利用す るための研究開発が必要 となって いる。郵政 省通信総合研 究所で は、 マ イク

ロ波帯 をマ イク ロセルで のマルチ メデ ィア移動 通信サー ビスに利用す るため、① 電波伝搬 特性 と

ゾーン構成法 の研究、②移動局、基地 局の高能率 アンテナの開発、③ 高速、高品質 デ ジタル伝送

方式の研究開発を進 めて いる(第2-2-4-2図 参照)。

第2-2-4-2図 マイクロ波帯移動通信の利用イメージ図
隣の基地局 マイクロセル

ウ 周波数有効利用技術の開発

主 に移動通信需要の増大 に対処す るた め、電波 の伝搬状 況や利 用状況等 の環境 に応 じて、周波

数の配置、各基地局が管理 す るゾー ンの範 囲及び変調方式 を動的(ダ イナ ミック)に 変化 させ、

最大限の周波数有効利 用 を図 るインテ リジェ ン ト電波利用技 術の研究開発が重要 になって きてい

る。 このた め、郵政省通信総合研究所で は、①通話量 の変動 に応 じて各基地 局が使用す るチャネ

ノレ数を変化 させ、周波数効率 を向上 させ るダ イナ ミックチャネル割 当技術、② 各基地 局が管理す

るゾーンの範囲 を通話量 に応 じて変化 させ、周波数効率 を向上 させ るダ イナ ミックゾー ン構成技

術、③伝搬 路の状況 の良否 の予想 に応 じて、変調方式 を変化 させ る適応 変調伝送方式 について研

究開発を進 めている(第2-2-4-3図 参照)。

このほか、同研究所で は、放送 にデ ジタル技術 を導 入す るこ とによ り、放送局の 多局化、難視

聴解消、 コ ミュニ ティ放送の普 及等 の拡大 す る周波数需要 に こた える と同時 に、マルチ メデ ィア

化等の高度化 を図 るた めに、画像の階層符号化、直 交周波数 分割 多重(OFDM:Orthogollal

FrequencyDivisionMultiplex)変 調 方式、使 用周波数帯、サー ビ スエ リア等 の研究 を行 ってい

る 。
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第2-2-4-3図 ダイナミックチャネル割当技術及びダイナミック
ゾーン構成技術のイメージ図

トラ ヒ

曲倫

通話量か高い基地局に

.,多くのチ ャネル を割 り

1篇h諜ll

曲論隔 禽ラ晶溝
測 基地局cg曲

トラヒ.ク 大

タイナ ミックチ ャネル割当技 術:

通話 量の変 動 に応 じて各基地 局 か使 用 す るチ ャ

ネル数 を変 化 させ 、周 波数効 率 を向上 させ る技 術。

噛[壷 臥螺 灘難1

ぜ1慮
團 晶曲i、晶酪
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ダ イナ ミ ックゾー ン構成 技術:

各 基地 局 が管理 す る ゾー ンの 範 囲 を通 話量 に応

じて変 化 させ 、周波 数効 率 を向上 させ る技 術。

(4)マ ルチメデ ィア移動通信 の振興

近年 、社会 ・経済 に新 たな高度化 を もた らす もの として、 マル チ メデ ィア ・アプ リケーション

の導 入が各界で検 討 されは じめてい る とともに、 「いつで も、 どこで も、だ れ とで も」通信を可能

とす るパ ー ソナル化 に対す る要望 も高 まって い る。 このた め、 これ らのニー ズ に対応 し、マノレチ

メデ ィア ・パー ソナル通信 を実現す るマルチ メデ ィア移動通信 の環境整 備が急務 となっている。

また、国際的 に も、無線系 マル チ メデ ィア等 の先端技術分 野 に関す る日米欧 の連携 やアジア との

協 力が必要 となって いる。

この よ うな中、郵政省で は、 マルチ メデ ィア移動通信 の実現 に向 けて、 マルチ メデ ィア移動通

第2-2-4-4図 マルチメディア移動体通信のイメージ図

多種多様 な情報 にアクセス可能
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信に関す る開発 ビジョンの策定、研 究開発の促進 、技術基準 の検討及 び諸外国 との連携 、協ノJ等

の施策を総合的 に推進 してい る。移動体 通信 の展望 につ いては、6年61」 に電気通信技術審議会

か ら 「移動通信 システムの将来像 と開発の在 り方」が答 申 されてい るが、 さ らに、6年8月 か ら

は 「マルチ メデ ィア移動体通信 に関す る調査研究会」 を開催 し、① マルチメデ ィア移動体通信の

適用領域 とアプ リケー シ ョン、②移動体通信 システムのマルチ メデ ィア化の進 め方、③標準化、

システム開発への要求条件等 につ いて、7年4月 を 目途 に調 査研 究を進 めてい る(第2-2-4

-4図 参照)。

(5)移 動通信の普及促 進

ア 高速ページャーシステム

無線呼出 し(ペ ー ジングサー ビス)の 加入者 は、近年非常 に高 い伸 び を示 してお り、 その利 用

形態 について も、従来 の呼 出 しのみの利 用法 か ら、情報伝 送や メ ッセー ジ交換 に使 われ るな ど多

様化 して きてい る。

今後、 この ようなペー ジングサー ビスの一 層の高機 能化、 多様 化が見込 まれ るなかで、収 容量

の増加及び大量のデータ伝送が可能 とな る高速ペ ー ジャー システムの早期 実 用化が求 め られて い

るこ とか ら、郵政省で は、電気通信技

術審議会か ら、「電気通信業務 用デー タ

系移動通信 システムの技術 的条件」の

うち 「高速ペー ジャーシステム用無線

設備の技術的条件」につ いて、6年11

月一部答申を受 けた ところで あ り、今

後、関係省令の整備等 を進 め るこ とと

している。

今回答 申を受 けた システムの特徴 と

しては、①伝送速度 を6,400b/sま で高

速化す るこ とが可能 なた め、電子 メー

ルのような文字情報 の伝送 が可能 とな

る、②同一 チャネル 内で現行方式 と時

分割によ り混在 してサー ビスす ること

が可能なため、加入者 の増加 に応 じて

現行方式か ら高速ペー ジャー方式への

柔軟 な移行 が可能 になるこ と等が あげ

られ る(第2-2-4-5図 参照)。

第2-2-4-5図

〕

高速ページャーシステム

の利用イメージ図
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イ ワイヤ レスカー ドシステム

近年、道路 、駐車場 、駅等 にお ける料金徴収 の効率化、 オ フィス、工場 等 の入退室管理の効率

化、 レジャー施設使用の簡便 化等 といった社会経済 活動 の効率化、省 力化の観点 か ら、 ワイヤレ

スカー ドシステムの実用化 に対す るニー ズが様 々な分野 にお いて高 まっ て きてい る・これ までに、

微弱 電波等 を利用 したシステムが実用化 されて きて いるが、通信距離 が短 いな どの課題 があるた

め、ICカ ー ド等 を活用 した様 々な用途 に対応で きる、 よ り高度 なシステムを実現す ることが求

め られて いる。

郵政省で は、 電波 の有効利用、利 用者 の使 い勝手、 セキュ リティ対策等 を考慮 しつつ、 ワイヤ

レスカー ドシステムの実用化及 び普 及促進 を図 るた めに、6年10月 、 電気 通信技 術審議 会に 「ワ

イヤ レスカー ドシステムの無線設備の技術 的条件」 につ いて、諮問 を行 った(第2-2-4-6

図参照)。

第2-2-4-6図 ワイヤ レスカー ドの利用イメージ図

ワ イ ヤ レ ス カ ー ト

高速道路における自動料金徴収システム(例)

料金徴収 システム

駅における自動改札(例)

ウ 将 来 の 公衆 陸 上移 動通 信 シ ステ ム(FPLMTS)

FPLMTS(FuturePublicLandMobileTelecommunicationsSystems)は 、 アナ ログ方

式 、 デ ジタ ル方 式 に続 く第3世 代 の 移 動 通 信 シ ス テ ム として位 置づ け られ て お り、ITUに おい

て、1986年 か ら標 準 化 の 検 討 が 開始 され て お り、1992年 に開催 され たWARC92に お いて は、2

GHz帯 の 周 波 数 を2000年 以 降 に割 り当 て る こ とが取 り決 め られ て い る。現 在 は、ITU-Rの

TG8/!(タ ス ク ・グル ー プ8/1)とITU-Tの 関 連 す る研 究 委 員 会 にお い て、世 界標準

方 式 の 検 討 が 進 め られ て い る。

我 が 国 で は、 電 気 通信 技 術 審議 会 にお い て、ITUへ の寄 与 文 書 の 審議 が積 極 的 に進 め られて

い る。
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(6)道 路 ・交通 ・車両の情 報化への 取組

アVlCSの 推進

VICS(VehicleInformationandCommunicationSystem)は 、渋滞 ・事 故 ・規制 ・旅行

時間等の道路 交通情報 を ドライバー に提 供す るこ とによ り、交通 の安 全 ・円滑化、環境保 全及 び

経済1生の向上等 に寄与 す るこ とを 目的 としてい る。

情報の提供 にあた っては、①道 に沿 って設置 された電波 方式又 は光学式の装置 を通 して、 間欠

極小の通信範 囲で道路 交通情報 を提供す る情報 ビー コン方式、②FM放 送 局の放送波 に重畳 して、

広域の通信範 囲で道路 交通情報 を移動体 に提 供す るFM多 重放送方式が検 討 されて い る。

VICSの 推進 にあたっては、郵政省 ・警察庁 ・建 設省 の支援 の もと、VICS推 進協議 会に

おいて、実用化 ・事業化 に係 る調査、研究、開発が行 われて いる。

郵政省で は、電波方式 ビー コンの技術的条件 につ いて、5年9月 の電気通信技 術審議 会の答 申

「道路交通 に関す る情報通信 用無線設備 の技 術的条件」 を受 け、6年10月 に当該 システムの実 用

化のための省令改正 を行 った ところで あ る。

また、VICSの 事業推進 のため に、郵政 省 ・警察庁 ・建設省の3省 庁共管の(財VICSセ ン

ター(仮 称)が 設立 され る予定であ る。

イ 小電カ ミリ波 レーダ

小電力 ミリ波 レーダ は100m程 度 の範囲 の状況 を探 知可能 な ミリ波 を用 いた レーダ シ ステムで

あ り、霧の中や降雨 ・降雪時 において も使 用可能で あ るため、特 に自動車 の衝突事 故等 の防止 の

一助 とな るシステム として、 その早期実用化が望 まれて いる。郵政省で は、7年3月 に電気通信

技術審議 会か ら 「60GHz帯 の周波数 を利 用す る小電 力 ミリ波 レーダ の技術的条件」 につ いて一部

答申を受 けてお り、 これ を受 けて、今後 実用化 に必要 な関係省令の整 備等 を進 め る予定で あ る。

ウ 道路 ・交通 ・車両の情報化への国際的な取組

ITUで は、 カー ・ナ ビゲー シ ョン無線等 の道路 交通情報 通信 シ ステム につ いて、TICS

(TransportlnformationandControlSystem)と して国際標準 化 を図 る方針 を固 め、6年12月

にスイスの ジュネーヴで 開かれた作業班会 合で新勧告案作 りを開始 した。郵政省で は、 この よ う

なITUの 国際標準化 に積極的 に寄与す るこ ととして いる。

また、道路 交通 の安全 ・円滑化 や環境 ・エ ネルギー に与 える影響等 の諸課題 を解決 す るた めに、

道路交通のインテ リジェ ン ト化 を進 め るための技 術開発が世界的 に進 め られ てい る。我 が国 にお

いて も、 この ような内外の動 向に適切 に対処 してい くた めに、郵政省 ・警察庁 ・通商 産業省 ・運

輸省 ・建 設省の5省 庁の支援 の も と、6年1月 に道路 ・交通 ・車両 インテ リジェン ト化推進協議

会(VERTIS:Vehicle,Road&TrafficIntelligenceSociety)が 設立 され、ITS国 際会
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一 第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

言義訓の運営 及び活動等 に積極的 に寄与 してい る。

(7)N-STARを 利用 した国内移動体衛星通信サ ー ビスの提供

我 が国 におけ る地上 系 の移動体通信サー ビ スの需要 は急速 に伸 びてい るが、 サー ビスエ リアの

補完 ・拡大 には衛星の利 用が効果 的で あ り、移動体衛星通信 システムの早 期 実現 が求 め られている。

このた め郵政省 は、移動体 衛星通信 で は初 めての周波数で あ るSバ ン ド(2.6/2.5GHz帯)を

用 い る国内移動体衛星 通信の導 入 を目的 として、7年7月 に関係郵政省令 の改正 を行 うこととし

て い る。

なお、7年 中に打 ち上 げが予定 されてい る通信衛星 「N-STAR」 には、Sバ ン ドの トランス

ポ ンダが搭 載 され るこ ととなってお り、 これを利 用 す る船 舶 ・自動車等 を対 象 とした国内移動体

衛星通信サー ビスが、NTTDoCoMoに よ り提供 され る予定で あ る(第2-2-4-7図 参照)。

第2-2-4-7図N-STARを 利用 した国内移動体

衛星通信サービスのイメージ図
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(8>GMDSSの 推進

「海上 にお ける遭難 及び安 全に関 す る世 界的 な制度(GMDSS:GlobalMaritimeDistress

andSafetySystem)」 は、船舶 が世 界中のいかな る海域 を航 行 していて も、最新の衛星通信技術

やデジタル通信技術 を使用 して、陸上 の捜索救助機関への遭難警報 の送.信及び陸上 か ら船舶 への

海上安全清報 の伝達 を可能 とす るシステムで あ り、4年 か ら段 階的 に実 用化が なされている。

郵政省で は、英語 に よる海上 安全情報 を提供 す るための 「ナブテ ックスシステム」 ゆに引 き続

き、6年 度 には、 日本 人に理解 しやす い 「日本語 によるナブ テ ックスシステム」の導 入に際 し、

送信機及び受信機 の技術基準 を策定す るな ど、GMDSSの 普 及促進 に努めてい る。

また、郵政省で は、GMDSSの 普 及促進 のための環境整 備 を図 るた め、4年 度 か ら3か 年計 画

で 「GMDSSの 導 入 に伴 う海上 通信 の整 備 ・再構 築 に関す る調査研 究会」 を開催 してお り、7年

3月 にGMDSS体 制への円滑 な移行のた めの提言 を行 った(第2-2-4-8図 参照)。

第2-2-4-8図GMDSSの イメージ図
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(注)ナ ブテ ックスシス テムは、海上 の安 全 に関す る情 報(航 行警報 、気 象警報 、捜 索救 助情報 等)を 提 供す るシ ステムで、船 舶 は、海

岸局か ら送信 され る情報 をナブ テ ック ス受信機 で 自動的 に受信 して印字 す る。
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(9)光 無線通信システム に関す る取組

光無線通信 システムには・電磁 ノイズ に強 く、高 いセキ ュ リテ ィを確保で きる とい うメ リット

があ るほか・ハ イビジ ョン映像 の伝送 が可能 にな るな ど、LANや 通信端末等 にお いて高速 ・広

帯域 の伝鱗 撫 線 によ り経済 的1二期 可能であ る とい う特 長が あ るた め、今後の マ・・チメディ

第2-2-4-9図 電波監視施設のイメージ図

遠隔方位測定設備 と不法無線局探索車
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第4節 多様な情報流通に向けた電気通信の展開一

ア化の推進 にあたって、光無線通信 システムが果 たすべ き役割 は重要 と考 え られ る。

このため、㈲ 電波 システム開発 センター(RCR)で は、 「光無線通信 システムに関す る調査研

究会」を7年3月 か ら開催 し、光無線通信 システムにつ いての標準化 方策、普及 ・振興等 に関 し

て調査研究 を進 めて いる。

郵政省では、電気通信 の健 全な普及 ・発展及 び振興 を図 る観点 か ら、RCRに 対 し情報 の提供

等の支i援を行 うこ とと併 せて、RCRで の調査 研究結果 をふ まえ、ITUに 対 し光無線 通信 シス

テムの標準化等 に関す る所 要の寄与 を行 ってい くこ ととしている。

⑩ 電波環境保護の促 進

電波利用の拡大 とともに、免許 を取得 せず に開設 ・運用す る不法無線 局や免許 は受 けてい るも

のの電漁 去に違反 して運用 して い る無線 局が、電気通信業務 、放送業務又 は人命若 しくは財産 の

保護 に係 る無線通信業務等の重要 な無線通信等 に妨害 を与 える事例 や不要 な電波 に よる障害 が多

発 している。

このような状況 か ら、多発す る混信 ・妨害 をな くし、信頼で きる電波利 用環境 を実現 す るため、

次の ような施策 を展開 してい る。

ア 電波監視施設の整備

5年4月 か ら施行 された電波利 用料制度 による電波利 用料 を財源 として、5年 度 か ら電波 の監

視及び規正並 びに不法 に開設 された無線 局の探査等 を効率的 ・効果 的 に行 うための電波監視施設

を整備 してい る(第2-2-4-9図 参 照)。

遠隔方位測定設備のセンタ局 不法無線局探索車
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(ア)遠 隔方位 測定設備

遠 隔方位測定設備 は、地方電気通信監 理局 に設置 され るセ ンタ局{油 及 びセンサ 局(融 か ら構成さ

れ、不法 な電波 の発射地 点 を測 定 しセ ンタ局の地 図上 に表 示す る設備で あ る。セ ンサ 局 は5年 度

まで に19局 が整備 され てお り、6年 度 は川崎 市、横 浜市、京都 市及 び福 岡市 に整 備 された。7年

度 は、神戸市及 び千葉市 にお いてあ わせて5か 所 を整 備す る予 定で あ る。 また、遠隔 方位測定設

備 と衛星通信回線で接続 し不法 無線局 を探 索す る不法 無線 局探 索車 鵬)は、5年 度 まで に3台 を整

備 してお り、6年 度 には新 たに1台 を整備 した。7年 度 は1台 を整備 す る予定で あ る。

(イ)遠 隔受信設備

遠 隔受信 設備 は、遠隔方位測定設備 の電波監視 区域 を補完 し、不法 な電波 の発射 を確認する設

備であ る。5年 度 まで に、13か 所 に整備 されてお り、6年 度 は、函館市、青森市、郡 山市、前橋

市、水 戸市、 福井市、徳 島市、 高知 市、 大分市、 宮崎市及 び那覇 市 に整 備 した。7年 度以降は、

引 き続 き、遠隔方位測定設備の整備 が遅 れ る地域 を対象 に整備す る予 定で あ る。

(ウ)短 波監視施設

短 波監視施 設 は短波 帯以 下の周波数の電波 の到来方向 を測定す る設備で あ り、現有設備の更改

及 びネ ッ トワー ク化 によ り電波監視機 能 を向上 す るこ ととしてお り、6年 度 は神 奈川 県三浦市の

センタ局及 び千葉県 東金 市のセ ンサ局の設備 を整 備 した。7年 度 は、熊本県 熊本市 にセ ンタ局を、

同県阿蘇 町 にセ ンサ 局 を整備 す る予定で あ る。

イ 不要電波 問題 に関す る対策

無線機器 、電子機器等 か ら放射 され る不要 電波 によ り、電子機器 に与 える不要 電波障害が増加

してお り、不要 電波の抑制、不要 電波 に対 す る妨害排除能 力(イ ミュニ テ ィ)の 向上が重要な課

題 になって いる。

電子機 器等の製品か らの妨害波等 の規格、測定法 につ いては、国際無線障 害特 別委員会(CI

SPR:ComiteInternationalSpecialdesPerturbationsRadioelectriques)(注4)に おいて検詞

され てお り・6年10月 に開催 されたCISPR北 京会議 においては、既存製 品の範 ちゅ うに属さ

ない製品 に対 して適 用す る妨害波 の共通規格案 柵 の審議 が行 われ、特 に 「住 宅環境 とその他の珪

境 にお け る・許容値 に従 う装置 の規格」 に重点が おかれて審議 された.ま た、情報技術 装置のイ

(注1)
上甥 歎 篇 葱 寿 諜 誓岬 回線用の通信処理装置とで轍 畝 センサ局で得た電波の発射方位の灘 画π

(注2㍉漏 搬 請 機能箏鱒 寸鍵 騨 幣 専用「棚 の1勲 獺 で構成・暇 信・た融 の方位の1青報を…

(注3)不 法無線局探索車は・センタ局の機能ζセンサ局の機能を併せ持つ車両で、他の局との通信には、衛星通信回線を利用している

晒 謝跳愚轟 謙弩醗繍驚瀞灘 講灘嫉翻1論騰羅
1艶灘 聡 総 欝 隔き糖 あ轡 搬 鍵 講碧齢 繍 諜
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ミュニティに係 る具体的 な試験方法、lGHzを 超 える周波 数の不要竜波障害 につ いての審議 に

着手 した.

国内で は、CISPRの 国際規格 を基 に電気通信技術審議 会 において妨害波等 の国内規格 の策

定等 を積極的 に進 めてい る。

また、不要電波 問題 に関 す る協調 を図 るこ とを目的 に関係省庁、関係業界団体 、学識 経験者等

で構戒 す る 「不要電波 問題対策協議 会」 を設置 し、技術的検討、情報の収 集、関係 審議機関 にお

ける審議 の支援、不要 電波問題 に関す る周知啓 発活動 を行 ってお り、6年 度 は、電話機の放射 イ

ミュニティ評価 に関す る試験 の試行 を行 った。

㈲ 電波行政の情報化

国民の電波利用の拡大 ・多様化 に対応 して無線 局監理 を効率化 し、行政 サー ビスの向上 を図 る

とともに、我 が国の行政 の情報化 を積極 的 に推進 して い くため、郵政 省で は、総合無線 局監理 シ

ステム(愛 称:PARTNER)を 活用 した電波 行政 の情報化 を進 め るこ ととして いる。

具体的 には、同 システムの活用 に よ り、無線 局免許 申請 の審査事務等各種業務 の効率化 と迅速

化 を進め るこ とに加 え、今後、無線局免許 の 申請 につ いて、磁気デ ィスクを提 出 して行 われ る も

の(FD申 請)や 、通信回線 を経 由 して行 われ るもの(オ ンライン申請)に も対応 し、利用者 の

利便向上 を図 るこ ととしている。FD申 請 につ いては、 平成8年 度 か らの実施 を予 定 してい る。

さらに、データベー スを基 に して様 々な行政1青報 の提供 を行 ってい くこ と等 も検討 してい る。

なお、総合無線局監理 システムは、無線局の急増 に対処 し、混信妨害処理 、不法無線局等 の排

除等の迅速化、 電波利用料徴収業務 の効率化、周波 数利 用計画作成 の円滑化等 の無線局監 理全体

の効率化 を図 るために、無線 局の周波数、空 中線 電力等 の諸元 をデー タベー ス化 す るな ど大型 コ

ンピュータを活用 したシステムで、電波利用料財源 によ り、5年 度 か ら3か 年計 画で、7年 度末

の運用開始 を目途 に構 築す るこ ととしてい る。6年 度 は、5年 度の基本設計等 を受 けて、引 き続

き、詳細設計 とプ ログ ラム製造等 の開発が行 われた。

(1の無線通信発明百周年記念行事

世界初 の無線通信の実験 に成功 し、無線通信サ ー ビスを事業 として確立 させ た イタ リア人、グ リ

エルモ・マル コー二(1874-1937)の 功績 は、今 日の豊穣 な情報社会 を もた らした といって も過言で

はない。1995年(7年)は 、このマルコーこの実験(1895年(明 治28年))か らちょ うど100年 目で あ る。

この記念すべ き年 に当た り、過去 の無線通信の進歩 を振 り返 る とともに今後の発展 を考 える契

機 とし、国民 の無線通信 への理解 を広 げてい くこ とを目的 として、郵政 省 は、無線通信 に関連す

る団体 ・事業者、学識経験 者 とともに、「無線 通信 発明百 周年記念 行事実行委員会」を発足 させた。

本実行委員会 は、記念 シンポジウムや特 別展の開催 、記念論 文の募集等、 各種 の記 念行事 を実施

す ることとしてい る。
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第5節 マルチメデ ィア時代 に向けた放送の新たな展開

1放 送産業政策の推進

(1)「 新時代 におけ る放送 産業の在 り方 に関す る懇談会」中間取 りまとめ にお ける提言事項の推進

郵政省で開催 した 「新時代 にお け る放送産業 の在 り方 に関す る懇談会」で は、6年2月 に取 り

まとめた中間報 告 にお いて、①視聴者 の利益 とな る場合 には、放送事業者 に割 り当て られた帯域

の範 囲内で 自由な周波 数の利 用 を可能 とす る制度 の導 入 につ いての検 討が必要、② メデ ィアの実

情 に応 じて、 また、視聴者 の利益増進 とな り、放送事業者 が希望 す る場 合 には、他者 の設置 した

設備 を利用 した参入 を認 め る、③地上 系民放 の放送対象地域 の県域 原則 につ いては、一定の条件

下で例 外 を認 め る、④ マ スメデ ィア集 中排 除原則が適用 されてい るメデ ィアにつ いて、 メディァ

特 性、地域 にお け る情報提供主体 の多元1生等 を踏 まえ、同原則 を緩和 す る、⑤映 像国際放送の円

滑 な受信 ・発信 を実現 す るための国 内的枠組 み を整 備す る等の提 言が な された。

これに対 し、6年12月 か ら、映 像国際放送の制度的枠組 み を整備す るこ とを内容 とした放送法

の一部 改正等 が施行 され、 また、7年3月 か ら、マ スメデ ィア集 中排 除原則 を緩 和 した。

(2)規 制緩和等の推進

放送 メデ ィアの振 興 を図 ってい くとともに、 各メデ ィアが事業経営 につ いて よ り一層の創意工

夫 を発揮 し、 健 全 な競争が行 われて い くよ う環境整備 を行 うとの観 点か ら、6年 度 においても、

種 々の規制緩和等 の措 置が引 き続 きとられてお り、主 な ものは次 の とお りで あ る。

ア 映像 国際放送の 実現

放送法 及 び関係省令 の改正 によ り、6年12月 、日本 か らの映像 国際放送の制度化等 がなされた。

イ 多重放送の料金規制の緩和

放送法及 び関係省令 の改正 によ り、6年12月 、多重放送(音 声 ・文字 ・フ ァク シ ミリ ・データ)

に係 る有料放送 の契約約款 を認可制か ら届 出制 に変更 した。

ウ ケ ーブルテ レビの事業化計画者間におけ る一本 化調整指導 の廃 止

6年9月 発表 した 「CATVの 振興策 」にお いて、同一 行政 区域 内 にケーブル テレビの複数の

事業化計画が競合す る場 合の一本化調整指導 を廃止 す るこ ととした。

エ コ ミュニテ ィ放送 に係 る規制緩和

関係 告示 の変更等 によ り、6年5月 及び6月 に、1市 町村1系 統 の制限 を緩和 す る とともに申

請書類 の簡素化 及び免許事務処理 の迅速化 を行 い、また、7年2月 か ら、電波 出力制 限 を緩和 した。

オ マスメデ ィア集 中排除原則の緩和

関係省令 の改1正によ り、7年3月 か ら、地上 放送 につ いて、複数の放送事業者 の株式 を保有す
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ることので きる比率の上 限 を、10%以 下か ら20%未 満 に緩和(た だ し、放送対 象地域 が重複す る

場合には適用 しない。)し た(由。

力 外国語FM放 送 の放送 対象地域の設定の弾 力化

7年2月 の外国語FM放 送制度の創設 に伴 い、従 来FM放 送 は原則 として県域 放送 としていた

ものを、外国語FM放 送 に関 しては、東京都 区部 とその周辺地域 とす るな ど、放送対象地域 の設

定を弾力化 した。

キ 訂正放送等の請求期 間等の延長

真実で ない事項 の放送 に対す る訂正 放送 及び取消放送の請求期 間 を、放送 日か ら2週 間以 内か

ら3か 月以内 に延長す る とともに、放送番組の保 存期 間 を、3週 間以 内か ら3か 月以 内(訂 正放

送の請求があった場合 は問題が解決 す るまでの間)に 延長す るこ ととし、 そのための放送法 の改

正を検討 してい る。

2放 送のデ ジタル化の推進

(1)「 放送のデ ジタル化 に関す る研究会」の開催

郵政省で は、衛星系、地上系 、有線系 の各放送分野へのデ ジタル技術 の導 入につ いて総合的 に

検討す るため、5年5月 か ら 「放送のデ ジタル化 に関す る研究会」 を開催 し、検 討 を行った。

6年4月 に取 りま とめ られた報告書で は、放送 のデ ジタル化の動 向 を踏 まえ、放送 システムの

デジタル化 によ り、多様で高度 な機 能が追加 され、 インテ リジェン ト化(高 機能化 ・多チ ャンネ

ル化 ・双方向化)が 実現で きる とされてい る。

その基本方針 として、①統合デ ジタル放送(ISDB:IntegratedServicesDigitalBroad・

casting)の 採 用、②サー ビスの新展 開 に柔軟 に対応で きる伝送容量 とそれを確保で きる適切 な周

波数帯域 の設定、③圧縮符号化方式 としてMPEG-2方 式の実用化 の推進、④地上系 の変調 方

式 としてOFDM変 調方式の開発実用化 、⑤適切 な周波 数帯域幅 を単位 とす る免許 方式 の導 入、

⑥放送番組 を委託 して放送で きる制度 の地上放送への導 入があ げ られ、急速 な技 術の進 展や諸外

国の規格化、ITUの 標準化、我 が国の実用化の動向 に対応 す るため、8年 頃 を 目途 として標準

化等 に取 り組 む こ とが必要で あ る とされ てい る。

(2)デ ジタル化の基本政策の検討

21世 紀 のマルチ メデ ィア時代 にお け る放送 の調和 あ る円滑 な発展 を図ってい くためには、適切

な視聴者保護 を確 保 しつつ、技術動 向及 び国際的 な潮流 を も十分 に見据 えなが ら、技術開 発、事

業化投資、需要拡大等の一層の円滑化 を図 ってい くこ とが必要で あ り、視聴者 、放送事業者、 メ

ーカー等 関係者 の立場 を十分 に踏 まえなが ら、長期的 な展望 を適宜適切 に明 らかに してい くこ と

(注)放 送事業者以外の者が、1社 の放送事業者の株式を100%ま で保有可能であるのは、従前 どお り。
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が 重要 との観点 か ら、郵政 省で は、6年5月 か ら、「マルチ メデ ィア時代 にお け る放送 の在 り方に

関 す る懇談 会」を開催 した。7年3月 に取 りま とめ られ た報 告書で は、 放送 のデ ジタル化の推進

方策 として、デ ジタノレ放送の将 来 を展望 し、①技術 開発 ・標準 化の推 進、② 周波 数の確保及び割

当、③ 視聴 者保護の ためのサ イマル放送 の検討、④制度面 の整 備、⑤ 公的支援 、⑥NHKの 先導

的役割 を内容 とす る環境整 備の必要性 が提 言 されてい る。

また、デ ジタル放送導 入の開始可能時期 につ いては、通信衛星(CS)に よ るテレビ放送では

1996年 か ら、地 ヒテレビ放送で は2000年 代前半 か ら、地上 音声放送で は遅 くと も2000年 代前半頃

まで には、 それ ぞれデ ジタル放送 の導 入が 可能 とな るよ うな環境整 備 に努 め る必要 があ るとして

い る。 また、CATVに つ いて も1996年 頃か らデ ジタル放送 の導 入が可能 とな るよ うな環境整備

に努 めるこ とが必要で あ る としてい る。

放送衛星(BS)に よるテ レビ放送 に関 しては、現行放送方式 による視聴者 の利益 を確保 しっ

つ、・・イビジ ョン放送 の本格的普 及を図 り、デ ジタル放送 の導 入は、2007年 以 降の実用化 を課題

として検討 すべ きで あ る とい う意見 と、 デ ジタル技術の急速 な発展や国際動 向 を踏 まえ、次期放

送衛星(BS-4)の 後発機 の段 階か ら、デ ジタル放送方式 を含 む放送方式 の中か ら放送事業者

による選択 が可能 とな るよ うな環境 を整備すべ きであ る とい う意見 に分 か れた(第2-2-5-

1表 参照)。

第2-2-5-1表 デジタル放送導入の将来展望

種 類 導入開始可能時期等

衛星

放送

CSテ レビ放送 1996年 か ら。

BSテ レビ放送

12GHz帯

大 きく2つ の考 え方 に分 かれた。

A:2007年 以降の実用化 を課題 として検討 。

B:BS-4後 発機 の段階 において、デ ジタル放送方式

を含 む放送方式 の中か ら放 送事業者 による選択が可

能 となるよ うな環境 を整備 。
21GHz帯 当初(2007年 頃)か ら。

地上

放送

テ レビ放 送 2000年 代 前 半 か ら。

音声放送 遅 くとも2000年 代前半頃 まで には導入 を可 能に。
CATV 1996年 頃 か ら。

さ らに・ ハイビジ ョンの普及方策 として、①・・イビジ ョン放送 の充 実、② ワイ ドテレビへのM

/Nコ ンバ ータの内蔵 化・③ ハ イビジ ョン番組制作設備 の整備 に対 す る金融、税制上 の支援 ④

立伽 ・イビジ ョン番組制作技 術の開発、⑤放送以外 の分野 にお けるハ イビジ ョンの活用
、⑥ハイ

ビジ ョン番組の国際交流 の促進 ・⑦CATVに お ける・・イビジ ョン番組伝送 の促 進 が提 言 されて

い る。

(3)デ ジ タル放送方 式に係 る技術基準 の策定
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デジタル放送 の導 入 によ り、放送 メデ ィアは、進 展著 しい情報通信 メデ ィアの中で 今後 とも競

争力の強化が図 られ、 よ り豊 かな国民生活の実現 に貢献 す るこ とが期待で きるこ と、及び諸外国

及びITUに おいてデ ジタル放送 に対 す る規格化の動 きが急速 に活 発化 してい るこ と、我 が国 に

おいて も衛星 によ るデ ジタル放送 を早 期 に実施 したい とい う要望 があ るこ と等 を踏 まえ、郵政省

では、6年6月 、電気通信技術 審議会 に、デ ジタル放送 に係 る技 術的条件 につ いて諮問 を行った。

ここで は、デ ジタル技 術 は、 メデ ィア横断的 な技術で あ るこ とか ら、通信等 の他の メデ ィア と

の整合1生を考慮 しつつ、地上 放送 、衛星 放送、 ケーブル テレビの各 メデ ィアにつ いて横断的、総

合的な検討が行われてい る。 この うち、通信衛星 による衛星 デ ジタル放送及 びデ ジタルCATV

放送については、7年3月 に、放送方式 の機能及 び性 能の実証 実験 に使用す るための暫定方式が

取 りまとめ られ、実証実験 が開始 されて いる。

また、専門家 レベルで 、 日 ・欧 問で デ ジタル放送方式 に関す る情報 交換 を進 め るた め、6年10

月、フランクフル トにお いて、第1回 目の 日 ・欧 専門家会議 が開催 され、放送のデ ジタノレ化の推

進 に関す る考 え方、実 用化計画、放送 方式 の検討状況 につ いて議論 され、今後 も継続的 に開催 し

てい くこ ととなった。

(4)高 度デジタル技術 を活用 した放送番組制作の促進

放送のテジタル技術等 の導入 に伴 い、受信 された情報 をいったん受信設備 に蓄積 し、視聴者が

個々の関心 に応 じて多様 な方法 で視聴 す るこ とがで きる放送番組 の放送 が可能 となったが、 この

ような技術革新 を活用 した放送番組 の制作 を促進 す るため、① 同番組制作の施設整 備事業 を行 う

者に対 し、産業投資特 別会計か らの出資 を原資 として、通信 ・放送機構 か ら出資、②番組制作者

が同番組制作のため に、金融機 関か ら借 入 を行 うこ とに対 し、通信 ・放送機構 が債務保証、③ 通

信 ・放送機構 に補助金 を交付す るこ とによ り同番組 の制作 に関す る情報提供 を行 うこ と、 を内容

とす る支援 を行 うこ ととし、関連 の法 律 を整 備す るこ ととしてい る。

(5)次 世代デジタルテ レビジ ョン放送 システムに関す る試験研 究の 支援

高品質な移動体受信、放送 中継波 にお ける同一 周波数の利用及 びゴー ス トや雑音の ないきれい

な画像や各種 データの受信が可能 なOFDM変 調 方式 を用いた地上 デ ジタルテ レビジ ョン放送 シ

ステムの試験研究 を行 うため、7年3月 、㈱次世代 デ ジタルテ レビジ ョン放送 システム研究所が

設立 された。 これには、基盤技 術研 究促進 セ ンターのほか、NHK、 民 放キー局、大 手家 電 メー

カーが出資 してお り、6年 度か ら!0年 度 まで の計画で研究が行 われ るこ とになってい る。

(6)イ ンテ リジェン ト放送システム研 究開発基盤施設整備 事業の推進

デジタル技術 を導入 したインテ リジェ ン ト放送 システムの研究開発 を行 える施設の整備、同施

設を利用 に供す るこ と及 び維持 ・管理 の業務 を行 う 「インテ リジェン ト放送 システム研究開発基

盤施設整備事業」 を推 進す るた め、同施 設 を整 備す る者 に対 し、通信 ・放送機構 を通 じ、産業投
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資特別会計か らの出資による支援 を行 うこととしている。

(7)デ ジタル技術政策等の推進体制の整備

郵政省では、デジタル技術等放送技術の抜本的革新 による放送 システム全体の変革期 における

行政の効率的な運営体制を整備す るため、7年 度において、放送メデ ィアの横断的 ・総合的な放

送技術政策の企画、立案、推進等 を行 う放送技術政策課、デジタル技術 を活用 した放送全体のデ

ジタル化の開発等 を行 うデジタル放送技術開発課 を設置することとしている。

3ケ ーブルテ レビの フルサ ー ビス化の推進

(1)「 ケーブルテ レビの将来 ビジ ョンに関す る調査研 究会」の開催

郵政省 で は、ケーブル テレビの将 来 ビジ ョンの策 定 に資す るこ とを 目的 として、5年5月 から

「ケーブル テレビの将来 ビジョンに関す る調査研 究会」 を開催 し
、検 討 を行 った。

6年6月 に取 りま とめ られた報告書で は、我 が国や海 外の現状 ・動向 を踏 まえ、今後 の広帯域

・双方向サ ー ビス時代 にお ける
、① フルサー ビス化、②施 設相互 のネ ッ トワー ク化、③MSO(多

施 設所有事業者)化 とい うケーブル テレビの将来 の方 向性 を明 らか にす る とともに、 その促進の

た めの具体策 として、① フルサー ビス ・ネ ッ トの推 進、② 施設整備 の促進等、③ ケーブルテレビ

事業者等 に期待 され るこ ととして番組 ソフ ト、料金等 に関 し提 言が な されて い る。

(2)ケ ーブルテ レビの振興 に向けた取組

6年9月 、郵政省で は、5年12月 に発表 した振興策 への取組状況 を踏 まえ、以下 を内容 とす る

振興策 を取 りま とめ、「CATVの 振興策」 として発表 した。

① 新 サー ビス展開の促進(CATV電 話実現 のた めの環境整備、 アプ リケー シ ョンの開発実験

・ネ ッ トワー ク化 の促進、新世代地域 ケーブル テレビ施 設整備事業 の推進)

②CATV事 業化 の促進(加 入者系 光 ファイバ網整備 に対 す る支援 、複数事業計画者間 におけ

る一本化調整指 導 の廃 止、CATV施 設整備 に対 す る特利 による融資制 度の拡 充、CATV施

設整備 に対す る税制 による支 援)

③ 新 たな技術の導入(光CATVシ ステムの開発、デ ジタル化 の推進)

④CATV番 組の充実(CATV番 組充実事業 の推 進、放送番組素材利 用促進 事業 の活用、映

像国際放送の活用)

これ を受 けて・郵政省で は・同年11月 、ケーブル テ レビ網 を利用 した電話 サー ビスの事業化ガ

イ ドラインを定 め る等振興策 の具体化 に向 けて取組 を行 ってい る。

(3)フ ルサ ー ビス ・ネ ッ ト委員会実験 計画への支援

ケーブル テレビ協議 会が設置 した フルサー ビ ス ・ネ ッ ト委員会が行 って い るケ_ブ ル テ レビの
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フルサー ビス化 に向 けたアプ リケー シ ョン開発

とネ ットワー ク化 を促進 す るた めの各種実験 に

関 し、郵政省で は、郵政省通信総合研究所 内に

6年3月 に設置 した広 帯域 イ ンタ ラク テ ィブ

CATV実 験 施 設(ACTセ ン タ ー:Ad-

vancedCableTechnologyCenter)に おいて

次世代 ケーブル テ レビ技術 の研 究 ・開 発 を行

い、上記委員会 の活動 に技術支援等 を行 ってい

る。

茸
=i茎 監 畳 萱
図 ξ 翼 露 葦 」

ACTセ ンター(通 信総合研究所)

4衛 星放送のマルチメデ ィア化の推進

(1)放 送衛星 によるデー タ放送

衛星データ放送 とは、衛星 によ るテレビジ ョン放送 の音声 の余 白(デ ータチ ャンネル)を 利 用

してテレソフ トウェア信 号、 ファクシ ミリ信号等の各種 デ ジタル信号 を伝送 す る放送で あ るが、

この うち、放送衛星 を利 用 したデータ放送 につ いて、6年5月 、 その送信 の標 準方式の制定、関

係省令等の改正等 を認 め る旨の答 申が電波監 理審議 会か ら出された(第2-2-5-2図 参照)。

7

「rS衛 星データ放送

L薄 も 、 層ト_

i

劇腿

一 講 墾'

'麟

』 「

旛鵯 一
ぎ ロロヂロタヨヨとぽ なピ　 で　 れてしを

テヒ　 　 げ づ 　ン　 　 　 て

lll騎 雛 撮 窯l

l,皇データ放送㈱
歪:綴 鞘這但

1.i謡 請 麗塩鐘7
唱'巳5ヲ ータ駈愚1中園9め切2罐監』遠置塗ガ

ほ　　　のり
　ゆ は

騨 離 急 稀 フだコ牒

＼

』昇

BS衛 星データ放送

(郵政省1階 インフォメーションプラザ)

鰯
縁

関係省 令 の改正等 が 同年9月 か ら施 行 され た こ と

に伴 い、免許 申請が受 け付 け られ、6年12月 に衛星 デ

ジタル音楽放送㈱ に免許 が付与 され、7年4月 か ら、

テレビグー ムのゲー ム機 を用 いて、ニ ュー ス ・天気予

報、 ゲームソフ ト等 の番組 メニュー を選択で きる放送

が開始 され るこ とになってい る。

(2)通 信衛星によるデ ータ放送

郵政省 は、6年6月 、電気通信技術審議 会か ら、通

信衛星 によ るデータ放送 の技術的条件 につ いて、 ファ

クシ ミリ信 号、 テレソフ トウェア信 号、 静止画信号、

文字(基 本)信 号及 び時刻信号の各信号 の方式並 び に

これ らに共通 して使用 され る伝送制御 方式及 び有料方

式の技術 的条件 に関す る答 申を受 けた。

この技術的条件 は、放送衛星 によるデータ放送 との

受信機器 の共通化 を図 るために、同放送 の技術 的条件
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一 第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

に準拠 して いる もので あ る(第2-2-5-2図 参照)。

7年3月 、送信 の標準 方式 の制 定、関係省令等の改正等 を認 め る旨の答 申が 電波監理 審議会か

ら出 され、関係省 令の改正等 が7年3月 か ら施行 された。

ア ンプ

第2-2-5-2図 デ ータ放送概 念図牽
衛星(BS/CS)

≦浮 ＼
ゲーム ・ソフ ト、パソコン ・ソフ ト、

カラオケ、音楽 ソフ ト、通販カタログ

雑誌(TVガ イ ド・タウンガイ ド・

映画予告編 ・住宅情報)

BSデ ータ放送 →6年9月 制度化

CSデ ータ放送 →7年4月 制度化予定

5放 送の国際化の展 開

郵 政省 は、社会経済 活動の国際化 が進展す る中で、放送 によ る情報 の国際交流 の促進 を図 るた

め、映 像国際放送 に関す る次 の よ うな取組 を行 ってい る。

(1)我 が 国か らの映像 国際放送の 実現

郵政省で は、放送法 及 び関係政 省令 を改正 し、NHKの 業務 に、委託協会 国際放送業務(他 の

事業者 に委託 して、衛星 によ り外国 にお いて受信 され るこ とを 目的 として、NHKの 放送番組を

放送 させ る業務)を 追加す る とともに、放送番組等 の提供先 として、外 国有線 放送事業者 を追加

した、 また、同改正 において、民間事業者 につ いて は、受託 内外放送(委 託放送事業者 の委託に

よって、衛星 に よ り国 内及 び外国 にお いて受信 され るこ とを目的 とす る放送)の 実施 を可能 とし

た。

本改正 が6年12月 に施行 されたの を受 け、NHKで は、7年4月 か ら、欧米 地域 にお いて委託

協会 国際放送業務 を行 う予定で あ る。
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第5節 マルチメディア時代 に向けた放送の新たな展開一

② 外国か らの映像国際放送 の受信 の円滑 化

いわゆる 「国境 を越 えるテ レビ」(`])につ いては、 「放送」サ ー ビス として提供 され る ものの受信

に関 しては電漁 去違反 の問題 は生 じないが、 「通信 」サー ビス として提供 され る ものの受信 に関 し

ては、無線通信 の傍受 ・漏 えい等 を禁 じてい る電繊 去に抵触 す る疑 義が あ る。

このため、郵政省で は、受信の 円滑化 を図 る目的で 、外 国の衛星 を使用 したテレビジ ョン伝送

の うち、「放送」 に該 当す る と判 断 され る もの を公表 す るこ ととしてい る。

(3)映 像国際放送 に関するアジア ・太平洋地域 におけ る国際合意の形成

アジア ・太平洋地域 にお ける映 像国際放送の円滑 な実施 のた めには、同地域で の国際合意 が必

要であるカ＼ これに資す るため、6年4月 、東京 において、APT主 催 の「APT衛 星 セ ミナー 」

が開催 された。 ここで は、映像 国際放送 に関す るガ イ ドラインの作成 の必要性 の合意 、作成 に当

たっての留意事項 の列挙、作成 のための更 な る検 討のた めの会議 を開催す る等 を内容 とす る勧告

が採択 された.

これを受 けて、郵政省 は、7年3月 、東京 にお いて、アジア ・太平洋映像 国際放送会議 を開催

した。会議 には、21の 国 ・地域 か ら放送主管庁 の代表 が参加 し、映像 国際放送 に関す る原則、政

府による措置、放送番組 の準則 を盛 り込 んだガ イ ドラインが採択 され、参加各国 は、 このガ イ ド

ラインに従 って適切 な措 置 を講 ず るこ とにつ いて合意 した。

6放 送メデ ィアの 多様化の推進

(1)ハ イビジ ョンの普及促進

ア ハ イビジ ョン ・シテ ィモデル都

市の指定

「高度映像都 市(ハ イビジ ョン ・シ

ティ)構 想」 は、高度映像 メデ ィアで

あるハイビジ ョンを導 入 し、映像 の持

つヒューマ ンコ ミュニケーシ ョン機能

を活用す るこ とで、地域 の活 性化 と魅

力あ る都市 づ くりを 目指 す もので あ

り、郵政省 は、モデル都 市の システム

八王子市芸術文化会館12面 マルチシステム

構築 に対 し、財政投 融資 、無利子融資、税制等の各種 の支援措 置 を講 ず るこ とによ り、 この構 想

の推進 に積極 的 に取 り組 んで いる。ハ イビジ ョン ・シテ ィモデル都 市 としては、6年 度 に、新 た

(注)外 国 の事業者 が、 他の 複数 の国 をカバ ー し、衛星 によ るテ レビジ ョン伝 送 を行 って い る もので 、例 えば、香港 の事 業i者が、!991年

8月 か らサ ー ビス を開 始 して い る。
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第5節 マル チ メデ ィア時代 に向 けた放 送 の新 たな展 開 一 圏

イ ハイビジ ョン放送の拡充 ・強化

ハイビジョン放送 は、3年11月 か ら(社)ノ ・イビジ ョン推進協会 に よ り試験 放送が行 われて き

たが、6年5月 、(社)ハ イビジ ョン推 進協会への一括免許 に代 え、 ソフ ト提 供者 ご とに免許 を付

与す るこ ととし、 また、1チ ャンネル を曜 日別 に分割 し、当該曜 日にお いて5時 間以上 の放送 を

最小単位 として複数の枠 を設定す るこ と等 を内容 とす る実用化試験 局の免許方針等 につ いて電波

監理審議 会か ら答 申が 出された。

この答申を受 けて、郵政省で は免許 申請 を受 け付 け、同年10月 、NHK及 び一般放送事業者7

社に対 し予備免許 を付与 し、同ll月25日(ノ ・イ ビジ ョンの 日)か ら実用化試験 放送が開始 された

(第2-2-5-4図 参照)。

第2-2-5-4図 ハイビジョン実用化試験放送時間

1314151617181920212223
111111

月

火
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水

木
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:

…

…

:
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金

土

日
…

:

…

(時 刻/

[コNHKの 放送時間

[1搬 放送事業者の放送喘

月
火

木
金

土

日

テ レビ東京

日本 テ レビ放送網

日本衛星放送

東京放送

全国朝 日放送

フジテ レビジ ョン

(期間限定免許)朝 日放送…第77回 全国高等学校 野球選手権関連

(期間:7年8月8日 ～25日 の18日 間の8時 ～18時)

*本 表の各放送時 間帯の後 に、それぞれ1時 間を加 えた時 間が運用許容時 間。
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一 第2章 高度情報通信社会の実現 に向けて展開す ⇔情羊反遇信以東

コ ラ ム13
一

ハイビジョン試験放送3年 間の歩み

ハ イビ ジ ョン試 験 放送 は、3年11月25日13時 か らの オ ー プ ニ ング セ レモ ニ ー の 中継

で始 ま り、 以来6年11月24日 の 「ハ イ ビ ジ ョン映 画特 集 」の最 終 回 「ア ラ ビ アの ロレ

ン ス」 が終 了 した23時37分 まで 、 延 べ1,096日 間 で9 ,377時 間 実 施 さ れ た。

番 組 の ジ ャ ンル 別 で は、 スポ ー ツが 全体 の1/3強 を 占 め、音 楽 、映 画 ・ドラマ ・

芸 能 、 ドキ ュ メ ンタ リー が 、 それ ぞれ20%前 後 とな っ て い る。

成 され た。

か 、

工、 同 板 野 球 、 大 柑 撲 、 オ ソ

1.5
圭で集 中編 成が行 われた他、

■

芝で、生中継中心の放送が編
'

ト20 .2 円

≠ 覇

冒
口

匠 、
x

＼

＼
34.8＼

～

1

ノ

数値=%

1 8.7

は、6年 秋 に12日 間連続で 、

・映画特集」 が放映 され たほ

の皇太 子御成婚 に際 しては、

特 別編 成が実施 された。

『

24.8

[ス ポー ツZ音 楽[]ド キュ メ ンタ リー

匡ヨ 映 画 ・ドラマ ・芸能1囲 その他
一 一

(2)コ ミュニテ ィ放送の普及促 進

コ ミュニ ティ放送 は・FM放 送用の電波 を利 用 して市町村等 の一部 の区域 にお いて、地域住民

に密着 した きめ細 か い情報 を提供 し、 当該地域 の振興 その他公共 の福祉 の増 進 に寄与す ることを

目的 とし・4年1月 に制度化 された もので あ るが、6年 度 には9局 が開局 し、6年 度末で は15局

が放送 を行って いる。

この普 及促進 を図 るため・郵政 省 は・6年5月 及 び6月 、関係告示 の変更等 によ り、①1市 町

村1系 統 の制限の緩和・② これ まで個 別 に定 め られて きた使 用周波 数 を、あ らか じめ複数波用意

③ 申請書類 の簡素化及 び免許事務処理 の迅速化 といった環境 整備 を行 った。 また、 コ ミュニティ

放送の 放送 区域 の規模 をよ り適正 な もの とす るこ とに よ り、 さ らにその普 及促 進 を図 るため、7

年3月 ・関係告示の変史 によ り・電波1出力 を1ワ ッ ト以下 か ら10ワ ッ ト以 下 に緩和 した
。

(3)FM放 送 の多様化

アFM文 字 多重放送 の実用化
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第5節 マルチメディア時代に向けた放送の新たな展開 一

FM文 字多重放送 は、従来 のFM放 送 の電波 のす き間 を利 用 して、 ステレオ音声信号 とは異 な

る信号(文 字、図形等)を 伝送 す る もので あ るが、6年4月 、実用化 を図 るた め、関係省令等 が

改正 された.

これに伴 い、免許 申請が受 け付 け られ、6年9月 に㈱ エ フエ ム東 京 に予備免許が付与 され、同

社は同年10月 か らサ ー ビスを開始 して い る。 この 「見 えるラジオ 」 とも言 われ るサー ビスは、音

声放送 と関連す る曲名 リクエ ス ト情報 や、ニュー ス、天気予報 、交通情報 等 を提供 す るもので あ る。

また、同局 をキー局 とす る全国FM放 送協議 会加盟32局 が、7年4月 か ら放送 を開始す る予定

である。

さらに、NHKに おいて も、7年 度 中にFM文 字多重放送 を開始 す る予定であ る。

FM文 字多重放送

イ 外国語FM放 送 の実現

在 日外国人や 日本人 の国際化 に伴 うニーズ を背景 とし、外国語放送 の普及 を図 るため、郵政省

は、7年2月 、関係省令等 を改正 し、地上 系 のFM放 送 に、新 た な放送 の区分 として外国語放送

を追加 した。

放送対象地域 は、東京23区 を中心 とした区域(東 京都23区 、埼 玉県浦和市、千葉県千葉市、神

奈川県横浜市 ・川崎市、新東京国際空港)及 び大阪市 を中心 とした区域(大 阪府大 阪市 ・堺 市 ・

東大阪市、京都府京都市、兵庫県神 戸市 ・尼崎市、奈良県奈良市、関西 国際空港)で あ り、7年

2月 か ら免許 申請 を受 け付 けてい る。

(4)テ レビジ ョン放送 画面の ワイ ド化 ・高画質化

第2世 代EDTVは 、現行 テ レビジ ョン放送 と両立1生を保 ちなが ら、1チ ャンネル の周波 数領
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一 第2章 高度情報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

域(6MHz)の 中で、画面 の ワイ ドア スペ ク ト化(9:16)、 高 画質化等 を図 る もので あ り・元

年7月 よ り電気通信技術 審議 会EDTV委 員会で審議 が進 め られ て きた・

6年!月 の電気通信技術審議 会にお いて、EDTV委 員会 か ら暫 定方式の報 告 が行 われ・ワイ

ドア スペ ク ト化 の伝送 方式 としては、 レターボ ックス形 式 〔・Dを採 用す るこ ととし、室 内 ・野外実

験 が実施 されて きた。

7年1月 には電気通信技術 審議 会か ら技術的条件 につ いて答 申 を受 けた。 同答 申 においては、

画面 の ワイ ド化技術 垂直及 び水平解像度の補 強技術 識別制御信号 の特性 等、第2世 代EDT

Vの 技 術的条件 が明確化 されて い る。

郵政 省で は、今 回の答 申を受 け、第2世 代EDTVの 実用化 に向 けて、関係省令等 の改正 を7

年の夏頃 を 目途 に行 う予定であ る(第2-2-5-5表 参照)。

第2-2-5-5表 各種テレビジョン放送の映像比較

現行 テ レビ

(NTSC)

第1世 代EDTV

(クリアビ ジ ョン)

第2世 代EDTV

(予定)

ハ イ ビ ジ ョ ン

現行テ レビ
との両立性

一 あ り な し な し

走査線数 525本 525本 525本 1125本

走査方式 飛越 し 順次(受 信側) 順 次 ・飛越 し 飛越 し
フィールド周 波 数 59.94 59.94 59.94 60

画面の縦横比 3:4 3:4 9:16 9:16

高画質化 受像機の改善 ゴース ト除去

垂直解像度向上
(受信側)

画面のワイ ド化

水平解像度向上
垂直解像度向上

画面のワイ ド化

水平解像度向上
垂直解像度向上

実用化時期 昭和35年9月 元年8月 7年(予 定) 3年(試 験放送)

7放 送 ソフ トの充実

(1)放 送番組素材利用促進事業

放送 の健全 な発達及 び普及 を図 るためには、放送 を通 じて提供 され る情報で あ る放送番組 の充

実 を図 るこ とが必要で あ る。特 に、近年、放送 にお ける多メデ ィア ・多チ ャンネル化が進展 し、

各放送 メデ ィアは そのメデ ィア特性 を生 か した放送番組 を放送す るこ とが求 め られて い るが、全

ての事業者 が十分 な放送番組 の制作能 力を有 してい るわ けで は ないのが現状 で あ る。

そこで、郵政省 は、放送番組 の制作 に使用 され る映像 ・音響 素材(放 送番組素材)を 放送番組

の制作 の用 に供 す る業務等 を行 う事業 を支援す るこ とによ り、 放送 番組の制作基盤 の充実 を促進

(注)現 行 テレ ビシ ョン受 信機 で 見 た場 合 に、9:16の ワイ ド画面 の すべ て を表 示 す る もの 。画面上 下 に無 画 部が 生 じて画 像 が少 し小 さ

くな るが、画像 が欠 け る こ とは ない。
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第5節 マルチメデ ィア時代 に向けた放送の新たな展開一

し、多 メデ ィア ・多チャ ンネル時代 に対応 した多様 な放送番組の提 供 を促進 す るこ とを図 るた め

の推進体制 を整備 した。

6年9月 に施行 された 「放送 番組 素材利 用促進事業 の推 進 に関す る臨時措 置法」 にお いては、

①放送番組素材 を収集 し、 及び制作 し、保管 して、放送番組 を制作す る者 に提供 す る業務、② 放

送番組 を制作す る者 に対 し放送番組素材 に関 す る取引のあ っせん又 は情報 の提供 を行 う業務 を行

う事業(放 送番組 素材利 用促進事業)を 行 う者 に対 し、産業投 資特 別会計 か らの出資 を原資 とし

て、通信 ・放送機構 か ら出資 を行 うこ ととしてい る。

また、同事業 は、 日本 開発銀 行等 か らの低利融資や無利 子融資(テ レ トピア指 定地域 内事業 に

限る。)を 受 け られ るこ とになってい る。

② 「ソフ トの流通 に関 する検討会」の開催

マルチ メデ ィア時代 にお ける新 しい情報通信の形態 に対応 した放送 ソフ ト等の映 像 ・音響 ソフ

トの流通 をめ ぐる環境整備 の在 り方等 につ いて検 討 を行 い、放送 ソフ ト等の円滑 な制作 ・流通 ・

利用の促進等 に資 す る観点 か ら、 「21世紀 に向 けた通信 ・放送の融合 に関 す る懇談会 」にお いて、

6年10月 か ら 「ソフ トの流通 に関 す る検 討会 」が開催 され、検討 を行 っている。 同検討会で は、

①i青報通信 の高度化 ・多様化の展望 と放送 ソフ ト等 の流通、② マルチ メデ ィア日寺代 にお ける放送

ソフ ト等 の制作 ・流通 ・利用の促 進のた めの環境整備等 につ いて検 討 を行 い、7年6月 に中間報

告を行 う予定で あ る。

(3)字 幕放送、解 説放送 の充実

視聴覚障害者 は、 その障害 によ り放送 を利 用 してい く上でハ ンデ ィキ ャップがあ るが、我が国

では、解説放送、字幕 放送、手話放送の実施状 況が十分 とい えないな ど、視聴覚障害者向 けの放

送 につ いて、一層の充実 に取 り組んで い く必要 があ る。

このため、「身体障 害者の利便 の増進 に関す る通信 ・放送身体障害者利 用円滑化事業 の推進 に関

する法律」が5年9月 に施行 されたの を受 け、郵政省で は、耳の不 自由 な方のための字幕 放送や

目の不 自由な方のた めの解 説放送 とい う視聴覚障害者向 け放送の放送番組 の充実 を図 るために、

放送番組制作 費 に対 し、通信 ・放送機構 を通 じて助成 を行 うこ ととしてい る。6年 度 にお いては、

関東地区で5番 組 、北陸地区で1番 組 、近畿地 区で1番 組 の計7番 組 の字幕 放送 に対 し助成が行

われている。

(4)有 線 テレ ビジ ョン放送番組充実事業の推進

郵政省 は、 ケーブル テレビの放送番組 の制作、流通等 を促進 す るこ とによって、 ケー ブル テ レ

ビの発達 ・普及 による情報流通 の円滑化 を図 るこ とを目的 として、4年10月 に施行 された 「有線

テレビジ ョン放送 の発達 及び普及 のための有線 テ レビジ ョン放送 番組充実事業 の推 進 に関す る臨

時措置法 」 によ り、4年 度 か ら、①番組共同制作業務 、② 番組配信業務、③番組1青報提 供業務、
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一 第2章 高度1青報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

④番 組保管 ・視聴業 務 のすべ ての業務 を、必要 な施設 を整備 して行 う者 に対 し、産業投 資特別会

計 か らの出資 を原資 とす る通信 ・放送機構 か らの出資や 日本開発銀行等 か らの無利子 融資等 の支

援 を行 う 「有線 テ レビジ ョン放送番組充 実事業」 を推進 してい る。

金沢 市 の㈱北 陸 メデ ィアセ ンター、札幌 市の㈱ 北海道 テレ コムセ ンター(い ず れ も4年 度認定)

に続 き、6年 度 においては、鎌倉市 の㈱神奈川メディアセンター が同事業 の実施計 画 の認定 を受 けた。

(5)放 送 番組情 報データベ ースの整備

放送番組 は、社会 や世相 を記録 した貴重 な国民的財産で あ り、従来 、消去 され散逸 されが ちで

あ った放送番組 を収集 ・保管 し、広 く公衆 に視聴 させ る と ともに、放送番組 に関 す る情報 の整理

・提供 を行 う業務 を効率 的 に実施 す るこ とは
、社会 的 ・文化的 な見地 か ら極 めて重要で あ る。

このた め、郵 政省で は、働放送番組 セ ンター に補 助金 を交付 し、7年3月 、放送番組 に関する

文 字1青報 及 び画像1青報 を収集 ・蓄積 し、検索 を可能 とす る放送番組1青報 デー タベ ー スを構築 した。

このデータベ ー スに蓄積 された情報 は、放送番組 セ ンターの館 内 において利用者 に提 供されてお

り、 さ らに、館外 の端末 か らの検 索 につ いて も検 討 され てい る。

8放 送の利用格差の是正

(1)民 放テレビ放送難視聴解消事業等の

鶏

国は、電気通信格差是正事業の一事業

であ る民放 テレビ放送難視聴解消事業 と

して、3年 度か ら民間テレビジョン放送

が1波 も良好 に受信で きない地域 の解

消を図 るための中継局の設置に対する経

費の一部補助を行っており、4年 度か らは

共同受信施設を助成対象 に追加 した。6

年度 には、84件、約4億8千 万 円 の事業

が実施 された。

4年 度 と5年 度の2か 年 間 にお ける

沖縄県先島地 区の難視聴解消事業 に続

き、6年 度 と7年 度の2か 年間で、本土

か ら遠 く離れているために、地上系の放

送が全 く視聴で きない東京都小笠原地区

を対象 とした事業 として、放送番組伝送

に ゐぺ ぎ ロ

酵

壌

芦

些

∫
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民放テレビ放送難視聴解消事業(中 継局)
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第6節 豊かな生活環境 を実現す る郵便事業 ・郵便局ネットワークの展開一

用衛星回線施 設及び放送 中継 施設の設置 に対 して一部補 助 を行 ってい る。

(2)民 放中波 ラジオ放送 受信障害解消事業の 実施

国は、外国波混信 や地形 的条件等 によ り、民放 中波 ラジオ放送が よ く聞 こえない地域 を解消す

るため、 中波 ラジオ放送 中継施 設の設置 に対す る費用の一部補助 を行 ってお り、6年 度 には、北

海道遠軽町で、約2億 円の事業が実施 された、

(3)都 市受信 障害解 消事業の実施

高層建築等 に よるテ レビジ ョン放送の受信障害の解消 は、原因者費用負担の 考 え方 に基 づ く当

事者間協議 によ りその解決 が図 られ るべ きで あ るが、最近 で は、林 立す る高層建 築物 等が複雑 に

関連 して受信障害 を引 き起 こ し原因者の特 定が 困難 なため解決 が難 しい障害 も発生 してい る。 こ

のため、電気通信格差是 正事 業の一事業で あ る都市受信障害解消事業 として、5年 度 か ら、 この

ような受信障害解消 のため に市町村 又 は特 別区が事業主体 となって行 う共同受信施 設の設置 に対

し、経費の一部補助 を行 ってお り、6年 度 には、東京都 中野区で、約7億6千 万円の事業 が実施

された。

(4>衛 星放送 受信対策基金 による難視聴解 消への取組

NHKの 難視聴 につ いては、昭 和59年 度 か ら衛星放送 に よる解消の取組 が行 われ ているが、 そ

の支援策 として、2年 度か ら、NHKテ レビジ ョン放送 の難視聴地域 にお ける衛星放送受 信設備

の設置 に対 し、地方公共 団体 の助成 を前提 として、通信 ・放送機構 の 「衛星 放送受信 対策基 金」

か ら、 その費用の一部 を助成 す る事業 が行 われて いる。

6年 度 は、2,808件 、約6,700万 円の助成 が行われてい る。

第6節 豊かな生活環境を実現する郵便事業・郵便局ネッ トワークの展開

1ニ ーズに対応 した郵便サ ー ビスの提供

(1)翌 朝郵便サ ー ビスの実施

業務用書類等 の送達 に関 して、前 日に差 し出 した郵便物 を翌朝 の一 定時刻 まで に配達す るサー

ビスに対 して利 用者 ニー ズが高 まって い る。 この よ うなニー ズを背景 に郵政省で は、7年2月 か

ら一定の時 間 に取扱地域 の集配郵便 局等 の窓 口又 は集荷 を行 う職 員 に差 し出 された定形郵便物 又

は定形外郵便物 を、翌 日の午前10時 まで に配達す る 「翌朝郵 便サー ビ ス」 を開始 した。

取扱地域 ・引受郵便 局、利 用条件 及び料 金 は第2-2-61表 の とお りで あ る。

303一



一 第2章 高度清報通信社会の実現に向けて展開する情報通信政策

第2-2-6-1表 翌朝郵便サービスの概要

取 扱 地 域 ・引 受 郵 便 局

(1)取 扱地域

(ア)東京都区と札幌市等12都 市 との相互間

12都市とは札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、

名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市及び

北九州市

(イ)大阪市 と名古屋市、京都市および神戸市との

相互間
(ウ)東 京都区及び上記(ア)に掲げる個々の都市の

地域内

(2)引 受郵便局
上記(1)の 各地域に所在する集配郵便局

利用条件

(1)引 受郵便局の窓口または集荷 を行 う職員に一

定時間に差 し出す。
(2)取 扱対象郵便物は、一定の条件(長 さ40cm、

幅30cm、 厚 さ15cmを 超えない長方形のもの)
を満たす定形郵便物又は定形外郵便物。

(3)書 留の取扱いも可能。
(4)定 期・継続的な利用。

(5)引 受郵便局への事前登録。

料 金

(1)定 形

25グ ラ ム ま で410円(330円)

50グ ラ ム まで420円(330円)

(2)定 形 外

50グ ラ ム まで460円(330円)

100グ ラ ム まで520円(330円)

250グ ラ ム まで600円(330円)

500グ ラ ム まで750円(360円)

1キ ロ グ ラ ム まで900円(360円)

2キ ロ グ ラ ム まで1,000円(390円)

3キ ロ グ ラ ム まで1,200円(390円)

4キ ロ グ ラ ム まで1,400円(390円)

(注)1.()内 は特殊取扱料金の再掲。

2.郵 便私書箱 に配達する ものは、上記金額か ら60円

引いた金額。

3.万 一、午前10時 まで配達 され なか った場合 は、不

可抗力 による場合 を除 き、特殊取扱料金が還付 され

る。

第2-2-6-2図 レタックス取扱数の推移

(千 通)
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14,000ト
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第6節 豊かな生活環境 を実現する郵便事業 ・郵便局ネットワークの展開一

達す るサービスを行 って きたが、多様化す る利 用

者のニー ズに応 えるため、6年9月 か ら新 た に押

し花付、立体画像(ホ ログ ラム)付 、 その他 台紙

の表面 に特 別 な加工 を施 した もの計7種 類 を追

加 し、これ ら特 別 な台紙 につ いて も料金後納 の取

扱いが可能 となった。

電 子郵 便(レ タ ック ス)の サ ー ビス 改善

昭 和56年 か ら取 扱 い を開始 した レ タ ッ ク スは6年 度 にお い て は約1,600万 通 と順 調 に増 加 して

お り、郵 便 の 主要 なサ ー ビ スの一 つ と して位 置 付 け られ て い る(第2-2-6-2図 参照)。

レ タ ッ ク スは元 年10月 か らブ ー ケ等 の 形 を し

たメ・ディー発生矧 掩 酬 更台紙に納めて配/彪 汽 一

だ リ ノ"/
/ノ 勾

/一1,
/ノ ～

〆 β ダ%

国 蕪 ∵,
～P //ク'・
,/ノ
ド ノ
1
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(押 し花付)

@
配達台紙

/

(ホログラム付)

(3)コ ンピュータ郵便の充実 ・強化

コンピュータ郵便 は受取 人の住所 ・氏 名、通信文等 を一定の フォーマ ッ トに従 って記録 した磁

気テープや フロッピーデ ィスクを引 き受 けるか、又 は利用者 と取 扱郵便 局問及び送信側 と受信側

の取扱郵便局問で オ ンラインに よるデ ータの送受信 を行 い、受信側 の取扱郵便 局で通信文 ・あて

名等 をプ リンタで通信文 用紙 に印字 し、封 入封 かんの うえ一般 の郵便物 と同様 の方法で送達す る

サービスで、昭和60年6月 に日本橋郵 便局、大阪 中央郵便 局で取扱 いを開始 した。

現在 の コンピュータ郵便 は フォーマ ッ トの作成 が難 しい、個 人での利用が難 しいなどの問題 が

あ る。 そこで郵政省で は、①パ ソコンで作成 した文書 を その ままコンピュー タ用データ として使

用で きるコンピュータ郵便 用デ ータ変換 ソフ トを開発す る、②東京都 内、大阪市 内の5局 を新 た

にコンビ.ユータ郵便 の引受 局 とす る、③パ ソコン通信 を利 用 した コンピュー タ郵便 の差 出 しを可

能にす るこ とによ り比較 的差 出通数 の少 ない事業所 やパ ソコン通信 を行 っている企業 ・一般個 人

がコンピュータ郵便 を利 用 しやす くす る予 定で あ る。

(4)集 荷サー ビスの充実 ・強化

郵政省では利 用者 の集荷 の要望 に応 えるため、6年8月 か ら定時集荷の拡充、ビル内一括集荷

の実施、集荷 セ ンターの設置 に よ り集荷サ ー ビスの一層 の充実 ・強化 を行っている。

定時集荷 は、従来1日1便 で あ ったが、集 配普通 局 につ いては午前1便 、午後2便 、集荷要請

の多い集配特 定局 につ いては午前1便 、午後1便 設定 した(な お、便数 は集荷状 況 に応 じて増減

す るこ とがあ る)。

ビル内一括集荷 は、事業 所が多数あ り集荷 ニーズが見込 まれ るオ フ ィスビノレにつ いて、毎 日一

定の時刻 に訪 問す る集荷サー ビスで あ る。
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集荷 セ ンター は、利 用者 の利便 向上、郵便物処理 の迅速化及 び輸 送 の効率化 を図 るた め地域区

分 局等拠 点局 に設置 され、各郵便 局の大 口事業所 の集荷 を集約 して受 け持 ってい る。

(5)窓 ロ混雑緩和の ための機器配備

郵政 省で は、休 日や夜間 にお け る郵便切手 ・はが きの購 入 を容易 にす る と ともに、大都市や そ

の周辺 に所在 す る郵便 局の窓 口の混雑 を緩和 し、 窓 ロサ ー ビスの向上 を図 る こ とを 目的 として、

「郵便切 手 ・はが き発売機」の配備 を推進 してお り、6年 度 は266台 を配備 した(6年 度末現在、

2,410台)。

7年 度 には、 各地域 の中心 とな る郵便 局等 に338台 の 「郵便切 手 ・はが き発売機」を配 備す ると

ともに、新 た に利 用者 の操作 によ り郵便料金 を案 内 し、併せ て郵便料 金証紙 を発売す る 「郵便料

金案 内 ・証紙 発行機」 を配備 す る予定で あ る。

(6)高 速道路サ ー ビスエ リアへの郵便 ポス ト設置拡 大

近年、我 が国 にお いては順次高速道路 が整 備 され、高速道路 の利用者 が増 加 してい るため、郵

政省で は昭和63年4月 か ら高速道路 のサー ビスエ リアへの郵便 ポ ス トの設置 を行 い、6年 末現在

93か 所 に設置済 で あ る。

(7)マ ル チメデ ィア時代 に向 けた郵便 サー ビスの 実験 ・調査研 究

マル チメデ ィア時代 においては、情報 通信 を利 用 して在 宅の まま郵便 サー ビスを申 し込みたい

とい う利用者 ニー ズが高 まるこ とが予 想 され る。

郵政 省で は この よ うな状 況 に的確 に対応 してい くた め、7年 度 にお いては、関西 文化学術研究

都市 において実験 が行 われてい る 「新世代通信網パ イ ロッ トモデル事業 」 に参画 し、郵便商品及

び郵便 サー ビスの 内容や料金等 の業務案 内、記 念切 手の購 入、 レタ ックス、ふ るさ と小 包の申込

み等 のホー ムシ ョッピング等 の実験 を行 う予 定で あ る(第2-2-6-3図 参照)。

第2-2-6-3図 マルチメディアを活用 した郵便サービスの実験システムのイメージ図

[記念切手の例]

① 記念切手の商品情報
情報発信センター一 (VODサ ー パ ー)

加 入 者

(VOD)

(300i日二'旨ぎ) ④ 配達 、 一 一_

b一
＼ 一 〒 郵便局
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また、マルチ メデ ィア時代 に向 け、郵 便サー ビ スの在 り方 につ いて有識者 か らなる調査研究会

を設 け、検討 してい くこ ととしてい る。

この実験等 によ り、利用者の利便向上 と郵便サー ビスの情 報化 を積極 的 に推進 して い くこ とと

している。

2効 率的な郵便事業経営の推進

(1)高 性能な郵便処 理機械の配備等

郵政省で は昭和43年 の郵便番 号制 度導 入以 降、「郵便番号 自動読取 区分機」、「郵便物 あて名 自動

読取 区分機 」等 の郵便処理機械 の配備 や性能向上 に努 めて きた、

7年 度 は、取 扱郵便物 数の多 い郵便 局を中心 にこれ らの郵便物処理樹 戒の配備 を拡 大す る とと

もに、書留郵便物 や国際郵便物 の処理作業 の効率化 を図 るため、 「書留郵便物 自動読取 区分機」や

「国際郵便物 自動読取 区分機」 を配備拡大 す る予定で あ る。

(2)配 達局 にお ける局内作 業の情報機械化

これ まで主 に手作業 で行 われて きた配達郵便 局 にお ける局内作業の機械化 に向 け、5年5月 に

とりま とめ られた 「郵便 処理 システムの情報機賊 化 に関す る調査研究会」の調査研究結果 を参考

に、利用者 に理解 と協 力の得 られ る新郵便番号制 や郵便処理 シ ステムの在 り方の検討 及び情報機

械化 に必要 とな る機械 や シ ステムの研究 開発 を行 ってい る。

(3)効 率的な要員計画

郵便事業 は、郵 便物の引受か ら配達 にいた るまで 多 くの作業 を人手 に依 存す る事業で あ り、郵

政省で は6年 度 にお いては事業経 営の健 全化 に向 けて、よ り一層の作業の機絨 化及び業務 の外部

委託等 に積極 的 に取 り組 む一方、要員配置の見直 し等 によ り約2,070人 の減 員 を行った。7年 度 に

おいて も、効率化 ・合理化施策 を積極的 に推進 し、年間1,000人 を超 える減 員 を予定 してい る。

また、労働 力市場 の変化 に対応 し、労働 力の安 定的確保 と効率的配置及び高齢者 や女性 の就業

機会 の拡大 を図 るこ とを 目的 として、6年10月 か ら関東郵政 局及 び東京郵政 局管内の一部 の郵便

局において 「郵政短時 間職員」を試行 してい る。 同職 員 は1日4時 間勤務で、任用、服務、処遇

等は常勤職員 とほぼ同様 の扱 い とす る長期継続的 な勤務 の非常勤職員で あ り、朝 夕の繁二忙時 にお

ける郵便物の区分 け業務等 に従事 して いる。

(4)郵 便受箱の大型化

郵便受箱 は効率的 な郵便 配達作業 のみ な らず、配達 された郵便物の安 全確 保 にお いて も重要 な

もので あ る。

近年、民 間及び行政部 門 にお いて文書のA4判 化が進 み、A4サ イズの郵便物 が増加 してお り、

これ までの小 さな郵便 受箱で は大 型郵便物 が はみ出 して しま うな どの問題が生 じてい る。
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郵政 省で は6年 度 に郵 便受箱の標準 規格 を改正 し、従 来のB5サ イズ基準 か らA4サ イズ基準

とし、郵便 受箱 の大 型化 への利 用者 の協 力 を得 るた めの取組 として、郵便 局 にお いてポ スター掲

示 、チ ラシ配付 によ る広報活動等 を行 って いる。

(5)不 在持戻 り郵便物の効率 的な処理

ライ フスタイルの変化等 によ る昼 間帯不在家庭 の増加 に伴 い、 不在持戻 りとな る割合 が高 くな

ってお り、郵政 省で は その保管 、照会、交付等 の事務処理 に多大 の労 力 を要 して いる。

こ うした事 態 に対処 す るた め、5年 度 か ら持 戻 り郵 便物 と保 管棚 を コン ピュー タで管理 す る

「不在持戻 り郵便物保管管 理 システム」 による取扱 いを行 って いる。

7年 度 には、同 システムの一層の配備拡大 と受取 人か らの電話 に よる再 配達、転送等 の申出に

自動応答す る電話 自動応答 システムを開発配備す る予定で あ る。

(6)昼 間帯不在家庭対策

これ まで受取 人が不在のた め配達で きなかった郵便物 は いったん郵便 局 に持戻 り、 その都度受

取 人の意向 に沿 って再 度配達、隣家等への代 人配達等 を行 って きたが、「で きるだ け早 く、安全に

郵便物 を受 け取 りたい」 とい う利 用者 の要望 に応 える とともに効率的 に業務 を運 行す るために、

6年 度か ら指 定場所 配達 、包括的隣家配達 ・勤務 先転送、在宅時配達 を開始 した。

指 定場所配達 は、事前 に受取 人か ら指定 された安 全な場所へ小包及 び郵便受箱 に入 らない大型

郵便 物 を差置配達 した り、あ るいは同一建物 内 に設置 された配達 ボ ックスへ収納 す る配達方法で

あ り、6年5月 か ら開始 された。

包括 的隣家 配達 ・勤務 先転送 は、事 前 に受取 人 か ら申出の あった隣…家等(マ ンシ ョン管理 人

等)、 又 は勤務 先 に小 包郵便物等 を配達す る方法 で あ り、6年8月 か ら開始 された。

在 宅時配達 は、小包配達受託者 に よ り、在宅率 の高 い夜間帯 に配達 す る方法で あ り、6年8月

か ら開始 された。

3郵 便局 ネ ッ トワークの活用 による地域社会 ・国際社会への貢献

(1)ふ るさと小包の振興

郵政省 で は、6年 度 に生産者、郵便局、地方公共団体、利用者等で構 成 す る 「ふ るさ と小包推

進協言義会」 を開催 した。

7年 度 も引 き続 き同協議 会を開催 し、郵便 局等 か ら必要 な指導 を行 うとともに、郵便 ネ ッ トワ

ー クの活 用、利 用者 の需要動 向、品質管理 につ いての情報 ・意見交換 を行 い、集約 した情報 や ノ

ウノ・ウを生産者 にフ ィー ドバ ックす るこ とによ り、ふ るさ と小 包の需要拡 大 を通 じて地域社会 の

振興 に貢献 す るこ ととして い る。

② 「活 き活 き情報 交流サ ー ビス」の拡充
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郵政省で は、地方公共 団体が発信 す る観光、 イベ ン ト、産業、就職 、住宅等 に関す る各樹 青報

を郵便局ネ ッ トワー クを通 じて、都会等で生活 す る人 々や企業 に提供 す る 「活 き活 き情報交流サ

ービス」を5年1月 か ら実施 してい る。7年4月 か らは、情報提供地方公共 団体 をこれ までの50

か ら80に 拡大す る とともに、提供 す る情報 の リス トを掲載 したカタ ログ を配備す る郵便 局 につ い

ても、全国100市 町村 の約4,700局 か ら195市 町村 の約5,500局 に拡大 す るこ ととしてい る。

(3)郵 便局 にお ける住民票 等の 交付請求の取扱 い

郵政省で は地域住 民の利便 向上 のた め、郵便 局備 え付 けの 「申込用紙」 を郵送又 は専 用 ファク

シミリによ り住民票等 の交付 請求 をす る と、市町村 か ら郵送で住民票等が交付 され るサ ー ビスの

取扱 いを実施 してい る。

郵送 による住民票等 の交付請求 の取扱 いは昭和62年4月 か ら開始 され、6年12月 現在、約1,100

市町村、約10,200の 郵便 局で実施 されてお り、 ファクシ ミリによる住民票の交付 請求 の取扱 いは

4年2月 か ら開始 され、7年3月 現在、14市 町村、25の 郵便 局で実施 され ている。

④ 政府刊行物ブ ックポス トの実施

郵政省で は、 国が発行す る政 府刊 行物 の一層の普及促進 と地域住民 の利便 の向上 を図 るた め、

地域 に密着 した身近 な公共機 関で あ る郵便 局か ら政府刊行物 の申込 みがで きる 「政府刊行物 ブ ッ

クポス ト」サー ビスを7年4月 か ら実施 す るこ ととして いる。

このサー ビスは、郵便 局 に配備 された「大蔵省 印刷 局刊行物 目録」か ら、欲 しい刊行物 を選 び、

現金書留郵便 ・郵便振替又 は郵便為替 で 申 し込 む と、書籍小包郵便物等 によ り送達 され るサー ビ

スで ある。

取扱地域 は、県庁所在都 市等 となってい るが、7年 秋 には、全 国 に拡大 して実施 す るこ ととし

ている。

(5)寄 附金付 お年玉付年賀葉書等の寄附金 による地域社会への貢献

お年玉付年賀葉書 ・年賀切手 に

付加された寄附金は、制度発足以

来(そ れぞれ昭和24年 、3年 に制

度発足)、社会福祉の増進、がん等

難病の治療研究、青少年の健全育

成、地球環境の保全等10の 分野の

事業への配分 を通 じて地域社会 に

貢献 している。

7年 用寄附金付 お年玉付年 賀

葉書 ・年 賀切 手及 び6年 度 に発 寄附金付お年玉付郵便葉書等寄附金による社会福祉事業
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行 した寄附金付広告 つ き葉書(4年 度 に制度発足)の 販売 を通 じて集 め られた寄 附金 は、319団 体

に対 し、16億5,366万 円配分 された。

(6)郵 便 局 におけ る国際ボ ラ ンテ ィア貯金 による国際貢 献

郵政 省で は、国民参 加 による民 間 レベルで の海外援 助 の充実 に資 す るこ とを 目的 として、3年

1月 か ら国際ボ ランテ ィア貯 金の取扱 いを開始 して いる。

6年 度 には、約24億8,272万 円の寄 附金 を全国197団 体 が実施す る265の 援 助事業 に対 し配分を

行 い、 アジア ・アフ リカ を中心 とした世界58か 国 にお いて、貧 困や災害で苦 しむ人々のた めの食

糧、 医療 ・衛生指 導や教育関係 、 自立 を促 すた めの職業訓練、 農業等 の技 術指 導、 さ らには環境

保 全等 の援助 に役立 て られてい る。

6年 度末 には国際ボ ランテ ィア貯 金の 口座数 が1,674万 件 に達す るな ど、国民 の間 に着 実 に根付

いて きて い る。

(7)郵 便局の外貨両替サ ービスの改善

3年10月 に開始 した外 国通貨 の両替及 び旅行小切 手の売 買サー ビスは6年 度、新 規 に40局 を加

え、現在 全国の300局 で 取 り扱 ってい る。

取 扱通貨 は、外貨両替 が米 ドル、 フランス ・フラン、カナダ ・ドル、英 ポ ン ド、 ドイツ ・マノレ

ク、オー ス トラ リア ・ドル及 びスイス ・フランの7通 貨で 、旅行小切手 は これ ら7通 貨 に 日本円

を加 えた8通 貨建 て となってい る。6年 度の取扱状況 は、総取 扱件数約17万 件 、総取扱金額約142

億 円であ った。

(8)郵 便貯 金資金 ・簡保資金の運用 を通 じた貢献

財政投 融資の主要 な原資 として活用 され る郵便貯 金資金や財政投 融資への協 力 を通 じて活用 さ

れ る簡保 資金 は、全国約2万4,500の 郵便 局ネ ッ トワー クを通 じて集 め られ、社会資本 の整備、国

民 生活の質の向上 、地域 の振興 に重要 な役割 を果 た してい る。

この うち簡保資金 は、加入者 の身近 な ところで役立 て られ るよう、地方還元 を図っ てい る。特

に地 方公共 団体 へ は、地域 の郵便 局を通 じて貸付 けが行 われてお り、小 ・中学校 の建 設や公園 ・

下水道 の整備、さ らには防災無線 の施 設整備等 に役立 て られ、豊 か な まちづ くりに貢献 して いる。

6年 度末現在 の地方公共団体 に対す る貸付残 高 は、約12兆6千 億 円で、7年 度 には、1兆6,500億

円の貸付 けを計画 して いる。

また、郵便貯金資金 及び簡保資金 は、外国政 府や国際機 関等 の発行 す る債券 の購入及 び財政投

融資計 画 を通 じた運用 によ り、国際経 済 の安定 ・発展 に貢献 して いる。
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(9)郵 便局 ネ ッ トワークの活用 による地域の情報化

郵便局窓 口の環境整備並 び に地域 の情 報拠点 としての郵便 局の機能 向上 を 目的 に、昭和63年 度

からハ イビジ ョン ・シティモデル都市、都 道府県庁所在地 、 テレ トピア指定地域 、地 方拠点都市

等に所在 す る郵便 局へのハ イビジ ョン放送受信 システムの導 入 を進 めて いる。6年 度末現在 、全

国192の 郵便 局 に同 システムを配備 してお り、7年 度 は新 た に30局 への配備 を予定 してい る。

さ らに、6年 度か らは郵便 局 にお いてCS・BS放 送受信機器 の設置 また は都市型 ケーブル テ

レビへの加 入 を進 めてい る。6年 度末現在 、全 国286の 郵 便局 にCS・BS放 送受信機器の設置 を

行 うとともに、141の 郵便 局 にお いて都市型 ケー ブル テレビへ の加入 を行 った、7年 度 も同規模 の

導入 を図 る予 定で あ る。
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Fヲ 瓦4 郵便局の窓ロサービスに対する満足度

「さわやか行政サ ー ビス運動」推進活動 の一環 として、5年10月 か ら同12月 にか け

て実施 された 「さわやか行政サー ビス改善評価 調査」の アンケー ト調査 の結果か ら、

郵便 局の窓 ロサ ービスに対す る利 用者の満 足度 をみ るこ ととす る(以 下 は窓 ロサー ビ

スを行 ってい る行政機関等 の うち利 用者 の比較的 多 い14の 機 関 につ いての集計結果で

あ る)。

14機 関:郵 便 局、市町村役場、都道府県庁、税務署、警察署、登記所 、社会

保 険事務所 、公共職業安 定所、NTT支 店 ・営業所、労働基準 監督

署、保健所 、福祉事務所、陸運支 局、労働基準 局

職員の応対態度

職員の言葉使 い

用件の理解の速さ

職員の幸丸務態度

職 員の服装 ・身だ しなみ

事務処理の速 さ

昼休みの受付 ・処理

申請手続 の分か りやす さ

一つの窓 口で用件が済む

目的の窓 口の分か りやす さ

待 ち時間の一表示

施設 ・設備の維持 ・管理

待合室 ・トイレ等の清潔 さ

待合室等の換気

bF均

0.010.020.030.040,050.060.070.080.0(%)

、ll36

33.1

730
64.0

72.0
642

78.6
719

70.1
61,2

735
656

66.7
60.3

482

588
50,9

550
48.1

70,0
568

郵便局

14機関平均

57.5

527

49.7

51.1

526

480

6〔〕{}

53.9

総務庁 平成5年 度 さわやか行政サービス改善評価調査結果より作成
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第7節 郵政行政等の情報化の展開

1郵 政行政情報化5か 年計画

郵政省で は、 これ まで実施又 は計 画 されて きた情報 化施策 を含 め、今後、情報化 の一層の推 進

にょり郵政 行政 に新 しい次元 を開 くための施策 として、7年3月 に7年 度 を初年度 とす る 「郵政

行政i青報化5か 年計画」 を策 定 した。

今後 郵政省で は、毎年度 見直 しを行 いつつ、本計 画の推進 を図 るこ ととしてい る。

1基 本理念 等

郵政行政のあ らゆ る分 野 にお いて、情報通信技術の成果 を活用 して、事務処理 の高度化、サー

ビスの改善及 び地域社会 への貢献 を図 るこ とによ り、知的社会 実現 の先導的役割 を果 たす こ とを

目指す。

電気通信行政 にお いては、書類 の電子化 による手続の迅速化 を図 るほか、情報提供 を一層促進

することとし、郵政事業 にお いて は、業務 プ ロセ スの見直 し等 によ る事務処理 の高度化及 びサー

ビスの改善、郵政事業 に関す る情報提供 の一 層の促進 の ほか、災害時 を含めて郵便 局の情報拠 点

化を図 るこ ととす る。

1計 画 目標

5年 後 に実現 され る計 画の達成 目標 は、以下 の とお りであ る。

(1)電 気通信行政 に係 る諸手続の効率化

定型的 な書類 をすべ て電子化 し、免許 申請、届 出、報告等の手続 をオンライン化又 は フロッピ

ーディスク化 し、手続の簡素化 及び迅速 化 を実現 す る。

(2)イ ンターネ ッ ト等 を利用 した郵政行政の情報提供の推進

電気通信行政 並 びに郵便 、為替貯 金及び簡易保 険の郵政事業 に関 して、 臼書 及び報道資料の ほ

か、統計 デー タ、研究成果等 の公開資料 ・デー タ等 を電子化 し、CD-ROMや インター ネ ッ ト

等による情報提 供 を行 う。

(3)電 子化 による郵政事業の事務処理の 高度化 と郵便局サ ー ビスの 向上

ア 事務処理 の高度 化及び効率化

業務 プ ロセ スの見直 しや共同利 用型デー タベー スの充実 ・活 用、 外部デー タベー スの活 用等 に

より、事務処理の高度化及 び効率化 を図 る。

① 共同利 用型デー タベー スや外部デー タベー スの活 用 によ る、政策 の企画 ・立案 及び営業 の

企画 ・立案 に必要 な情 報の収 集、加工 及 び分析

② 業務 システム との連携 や共同利用型デー タベー スの活 用 によ る、報告 ・集計業務 及び 日計
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簿 作成業務 の 自動化 及び簡略化

③ 電子 メールや電子掲示板等 の活用 による、情報伝 達の効率化及 び円滑 化

④ 電子決裁 シ ステムの活 用 による、文書 の発案 、作 成、回議 、決裁、 発送等 、文書決裁 プロ

セ スの簡素化 及び迅速化

⑤ テ レビ会議 システムの活 用 による、移動時 間の削減 及び意思 決定 の迅速化

イ 郵便 局サー ビスの 向上

(ア)サ ービスの改善

①ATM(AutomaticTellersMachine)、 郵便振替 イメー ジ端末機、郵便振替 自動受付機等、

各種端末の新 設 ・増 設等 によ る、待 ち時間 の短縮 、資金決済 ・送 金決 済 の時 間短縮等 のサー

ビスの迅速化

② 窓 ロサー ビス時間 ・自動機器サー ビス時間 の弾 力的 な運 用やATM等 の局外設置拡大、郵

貯 ホー ムサー ビスの充実等 、サ ー ビス提 供場所 の拡充等 によ る、サー ビ ス利用機 会 の増大

③ ケーブル テ レビ、パ ソコン通信等 を利用 した、利用者 による直才妾注文が可能 なサ ー ビスの

提供

④ 窓 口での マルチ メデ ィアパ ソコンの活用 による、貯蓄相談 や生活 設計 コンサル ティング、

郵 便利用 に関す る相 談サー ビスの提供

⑤ 外務職員等 の携 帯無線端末 の活用 による、適切 な コンサル ティングや契約 内容 の照会 ・確

認等、訪問先 にお いて も窓 口 と同等 のサー ビスの提 供

⑥ 各種 手続 の電子化

(イ)地 域社 会への貢 献

① 地域 の イベ ン ト、サ ー クル情報等 を郵 便局設置 のマル チ メデ ィアパ ソコン、 ケー ブル テレ

ビ等で提供

② 他省庁 との連携 によ り、 その行政i青報 を郵便 局 のマノレチ メデ ィアパ ソ コンで提 供

③ 郵便 局のマルチ メデ ィアパ ソコン等 に よ り住民票交付請求 の取扱 いを受 けるこ とがで きる

な ど、 自治体1青報 及び 自治体サー ビスを 自治体 との連携 に よ り提供

2郵 便局衛星通信ネ ッ トワーク(P-SAT)

郵政省で は、 全国 を結ぶ郵便 局ネ ッ トワー クの高度化 を通 じて、利 用者 のサー ビスの向上、地

域 の情報化 の推進及 び郵政事業運営の高度化 ・効率化 を図 るこ とを目的 として、3年4月 、郵便

局衛星通信 ネ ッ トワー ク(P-SAT)の 運用 を開始 し、映 像 によ る地域 の特 産物、地場産業、

観光1青報等 を提 供 してい る・現在、全国約1,500の 郵便 局等 に受信装置 を設置 し、地域 の情報 化の

推 進及 び地域住民の利便 の向 ヒを図 り、地域 の情報拠 点 としての郵便 局ネ ッ トワー クの高度化 を
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推進 して い る。

3郵 政省テ レビ会議システム

郵政省で は、本省、地 方郵政 局

及び主要 な郵便 局 にテレビ会議 シ

ステムを導入 し、6年4月 か ら運

用を開始 した。

このテレビ会議 システムは、①

郵政行政の一層の迅速化 ・効率化

の推進、②会議 出席 のための時 間

・労力等 の節減、③ 会議 出席 のた

めの交通 によ る移動が な く、環境

にやさ しい映像通信 を 目的 として

導入 された。

画 ・ 蹄ぱ一向 蝉隔 ㍉ 冒

._」 .一'

評

幽 占凶

か Ψ㌃

蟹
禽

iげ"

郵政省テレビ会議システム本省風景

!

」

4郵 政本 省LAN

郵政省で は、国の行政機関 としては最大規模 、かつ、我 が国初 の本格 的 な無線 方式 による本省

庁舎内LANを 構築 し、6年 度か ら運用 を開始 した。

このLANシ ステムは、①職員1人1台 のパ ソコン配備 に よ り、オ フィスの レスペーパー化等

を推進 し、政策策 定の支援 と事業運営 の高度化 を図 る、② 国内のパ ソコン通信 は もとよ り、世 界

的なコンピュータネ ッ トワークで あ る 「インターネ ッ ト」等 の外部 ネ ッ トワー ク とも接続 し、国

内外 を問わず広 く郵政省 か ら情報 を提供 し、開か れた行政 の実現 を図 り、国民の利便 向上 に資す

る、③21世 紀 の高度情報 通信社会 に向 けて、行政の情報 化 を実利 用の面で も率先 して推進す るこ

とを目的 として構築 された(第2-2-7-1図 参照)。

5郵 便貯金オ ンライ ンシステムの充実

郵便貯金のオ ンラインシステムは昭和53年 に神奈川県 内の郵便 局で スター トし、昭和59年 に全

国ネ ッ トワー クが完成 した。この システムは、簡 易郵便 局 を含 め約2万4,500の 郵便 局 をネ ッ トワ

ークす る単一機 関 としては他 に類 を見 ない大規模 なオンラインシステム となってい る。

その後 も利 用者 の高度化 ・多様 化す る各種 ニー ズ に応 え、一層のサ ー ビス向上 を図るため、昭和63

年から最新 の情報通信技術 を取 り入れた第II期 システムによるサ ー ビスを開始 し、現在 に至ってい る。

この間、郵貯 ホ リデーサー ビスを開始 し(3年4月)、 一部の局舎改善予 定局 を除 く全郵便 局へ
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第2-2-7-1図 郵政本省LANの イメージ図

支線LAN
12F

← 基 幹L

ルータ

AN

(光ケー ブル)

低
外部
接続

'

IIll

●共用データ
ベース

●部局別業務

処理

:

/
1

.ユrlll
l

黒 墨 呈 暴
一 　 一 一

舞融 翻

lII← 無線機.l

llll
}

呈 墨 墨 墨
一

1F

III

●電子メール
●電子会議

●電子掲示板

:

/

ll

/塁_1弼1

盟 墨 呈 墨暴
サーバ

(注)郵 政本省LANは 、大型 コン ピュータを排 した分 散処理 方式であるク ライア ン ト
・サーバ方式 を採用 し、職員に配備 したパ ソコン(ク ライ アン ト)と 共通 のOA用

コンピュータ(サ ーバ)を 無線 回線で結んで いる。

サーバ には、本省全体で利用するた め機能別 に用意 したOA用 中型 コンピュータ

(共用 サーバ)と 、各課内で共用するOA用 小型 コンピュータ(文 書 管理サーバ)

とがある。

のATM、CD設 置 が完 了 したが、昨今の 目覚 ま しい情 報通信技 術 の進歩 及 び金融 の 自由化 によ

り一層対応 した システム基盤 を構築 す るために、現在 、7年 度 のサ ー ビス開始 を 目途 に次期 シス

テムの諸準 備 を進 めて いる。

6イ ンターネ ッ トを利用 した情報提供

郵政省 で は、6年9月 、郵政 省情 報 を国内だ けで な く、広 く海外 に も提供 す るこ とを目的 とし

て、世 界最大 の コンピュータネ ッ トワー クで あ るインター ネ ッ トを利 用 して、英 文に よる郵政関

連情報 の提供 を開始 した。郵政 省 内にWWW(ll)(WorldWideWeb)サ ーバ を設置 し、通信 白書

(6年 版 要約)、 郵政 省組織 、郵政省 の施策 を海外 に紹 介 して い るrMPTニ ュー ス」、 電気通信

審議 会答 申(「21世 紀 の知的社会へ の改革 に向 けて一情報通信基盤 整備プ ログ ラムー」6年5月)

(`i'l
r1・、旛 鵬 隠ll黛 欝 硫7粂1爾 今?;縦 讃 薦 議 撮 漏 、1隷』鴨 の「灘 統合
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等の情報 を提供 してい る。

インターネ ッ トを通 じた通信 白書(要 約)の 提供 は白書 としては初 めての試 みで あ り、文字情

報に加 え、図や写真等 の画像i青報 も提供 してい る。

(インターネ ッ トのアクセス先http://WWWmptgojp/)

7通 信 白書のCD-ROM化

郵政省で は、白書 の理解 に資す るため、平成6年 版通信 白書 の本文、図表 、写真 に加 え、マル

チメデ ィアのサー ビスをイメー ジ した イラ

ス トやマル チメデ ィア に関す る有識 者イン

タビュー及び利 用 ・開発事例 の ビデオ映像

を収録 したCD-ROMを 政府の 白書 とし

て初めて作成 した。

このCD-ROMは 、非営利 目的の利 用

者に無料で貸 し出され、6年 度末 まで に、

1,150件 の貸出申込 みが あった。

,,甥
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平成6年 通信白書CD-ROMと 利用風景

第8節21世 紀に向けた技術開発 ・標準化の推進

1情 報通信の高度化 ・多様化を支える技術開発の促進

(1)技 術総括審議官の新設

通信技術 と放送技術の融合への対応、情報通信基盤高度化のための技術開発・標準化の推進など、

部局をまたが る技術関係事務 の増大 に対処す るため、大 臣官房 に郵政省の所掌事務のうち技術 に

関する重要事項の総合調整を行 う局長級の「技術総括審議官」を7年 度に新設することとしている。

(2)情 報通信分野における先端的技術の研究開発課題 と推進方策

我が国における情報通信のノ・一 ドウェア技術は、一部は世界の トップレベルに達 しているもの

の、我が国全体 としての基礎研究や創造的研究への取組はいまだ十分 とは言 えない状況であ る。

欧米先進諸国では、情報通信基盤の構築 を目標 に、情報通信 を次世代の基本的戦略産業 と位置

づけ、国家的観点か ら先端的な技術開発 を強化 しようとしている。一方、我が国では、情報通信

分野の技術開発で主要 な役割 を担って きた民間部門においては、近年の景気低迷 によ り研究開発

費の削減、研究開発費を基礎研究か ら応用 ・開発研究ヘシフ トす るなどの傾向がみ られる。
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この よ うな状 況 にお いて、今後我が国が1青報通信基盤 の高度化 を通 じて、安 定かつ持 続的な経

済 成長 と豊 かな国民生活 の実現 を図 ってい くため には、 国際競争力の向上 及 び国際社会 への貢献

の観点 を踏 まえ、先端 的技術 の研究開発 を我が国全体 として強化 してい くこ とが重要で あ る。

このため、6年6月 、 情報 通信分 野 にお ける先端 的技術 の研究開発課題 と推進 方策 にっいて、

電気通信技 術審議 会に諮 問 してお り、7年5月 頃 に答 申を受 け、情報 通信技 術政 策等 に反映 させ

るこ ととしてい る。

(3)情 報通信技術 に関する研究開発指針 の一部改定

郵政省で は、我 が国の情報通信技術 に関す る研 究開発 を効率的 に推 進 す るた め、研 究開発推進

の基本的考 え方、研究 開発推 進方策等 を 「情報通信技術 に関す る研究開発指針」 として取 りまと

め公表 してい る。

本指 針 につ いて は、昭和61年 度 に策 定 した後、技 術動向、郵政省 の新規施策等 を踏 まえ適宜改

定 して きたが、情報通信基盤整備 やマル チメデ ィア技 術 に関す る関連 審議 会の答 申を受 けて6年

8月 一部 改定を行 った。主 な改定点 は、以下 の とお りで あ る。

ア 電気通信審議会及び電気 通信技術審議会の答 申の反映

電気通信 審議 会答 申 「21世紀 の知 的社会 への改革 に向 けて一 情報通信基盤 整備 プ ログラムー

一 」(6年5月)
、電気通信技 術審議 会答 申「将来の マルチ メデ ィア情報通信技術 の展望 」(6年4

月)を 踏 まえ、 アプ リケー シ ョンの開発 ・導入の促 進の ための各種 パ イロ ッ トプ ロジェ ク トに対

す る支援 を行 ってい くこ ととした。 また、21世 紀 の情報 通信基盤 の構築 のた めに利 用 され る基盤

技術 の うち、 「超 高速伝送技術」等 の基礎 的技 術 につ いては、郵政 省通信総合研 究所 において も積

極 的 に取 り組 む こ ととした。

イ 防災に関す る研究開発の推進についての 記述の 追加

内閣総理大 臣決 定 「防災 に関す る研究開発基本計画」(5年12月 改定)等 にお いて災害対策 にお

け る情報通信 の役割 と研究開発の重要 陛が指摘 された こ とを踏 まえ、 防災 に関す る技術 について

研究 開発 を一層推 進す るこ ととした。

ウ 先導 的研究開発の推進 にっいての記述の追加

5年 度補 正予算 によ る通信 ・放送機構 にお ける先導的研究開発 の充 実 に対応 して、新 規の研究

開発(大 規模 双方向CATV(フ ルネ ッ トワー ク)、 広帯域 デ ジタル無線通信 システム、高度映像

通信利 用技 徹 立体 ハ イビジ ョン番組制作技術 身体障害者 ・高齢者 用情 報通信 システム)を 一

層推進 す るこ ととした。

(4)デ ジタル映像技術開発の推進

郵政省で は・様 々な映 像 メデ ィアに共通 して適用 され るデ ジタル映 像技 術 の体 系化 ・規格 の統

合化 の必要1牛・超高精細デ ジタル映 像 シ ステム(UDTV)の 開発の提 言 を内容 とす る5年1月

　 (引8
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の電気通信技術審議 会の答 申 「21世紀 を展望 したデ ジタル映像技術 の在 り方について」を受 けて、今

後のマルチメディアの時代 に対応 して、通信 ・放送 ・蓄積 メデ ィアのみならず、印刷 ・医療 ・映 画等 の様 々

な分野 にお ける映像メディアに共通 して適 用で きるデ ジタル映 像技術 の研究開発 を推進 して いる。

具体的な施策 としては、以下の ものがあ る。

① デ ジタル映像技術開発 に向 けた情報 交流 の促進

5年2月 に設立 された 「高度映 像技 術 開発推進 会議(AIM:AdvancedImageTechno-

logy)」で は、様 々な映 像関連分野の参加 によ り、 メデ ィア融合時代 におけ る次世 代映像 システ

ムの研究及び開 発推進 を行 う とともに、学識経験者等 を講師 とす る懇談会等 を開催 してい る。

6年!0月 には、 電子情報通信学会 と共 同で 「デ ジタル映像国際 シンポ ジウム'94」を開催 し、国

内外を通 じた幅広 い情報交流 を実施 して いる。

② 国際標準化活動への寄与

映像 のデ ジタル化 を図 るに当たって は、通信 ・放送 ・蓄積 メデ ィアにお ける統一的 なデ ジタ

ル圧縮技術が必要不可欠 とな るこ とか ら、現在、ITUは 国際標 準化機構(ISO)及 び国際

電気標準会議(IEC)の 合同組織 であ る情報処理関連国際標 準化技術会議(JTCl)と の

共同で、H.262/MPEG-2と い うデ ジタル符号圧縮 技術の国際標準 化 を進 め、7年 中 に勧

告化 され る予定で あ る。

郵政省で は、H.262の 相互運用性 や符号化特性 を評価 す るための確 認実験 を、 日本 ビクター

㈱、 日本 テレビ放送網㈱ 、NHKと 共 同で実施 してい る。現行 テ レビジ ョンレベ ルの実験 を6

年2月 及び6月 に実施 し、6年12月 か ら、HDTVレ ベルの実験 を行って いる。

また、ITU-Rに お いて は、郵政省 が前記答 申の概 要 を提 出 した こ とを契機 として、新研

究課題 「超高精細映 像」が5年11月 の無線通信総会 にお いて採択 された。

郵政省で は、6年6月 に開催 された作業部会 において、我が国 にお ける超高精細映像 の研究

状況 につ いて寄与文書 を提 出す る等 、新研究課題の解決 に向 けて積極的 に取 り組んで お り、新

勧告案が作成 され てい る。

③ 超高精細映 像の広帯域ISDN伝 送実験

今後 超高精 細映像 を広 帯域ISDNで 伝送す るこ とによ り、遠隔 ・医療 ・電子美術館 ・電子

図書館 ・電子博物館等 といった分野 において、 よ り高度 なサー ビスが提供 され る可能 性が あ る

が、高度 な映 像通信 の利 用技術 を確 立す るためには、具 体的 に実験 を実施 し、機 能や画質等 を

評価 す る必要があ る。

そこで郵政省で は、5年 度第三次 補正 弄算 によ り通信 ・放送機構 に出資 を行 い、同機構 で は、

超高精細映像 の広帯域ISDN伝 送実験 を行 う上で 必要 な設備 を整 備 した。7年 度か らは各種

のサー ビスを想 定 した フィール ド トライアル を含 む各種 実験 を行 うこ ととしてい る。
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さ らに、郵政省で は前述 のほか、6年5月 の電気通信 審議 会の答 申 「21世紀 の知的社会への改

革 に向 けて一 盾報通信基盤 プ ログラムー 」に基 づ くアプ リケー シ ョン実用化の た めの汎用的、

基礎 的 な技術 の研究開 発の一環 として、超 高精細映 像技術 の研 究開発 を推 進 して いる。具体的に

は、郵政省通信総合研究所 にお いて、7年 度 か ら、高度情報資源伝 送蓄積 技術 の研 究 として、超

高精細映像 の生成 ・圧縮 ・蓄積 ・検 索技術 に関す る研究 を行 うこ ととしてい る。

(5)光 ケーブルテ レ ビシステムの開発調査

魅力あ る地域 の メデ ィア として普 及 ・発展 して きた ケー ブル テ レビは、地域情報格差 の是正に

大 き く貢献 す る とともに、 多様 化 ・高度化 す る国民 ニー ズに応 えるこ とがで きるもので あ る。今

後 は、 さ らにケーブル テ レビが発展 ・普 及す るた めに、好 きな ときに見 た い番組 を見 るこ とがで

きるビデ オ ・オ ン ・デ マン ドやゲー ムソフ ト配信等 の各種新サ ー ビスの提 供 な ど、情報 メデ ィァ

としての有 用性 を一層高 め るこ とが必要で あ る。

しか し、 これ らの ニー ズに こた えるため には、従来 の システムで は伝送 容量 や品質 の確保等に

限界があ るので、大幅 な多チ ャンネル化 と伝送品質、信頼性 の向上 が図れ る光伝送技術 を用いた

光ケーブル テレビ システムの実現 が期待 されてい る。

このため、郵政 省で は、今後 の光関連 技術の開発動向 を踏 まえなが ら、 光 ケー ブル テ レビシス

テム に関 して、技 術的 な検討 を行 い、導入の 目標 とすべ き望 ま しい標 準的 なモデル システムを確

立す るこ とを 目的 として、4年 度 か ら3年 の予定で 「光 ケー ブル テ レビシステムに関す る調査研

究会 」 を開催 し、検討 を進 めて きた。

4年 度 は、光ケーブル システムの構 築 に必要 な要素技術 及 び その動 向等 につ いて調査研 究を行

い研 究書 を取 りま とめ る とともに、導 入の 目標 とな る望 ま しい標準 的 なモデ ル システムの基本設

計 ・詳細 設計 の対象 とな るシステムの素案 を作成 した。

5年 度 は、 この素案 に基 づ き光/同 軸ノ・イブ リッ トケーブル テ レビシステム及びデマ ン ドアク

セ ス光 ケー ブル テ レビシステムの2つ の標準 モデル シ ステム につ いて基 本設計 ・詳細 設計 を行

い、併 せ て現行450MHz全 同軸 ケーブル システムのグ レー ドア ップの検討 を行 う とともに、将来

システムの概 念設計 を行った。

6年 度 は、本調査研 究会 の最終年度 として、上 記2つ のモデ ル システムにつ いて、シ ステムの

総 合 伝送i生能 と・光系及 び同軸系 の それぞれの主要機器 の性能 に関す る実証 試 験 を行 い、 その結

果 を も とに、標準 システム に必要 な技 術的条件や今後取 り組 むべ き技術 的課題 を取 りま とめた。

(6)電 気通信 フロンテ ィア研究開発の推進

郵政省で は・電気通信 の高度化 のための基礎 的 ・先端的 な研究 開発 として、郵政省通信総合研

究所 を中心 に・産 ・学 ・官 の研究者 の連携 によ り、電気通信 フ ロン ティア研 究開発 を昭和63年 度

か ら行 ってい る。
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6年 度 においては、前年度 に引 き続 き、 「超 高速通信技術」、 「バ イオ ・知的通信技術 」及び 「高

機能 ネッ トワーク技術」の3分 野 につ いて8課 題 の研 究 を行 う とともに、若手研究者 による独創

的な研究テーマの発掘等 を目的 と ーノ ー1

した公募研究 を行 った。
咽 嚇

,'

また、外 国の研究者 を招 へ い し'量 芦

て国際フォーラムを醐 る等 ・∵ 亀 ～ 一
一 ・ 彰

国際交流 の推進 を図 ってい る。 ノ.

ぞノ
塑一船

勇
'

非線形光学結晶を用いた第2高 調波の発生

(7)宇 宙通信技術開発の推進

ア 技術試験衛星Vl型(ETS-Vl)

技術試験衛星VI型(ETS-VI)は 、今後 の需要増大 に対応で きる2ト ン級の大型衛星 に必要

となる技術 を確立す る とともに、今後 の衛星通信 で必要 とな る固定衛星通信技術 及び移動体衛星

通信技術並 び に衛星 間の通信 を行 うための衛星 間通信技術 の開発及 び実験 を行 うこ とを 目的 とし

た衛星であ る。

ETS-VIは 、6年8月 に種 子島宇宙セ ンターか らH-IIロ ケ ッ ト試験機2号 機 によ り打 ち上

げられたが、 アポ ジエ ンジンの燃料 を供 給す るた めの推薬弁 の開閉 の不具合 によ り同エ ンジンの

噴射が正常 に実施で きず、静止化が断念 され、だ円軌 道を周 回す るこ ととなった。

郵政省で は、周回軌道 にお ける衛星 の最大 限の活用方策 を検討す るため、郵政省、宇宙開発事

業団及びNTTか らな るrETS-V【 対策連絡会」 を開催 し、衛星の状況の分析、通信実験 の可

能1生の検討等 を実施 した。

この検 討 を踏 まえ、9月 「技術試験衛星VI型(ETS-VI)実 験推進会議」 を開催 し、ETS-

VIを活用す る通信 実験計 画 を取 りま とめた。 この実験計画 に基づ き、郵政省通信総合研究所 及び

NTTに お いて各種 通信 実験 が実施 されて いる。

イ 通信放送技術衛星(COMETS)

我が国の社会経済 の発展 に伴 い、宇宙通信 に対す るニー ズは今後一層増大、 かつ高度化 ・多様

化 してい くもの と考 え られ る。 そこで郵政省で は、科 学技 術庁及 び宇宙開発事業 団 と協 力 して、

Kaバ ン ド(20～30GHz帯)及 び ミリ波 による高度移動体衛星通信技 術(小 型通信機 によるデー タ
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技術試験衛星VI型(ETS-VI)打 上げ

(写真提供:宇 宙開発事業団)

さ らに、COMETSの 通信 ・放送実験 に関 して、有効 かつ効 率的 に実験 を推進 し、

の充実 を図 るた めに、実験 の内容、推進方策等 を検 討す るこ とを 目的 とし、7年3月 には、「CO

METS通 信 ・放送 実験推進会議」が開催 され、8年8月 頃 に結果 を取 りま とめ るこ ととしてい

る。

ウ 次世代の通信 ・放送分野の研究開発衛星の研究開発

21世 紀初頭 にお いては、地上系 の通信 システムが使 えない よ うな山奥で あ って も利用で きる携

帯電話、走 行 中の 自動車等移動 体にお いて もCD並 の高 品質 な音声放送 が安定的 に受信で きる移

動体 音声放送等 の実現 が期待 され てい る。 このため、郵 政省で は、21世 紀 初頭 に実現 が予想 され

るSバ ン ド移動体衛星 通信 システム、Sバ ン ド移動体デ ジタル 音声衛星 放送 システムに必要 とな

る衛星技術 の研究開発及 び宇宙 にお け る実験 ・実証 を目的 とした次世代 の通信 ・放送分 野の研究

開発衛星 の研究 に4年 度 か ら着手 し、概念設計及 び設計検討 を行 ってい る。6年 度 は、 その成果

通信、テレビ電話等)、高度衛星放送技術

(広帯域HDTV)、 衛星間通信技術 大

型静止衛星の高陛能化技術等の開発及び

実験 ・実証 を行 うことを目的 とした通信

放送技術衛星(COMETS)を8年 度

に打 ち上 げることを目標 に、2年 度から

搭載用 中継器等の開発 を進 めている。郵

政省通信総合研究所 においては、高度移

動体衛星通信用搭載中継器 と高度衛星放

送用搭載中継器受信 部の開発 を3年 度

か ら5年 度 まで行った。また、6年 度は、

4年 度か ら開始 した地上実験設備及び主

局実験設備の研究開発を継続するととも

に、宇宙開発事業団に機器を貸出 し、搭

載機器の電気性能確認試験に対する支援

及び試験結果の評価 を行った。7年度は、

地上実験設備及び主局実験設備の研究開

発 を継続する とともに、宇宙開発事業団

が行 う搭載機i器のプ ロ トフライ ト試験に

対する支援及び試験結果の評価を行うこ

ととしている。

その成果
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を基 にミッション機器 の予備設計及 び1生能確 認用実験 モデルの製作 を開始 した。7年 度 は、引 き

続 きミッション機器 の性 能確認用実験モデル の製作 を行 うこ ととしている。

矛

》畑
●

覧

通信放送技術衛星(COMETS)の 想像図

(写真提供:宇 宙開発事業団)

く

次世代の通信 ・放送分野の研究開発衛星の概念図

(8)通 信 ・放送機構における研究開発

ア 高度三次元画像情報の通信技術に関する研究開発

21世紀の高度情報通信社会 においては、テレビな どの画像の伝送に現在の二次元画像ではな く、

より臨場感のある三次元画像が求め られる。三次元画像情報通信技術 により、遠隔地への正確 な
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情報 の伝達が可能 とな り、産業 ・医療 ・教育等 の分野で の利 用が期 待 され る。

この三次元画像通信技 術の確立 を図 るこ とを 目的 として、4年!0月 か ら、通信 ・放送機構 にお

いて 「高度三次 元画像 情報 の通信技術 に関す る研究開発」 を行 ってい る。

これは、異 なった角度 か ら対象物 を撮像 した複数の二次 元画像1青報 を、高度 に圧縮 して伝送 し

た後、ホ ログ ラフィ技術 を用 い、元の対 象物 の三次元動 画像 を リアル タイムで形成 ・表示す る技

術 を実現 す るこ と等 に よ り、本格 的 な三次元立体動画像 を伝送 ・表示 す るこ とを可能 とす るため

の研 究開発で あ る。

6年 度 にお いては、 これ まで に構 築 した小規模 システムの実験 を引 き続 き進 め る とともに、こ

の成果 を もとに立体動画像 の画質 の向上 、表示サ イズの拡大 やホ ログ ラム画像 情報処理 の高速化

な どを 目指 した システムの開発 を進 めてい る(第2-2-8-1図 参 照)。

第2-2-8-1図 高度三次元画像情報の通信のイメージ図

(D現 在の画像通信('F面 画像=:次 元)

驚癖 瀞 習 伝送

一一方向か らの画像のみを伝送

平 面画像 デ ィスプレイ

(今のテ レビ等)

昇国

(2)ホ ログラフ ィ画像通信(立 体画像=三 次元)

遠隔地における

手術現場 身
伝送

ホ ログラフ ィ立体画像

デ ィスプ レイ端末

複数台 のカメラ

身 一
(信 号処理部)(信号

処理部)

色々な角度からの

画像を処理 し伝送

翻

大学病院等から手術指示

念＼ぐ
幽

三次 元立体像

(手術現場 に立 ち会 っているの

と同 じ情 報を得 ることが 可能)

イ 高度映像通信利用技術に関する研究開発

広帯域ISDNは ・音声だ けではな く、高精細 ・高品質の映像の伝送 も可能であ り
、現在の電

話網 に代わる21世紀の情報通信基盤 として早期普及が期待されている
。

郵政省では・5年 度第三次補正 予算 により・ 通信 ・放送機構 に対 し出資を行い
、 同機構では、

6年 度 に超高精細映像伝送技術等映像系のアプ リケー ションの研究開発 を行 う上で必要な施設を

整備 し・各種映像通信サービスの開発に不可欠な共通的、基盤的技術の研究開発 を行った。
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ウ 広帯域デジタル無線通信システムの研究開発

現在のデジタル移動通信 システムは、伝送容量が小さいため、音声伝送が主体であ る。今後、

携帯型パ ソコン、テレビ電話等の普及 によ り、移動通信系 において も、有線系 と整合1生があ り、

画像や高速データ伝送等が可能 な広帯域デ ジタル移動通信 システムの研究開発が重要 になって く

る。一方、固定通信網のアクセス系 において も、天候等の外部条件 によ り回線品質が影響 を受 け

やすい等の問題点があ り、デジタル無線アクセスシステムの研究開発が必要である。

そこで郵政省では、5年 度の第三次補正予算 によ り、通信 ・放送機構 に対 し出資を行い、同機

構では、6年 度か ら画像や高速データ等の大容量情報の伝送が可能 となる広帯域デジタル移動通

信システム及び家庭 ・企業等のユーザー と最寄 りの基地局及び中継局 とを光 ファイバ と同等の大

容量回線で接続するデジタル無線 アクセスシステムと画像や高速データ等の大容量1青報の伝送が

可能 となる広帯域デジタル無線 アクセスシステムの研究開発を開始 した。

エ 立体ハイビジ ョン番組制作技術の研究開発

テレビジョン放送 は、高画質化 ・高機 能

化等の方向で高度化 が進展 してい るが、将

来の放送 として立体ハ イ ビジョン放送への

期待が高 まってい る。 そこで、立体ハ イビ

ジョン放送 を実現 す るた めに不可欠 な立体

ハイビジョン番組制作技術 の研究開発 を行

うための施設 を整備 す るた めに、5年 度の

第三次補正予算 によ り、通信 ・放送機構 に

出資を行 った。

本研究開発 にお いて、通信 ・放送機構 で

は、6年 度 に立体ハ イ ビジ ョン番組の撮 像

・記録 ・編集 ・処理等 に必要 な設備 に関す

る研究開発 を実施 す る とともに、立体ハ イ

ビジョン映像 に特有 な諸 問題 の抽 出 ・発生

原因の究明、解決方策 の研究等 を行 った。

オ 身体障害者 ・高齢者用情 報通信 シス

テムの研究開発

21世 紀 の高齢化社会 に対応 した情報 通信

基盤 の構築 を円滑 に遂行 し、身体 障害者 や

高齢者が便利 に安心 して暮 らせ る生活環境
遠隔健康相談システムの実験模様

(写真提供:す こやかファミリー編集部)
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を実現す るた め、6年 度か ら身体障害者 ・高齢者 のための情報通信 システムの研究 ・開発が開始

された。

具体的 には、通信 ・放送機構 が郵政省 の出資 を受 け、外 出が 困難 な寝 た き り老人等 が家庭 にい

なが らに して、健康 診断や介護支援 を受 けるこ とを可能 とす る「遠隔健康相 談 システム」、聴覚等

が不 自由 な高齢者等がデ ジタル補聴技術等 によ り健 常者 と同様 に、 自由に高度 な コ ミュニヶ一シ

ョンを可能 にす るシステムに、用途 に応 じて、俳徊老 人等 の位 置 を特 定す る機 能、疾患 のあ る高

齢者等 が緊急時 に屋外か らセンター等 に通報す る機 能 を付加 す る 「高齢者 通信 ・広域緊急通報 ・

位置探査 システム」等 の研究 ・開発を行 ってい る(第2-2-8-2図 参照)。

第2-2-8-2図 遠隔健康相談システム及び高齢者通信 ・

広域緊急通報 ・位置探査システムの概念図

遠隔健康相談 システム

■
『

窓

』

』

話速変換

メディア変換

(音声→文字)

カ メラ

セ ンサ ー

又像機

0

ら

1多 §

デジタル補聴器

携帯用通信端末

力 大規模 双方向CATV(フ ルネ ッ トワーク)に 関 す る研究開発

ヶ一ブル テレビ網 を利 用 して・高度通信 を含 めたサー ビスを提供 す るフル ネ ッ トワ_ク を実現

す るこ とによ りケー ブル テレ ビ事業 の展開 を図 るための施設 を通信 ・放送機構 に整 備す る事業

が、5年 度 の第三次 補正f算 で認 め られた。
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6年11月 に、愛知県 岡崎市 に通信 ・放送機構 岡崎 リサーチ センターが開業 し、同センター にお

いて、高品位動画像圧縮 符号化技 術、CATV網 高度利用技 術等 に関す る研究開 発が行われている。

(g)超 高速ネ ッ トワーク技術の研究開発

通信ネ ッ トワー ク及び スーパ ー コンピュー タ等の情報 処理装置は、 それぞれ高速化 ・広域 化 ・

分散化等が進展 してい る。 これ らを有機的 に連携 す るこ とによ り、従来 は不可能だ った大量 のデ

ータや画像 な どの情報 を扱 う様 々 なアプ リケー ションの提供 が可能 とな る。

このため、6年3月 に基盤技 術研究促進 セ ンター と民 間企業の出資 によ り、「㈱ 超高速ネ ッ トワ

ーク ・コンピュー タ技 術研究所」が設立 された。研究期間 は、6年3月 か ら11年3月 までで 、統

合化技術 を① ネ ッ トワー クアーキ テクチャの研究、② アクセ ス技術 の研究、③ 情報 処理 ・通信制

御統合化技術の研究、④ 応用化技術 の研究、 の4つ のサ ブテー マに分 けて研究 を行 ってい る。

飛躍的 に能力が向上 してい るスーパ ー コンピュー タ等 を高度化す る通信 ネ ッ トワー クによって

結合す るこ とによ り、 多地 点デー タの超高速 ・分散 ・並列処理が可能 とな り、従来 は数 日を要 し

た処理の リアルタ イム化が可能 とな る。

㈲ 知能映像情報通信の基礎研 究

現在の通信 は、文字言語、音声言語中心 の コ ミュニケー シ ョンに片寄 ってお り、 人間が対面 し

て行 う豊かなイメー ジ伝達能力 に欠 け る部分 があ り、相互 理解 に限界があ る。

このため、映像 を中心 としたマルチ メデ ィア情報 を利用 して人間の感覚 に訴 える新 しいコ ミュ

ニケーシ ョン手法 の研究 を行 うこ とによ り、人間同志 の新 しい コ ミュニ ケー シ ョン手法 を創出 し、

本格的なマルチ メデ ィア時代の基盤技術 を確立 す るための知能映像i青報通信の基礎 研究 を行 うこ

とを目的 とした 「㈱エ イ ・テ ィ ・アール知能映像通信研究所」が、7年3月 に基盤技 術研究促進

センター及 び民 間企業 の出資 によ り設立 された。

研究期間 は、7年3月 か ら14年2月 まで の7年 間で 、次 の3つ のサブテーマに関す る研究 を行

っている。

① コミュニケー シ ョン環境 生成技術

三次元映像 や三次元音場の情報 を、 あ りの ままに伝達す る技 術、 さ らには入間が理解 しやす

いように強調 や合成 を加 えて伝達 ・表示 す る技術等の確 立 を図 る。

② コミュニケー シ ョン支援技術

人間の持 つ イメー ジを三次 元映像 ・音で表現 して コ ミュニ ケー シ ョンに用い る技 術等 の確立

を図 る。

③ コ ミュニケー シ ョンの 人間科学

各種 の映 像 や音 と人間の感覚 ・行動 との関係 を明確 にす るな どの研究 を行 う。

このよ うな通信手段が実現す る と、遠隔地 の 人々が一 堂 に会 してい るかの ように話 し合 えた り、
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コンピュータが作 りだ した人間 との対 話が可能 な仮 想的人格 を本人 の代理人 として会議 に出席さ

せ るこ とによ り、不在 の人 を交 えた仮 想的会議 がで きた りす るな ど、本来 の通信 が 目指 していた

時 間 ・距離 を克服 した コ ミュニ ケー シ ョンが可能 とな る。 さ らに、文化 の異 な る外 国人や障害の

あ る人の間で も映像 情報や音声 情報 を用 いて相互理解 を促進で きるな ど、年齢、文化、言語を超

えた新 しいコ ミュニケー シ ョンを創出で きる。

⑪ 郵便 システムの技術開発推進

郵政省郵政研究所で は、21世 紀 の郵便 システムを目指 した技術 開発 を促進 す るた めに、本省関

連部 門 との密接 な連携 を保 ちつつ、郵便処理 の 自動化 のための技術 開発及 び郵政 事業 高度化のた

めの情報通信 に関す る技 術開発 を行 ってい る。6年 度で は主 として以下の よ うな研究 を行った。

①3年 度 か ら文字認識技術 の調査、高度化 を目指 し文 字認識技術 コンテス トを実施 して きたが、

6年 度 は それ らの結果 の分析 を進 め るとともに、そこで使用 した郵便 番 号画像 をCD-ROMに 収

録 し手書 き数字デ ータベ ース「IPTPCDROM1」 として広 く内外 の研究機 関 に提供 した。

また、複数 の文字認識 アル ゴ リズム(注)を組み合 わせ るこ とによ る認識精度 向上 の研究 を継続

して実施 した。

②5年 度 に続 き、配達準備作業 の最終段 階で あ る道順組 立作業(郵 便物 を配達順 に並べ替 える

作業)の 自動化 に関す る研究 を行 ってい る。研 究内容 として は、郵便物 の あて名情 報のバーコ
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立機 を目指 し、 自動再供給機構 を備 えた道順組立機 の ファン クシ ョンモデノレの試作 を行 った。

③ 郵便業務 にお ける配達 区及び配達 ルー トの決定、区分処理方法 や輸送 ネ ッ トワー クの策定等

様々な意 思決 定 を熟練 者 の知識 ・経験 を生 か しつつ、 よ り迅速 に行 うため に、6年 度 か らO

Rld2}及びAI〔 お1手法 を用いた意思決 定支援 シ ステムの研究 に著手 した。

④ 郵便 局の窓 口事務処 理の抜本的 な効率化 と窓 ロサー ビ スの迅速化等 お客様サー ビスの一 層の

向上 を図 るために、郵便 窓 口の インテ リジェン ト化 を進 めてい くこ とが必要で あ る。 そのた め

には、窓 口事務の統 合化 ・情報 システム化 を研究 し、郵便 窓 口事務処理 システムの開発 を行 う

とともに、時間外サー ビスに も対応で きるよ うなサー ビス機 器の研究 を行 う必要があ る。

そこで、6年8月 か ら 「インテ リジェ ン ト窓 口に関す る研究会」 を開催 し、郵便窓 口の イン

テリジェン ト化 につ いて研究 を開始 した。

2標 準化活動の一層 の推進

(1)標 準化 に対す る取組

通信 を行 うためには、相互 に接続で きるこ とが必要で あ り、不特 定多数のユーザ ー問で 円滑 な通

信を行 うためには、端末 及び システム相互 間の通信 方式等 の標準化が不可欠で あ る。電気通信 に関

す る標準化 は、国際的 には主 にITUで 行 ってお り、これを受 けて国内の標 準化が行 われて いる。

ア 国際標準化活動

電気通信 に関す る国際標準化 は、主 としてITUのITU-T及 びITU-Rで 行 われてい る。

郵政省で は、ITUの 標準化活動 に対 して、国 としての統一的 な対応等 を図 るため、電気通信

技術審議 会にお け る審議 を通 じて積極的 に寄与 している。

イ 国内標準化活 動

我が国にお け る電気通信 の国内標準化 に対す る取組 は以下 の とお りで あ る。

① 郵政大臣の諮 問機 関で あ る電気通信技 術審議 会は、ITUに お ける国際標準化活動 に適切 か

つ効率的 に対応 す るため、無線通信委員会及 び電気通信標準化委員会 を設置 し、我が国の主張

又 は意見 を取 りま とめ る とともに、国際標準 化活動 への寄与 を行 ってい る。

無線通信委 員会 は、ITU-R内 に設置 された無線通信総会 及び無線 通信研究委員会の活動

の うち、技術 に関す る事項 につ いての我 が国の寄与 及び対処 につ いて審議 を行って いる。

電気通信標準化委員会 は、ITU-Tの 活動の うち、技術 に関す る事項 につ いての我が国 の

寄与及び対処 について審議 を行 ってい る。

(注1)オ ペ レ ー シ ョ ン ズ ・ リサ ー チ(operationsresearch)。ORの1つ に 「窓 口の 理 論(待 ち1∫列)」 が あ り、 秤1∫釣 手法 を 用 い て 問

題 解 決 に あ た る。

(注2)人r知 能(artificialintelligence)。 入 間 の 知 的 な 能 力 を コ ン ピ ュ ー タ に もた せ 、 問 題 解 決 丁1順 に 用 い る。
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② また、 電 気 通 信 利 用 の 高 度 化 ・多様 化 、 新 シ ス テ ムの 導 入 ・普 及 に伴 う通信 方 式 の 統 一 に対

す るニー ズ に対 応 す るた め、 電 気通 信 技 術 審議 会 に推 奨 通 信 方 式 委 員 会 を設 置 し、 望 ま しい標

準 通 信 方 式 と して推 奨 通信 方式(JUST:JapaneseUnifiedStandardsforTelecornmu・

nications)を 制 定 して い る。

③ 高度 通 信 シ ス テ ム相互 接 続(HATS:HarmonizationofAdvancedTelecommunication

Systems)推 進 会 議 を開催 し、高度 通 信 シ ス テム に関 す る相 互 接 続i生 の確 保 に向 け・活動 を行

っ て い る。

④ 民間の機 関 としては、電気通信全般 に関す る標準化 と標準 の普 及 を行 う㈱ 電信 電話技術委員

会(TTC)、 電波利 用 システムの標 準規格 を作 成 し普 及す るこ とを 目的 とした爾 電波 システム

開発 センター(RCR)、 放送技術 に関す る標準規格 の作 成等 を行 う放送技術 開発協議 会(BT

A)が 活動 を行って いる。

⑤OSI(OpenSystemsInterconnection:開 放型 システム間相互接 続)(lD対 応装置等の国際

標準 に準拠す る端末及び システムに対す る各種支援策等 を推進 してい る。

ITUの 標 準化活動 に対 して、我が国で は、電気通信技術 審議 会の成果 を一 層活 用 し、民間

標準化機関 との連携 を強化 す る とともに国際標準化 活動 への参加 を強化 して い る(第2-2-

8-3図 参照)。

第2-2-8-3図 電気通信の標準化体制
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(2)電 気通信技術審議会標準化政策 部会の審議再 開

電気通信技術審議 会標 準化政策 部会 は、6年6月 、「高度情報社会 を展望 した電気通信 の標準化

に関する基本方策 につ いて」(2年5月 諮 問)の 審議 を再 開 してい る。

同諮問に対 しては、3年3月 、 「望 ましい標準化推進方策、標準化 ガ イ ドライン等」が一部答 申

されているが、近年の標準化活動 を と りま く状況 の大 きな変化 に対応 し、21世 紀 の情報通信基盤

構築等 を念頭 においた標準化推進 方策 を取 りま とめるため審議 を再 開 した もので あ る。

今回の審議 においては、①1青報通信基盤整 備のための標 準化の在 り方、② マル チ メデ ィア時代

の標準化の在 り方、③ITUに お ける組織改革 と標準化活動への国際的対応、 を重点項 目 とし、

中長期的な視点 か ら審議 を行 っている。

電気通信技術審議 会 は、電気通信 の標準化 の在 り方及 び中長期 的 な標準化 ビジ ョン とガ イ ドラ

イン並びにこれ らに関す る諸問題 につ いて、① 中長期 的 な標準化計画(標 準化ガ イ ドライン)、②

国際標準策定におけ る我 が国の寄与 の在 り方、③ 国内の標準化体制の在 り方、につ いて7年5月

頃答申(一 部答 申)を 行 う予定で あ る。

(3)OSIシ ステムの国内への普及促進

4年 度行政改革大綱 において、国の行政機関 が1青報 システムを整備 す る場合 には、ITU-T

勧告 またはISO規 格 に基づ くOSIシ ステムを導 入す るよ う提 言 された.郵 政省 として もTT

C標 準 を実装す る製品が対象 とな るよう、TTCをITU-T勧 告等 に基づ く国 内標準 を作成 す

る機関 として告示 した。

また、民間 にお けるOSI製 品の導入促進 を図 るため、低 利融資や税制上 の優遇措 置 を講 じて

いる。

(4)相 互接続性確保の推進

電気通信網 の高度化 ・多様化、端末 の高機能化 に伴 い、国際標準 ・国内標 準 に基づ いて開 発さ

れた端末 ・システムで あって も、 メーカーが異 な る と、標準 に対す る解釈上の問題等 によ り、相

互 に接続で きない場合が あ り、標準 に基づ いて開発 された シ ステムの相互 接続性 を確認 す る必要

性が高 まってい る。 そこで、 これ に対処 す るためユーザー、メー カー、事業者等 の参加 によ りrH

ATS推 進会議 」を開催 し、 その下 に6分 不桧(基 本接 続、 ファ クシ ミリ、PBX{・D、LAN間

接続、 コンピュータ ・ター ミナル、 テレビ電話 ・会議)を 設 けて問題解決 に向 け取 り組んで いる。

相互接続試験で は、ISDNを 介 して通信 を行 うた めに開発 された製品 また はOSIの 考 え方

に基づいて開発 された製 品で あ るISDN/OSI製 品間の相互接続試験 を実施 して いる。 その

結果、相互接続1生が確保 された通信機 器(G4フ ァクシ ミリ、デ ジタル テレビ電 話 ・会議 装置等)

には届出 に基づ きTTCマ ー クが表 示 され てい る。

(注)(pr{vatebranchexchange)構内の内線電話布ll圧間及び内線電話と外線の剣剣姉lcを行う交換機。
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また、 国際的 にISDNサ ービ スの円滑 な相互接 続 「生の確保 を目的 として、EU及 び韓国 との

間でISDNに 関 す る相互 接続実験が実施 されてい る。 このほか に も米 国及 び欧州の民間団体 と

の間で、 テ レビ会議 システムの相互接 続実験 を行 うべ く調整 を始 めてお り、国 内にお けるHAT

S推 進会議 の活動成果 を踏 まえ、国際的 な相互接 続性確 保 に取 り組 んで い る。

(5)ア ジア ・太平洋地域 における標準化の推進

今後21世 紀 に向 け、アジア ・太平洋地域 の社会経済 の発展 にお いて、電気 通信 ネ ッ トワークの

円滑 かつ効率的 な構築 は必要不可欠で あ る。特 に、国際 ・国 内標 準化活動 を通 じた相互接繍 生の

確保 、特 定のメーカーに依存 しないシステムの構 築(マ ルチベ ンダ 化)等 が必要 であ るが、アジ

ア ・太平洋 諸国単独で は困難で 、技術協 力が必要で あ り、標準 化活動 の レベ ル ア ップが必要であ

る。

このため、① アジア ・太平洋地域 にお け る標準化活動 への技術 協力ニー ズの発掘、② わが国に

お ける技術 協力体制 の確 立、③ アジア ・太平洋地域 にお ける相互協 力の枠 組 みの提示 を 目標 に、

4年10月 か ら6年3月 まで 「ア ジア ・太平洋地域 にお ける標 準化 の推 進 に関 す る調査研 究会」が

開催 され、標準化 に関す る情報 の共有 ・活 用、各国の標準化知識 の向上 と標 準化体制 の強化等を

図 るための国際共同研究の実施、標準化 の専 門家 育成 が必要で あ る との結論 を得 てい る。

具体 的 には、①APT研 究委員会 にお ける研究 の実施、②APT研 修(標 準化 コー ス)の 実施、

③ISDN国 際共 同研究会(AIC:AsianlSDNCouncil)で の活動、 を行 っ てい る。
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